
古
代
の
土
地
売
買
に
つ
い
て
（中）

菊

地

康

明

〔
要
約
】
　
前
稿
（
本
誌
4
8
巻
2
号
）
で
古
代
の
土
地
売
買
の
二
義
性
i
賃
租
と
永
売
一
の
有
す
る
問
題
点
を
指
摘
し
、
特
に
永
亮
の
起
源
を
墾
濁
の
問

題
を
介
し
て
通
説
よ
り
古
く
曇
り
う
る
楽
を
考
察
し
た
。
引
続
き
本
稿
で
は
、
売
買
の
二
義
性
を
賃
貸
又
は
不
動
産
質
と
売
買
の
観
念
的
未
分
化
と
し
て

更
に
明
確
に
し
、
特
に
永
売
の
不
動
産
紫
蘭
機
能
を
買
戻
・
転
売
等
の
事
例
を
通
じ
て
分
析
す
る
と
共
に
、
不
動
愚
筆
の
基
礎
を
な
す
利
息
付
消
費
貸
借

と
し
て
の
禺
挙
の
機
能
を
追
究
し
、
鰻
塚
の
蓮
華
の
不
勤
産
質
的
機
能
の
考
察
の
準
備
を
し
た
。
此
等
の
考
察
を
通
じ
て
律
令
制
国
家
権
力
が
私
的
績
務

契
約
に
及
ぼ
す
抑
制
的
作
用
が
明
か
に
な
り
、
次
稿
の
土
地
所
有
権
の
考
察
に
つ
な
が
る
筈
で
あ
る
。
　
　
　
　
史
林
瞬
九
巻
四
号
　
一
九
六
六
年
七
月

　’wh　Mpm

ヒ

古代の土地兜買について（中）　（菊勉）

四
　
売
買
の
二
義
性

　
前
二
章
で
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
古
代
の
土
地
呼
売
の
起
源
は
遅

く
も
大
宝
令
成
立
以
前
に
湖
る
と
考
え
ら
れ
、
土
地
私
有
権
の
起
源

と
睨
み
合
せ
て
考
え
た
場
合
に
は
更
に
大
化
前
代
に
も
坐
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
故
古
代
の
土
地
の
売

買
の
語
の
二
義
性
一
賃
租
と
永
代
売
貿
i
は
、
亀
田
氏
の
云
わ
れ
る

よ
う
に
単
に
用
語
の
不
備
と
し
て
済
ま
さ
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
当

代
の
社
会
機
構
、
特
に
土
地
所
有
関
係
が
然
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、

古
代
の
土
地
売
囮
貝
の
実
体
を
理
解
す
る
に
は
、
何
故
こ
の
よ
う
な
二

義
性
が
存
在
し
た
か
と
云
う
点
を
先
ず
明
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
よ
う
。

　
既
に
序
論
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
今
欝
一
般
的
に
は
賃
租
は
土
地

の
賃
貸
を
意
味
し
、
量
売
は
現
今
の
売
買
と
同
義
語
と
理
解
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
飽
く
迄
も
今
臼
の
賃
貸
借
・
売
買
の
観
念
か
ら
の

類
推
解
釈
で
あ
っ
て
、
当
時
の
史
料
に
基
く
理
解
で
は
な
い
。
亀
霞

氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
古
代
の
律
令
立
法
家
達
が
賃
租
と
永
売

の
差
異
を
意
識
し
て
い
た
事
は
、
養
老
田
令
賃
租
条
に
「
園
任
賃
租
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歯
学
」
と
区
別
記
載
し
て
い
る
所
か
ら
見
て
も
疑
い
得
ぬ
事
実
で
あ

る
が
、
如
何
な
る
意
味
で
区
別
し
て
い
た
か
と
云
う
点
に
つ
い
て
は

叢
時
の
史
料
は
必
ず
し
も
明
確
に
語
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
売
買
の
二
義
性
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
最
初
に
賃
租
と
永
売

の
語
義
を
史
料
に
即
し
て
検
討
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
先
ず
賃
租
に
つ
い
て
史
料
を
拾
っ
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る
。

（
賃
租
を
意
味
す
る
売
買
の
用
語
例
）

ω
　
令
集
解

　
田
令
　
田
長
条
穴
記
、
田
租
条
穴
・
旧
説
、
公
田
条
古
記
・
義
解
、
賃
租

　
条
古
記
・
朱
説
、
官
人
百
姓
条
古
詑
、
在
外
諸
司
条
古
記

　
賦
役
令
　
水
皐
条
古
記
・
釈
穴
讃
跡
朱
の
各
説
・
義
解

　
戸
令
　
為
里
条
穴
詑

②
　
そ
の
他
の
用
語
例

　
大
化
元
年
九
月
詔
（
書
紀
）

　
天
平
勝
宝
七
年
越
前
国
使
等
解
　
　
　
　
　
（
大
謡
本
古
文
得
四
一
　
五
；

　
　
同
　
　
　
　
越
前
国
雑
物
出
納
帳
　
　
　
　
　
　
　
（
古
訓
…
七
九
）

　
　
同
　
　
八
年
越
前
国
田
使
解
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
四
i
一
一
…
）

　
　
同
　
　
九
年
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
古
四
－
二
一
九
）

｝大

ｽ
｛
玉
層
群
　
兀
年
　
　
　
同
一

　
同
　
　
三
年
大
和
国
城
下
郡
売
券

　
同
　
　
五
年
三
国
広
山
請
暇
解

宝
亀
十
年
九
月
廿
二
日
勅
（
続
紀
）

壷
輩
八
月
廿
二
暑
符
（
三
代
格
・
要
略
後
紀
）

弘
仁
十
一
年
大
和
国
川
原
寺
牒

承
和
九
年
六
月
九
日
官
符
（
三
代
格
．
要
略
）

貞
観
六
年
正
月
廿
八
臼
紀
今
守
等
言
上

　
兀
慶
四
年
八
月
十
六
m
口
丘
ハ
部
省
三
｝
」
窺
上
（
岡
右
）

同
　
七
年
三
月
四
日
大
和
国
司
書
上
（
同
右
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

仁
和
元
年
三
月
八
日
三
代
実
録

庶
兇
平
六
年
二
月
廿
一
二
口
官
符
（
三
代
格
・
要
略
）

同
　
八
年
・
四
月
二
日
官
符
（
三
代
格
）

延
喜
三
年
九
月
四
日
宮
符
（
要
略
）

延
喜
主
税
式
　
青
菌
簿
帳
条

同
　
左
右
京
式
　
職
写
条

天
暦
四
年
東
大
寺
封
戸
荘
園
井
寺
用
帳

康
録
元
年
醍
醐
寺
牒
案

寛
弘
九
年
策
大
奪
所
司
等
解

（
士
桝
隙
一
二
四
六
）

（
二
上
一
三
六
八
）

（
古
四
一
四
八
九
）

（
平
安
遣
文
一
－
　
一
二
一
）

（一

H
代
実
録
）

（
平
二
一
一
三
七
二
）

（
平
遣
一
一
四
一
〇
）

（
平
声
二
一
山
ハ
瓢
＝
濫
）

以
上
は
売
買
と
明
記
さ
れ
た
も
の
の
み
を
挙
げ
た
が
、
賃
租
収
納
稲
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古代の土地売買について（中）　（菊地）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

を
価
・
直
と
称
す
る
例
も
加
え
れ
ば
更
に
多
数
に
上
る
。
価
・
直
と

は
売
買
の
観
念
か
ら
生
じ
た
呼
称
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
賃
租
の
語
の
所
見
例
は
、
養
老
田
図
公
田
条
．
賃

租
条
の
令
文
、
賦
役
令
水
皐
条
集
解
跡
記
、
天
平
八
年
三
月
廿
日
続

紀
、
天
長
二
年
十
月
廿
日
官
符
（
三
代
格
・
要
略
）
、
寛
平
八
年
四
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

爲
窟
符
（
三
代
格
）
、
延
喜
式
の
五
例
等
を
数
え
る
に
過
ぎ
な
い
。
　
こ

の
よ
う
な
点
か
ら
見
れ
ば
、
賃
租
は
大
化
前
代
以
来
「
売
買
」
の
語

で
表
現
さ
れ
る
の
が
一
般
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
　
「
賃
租
」
の
語
は
亀

田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
養
老
令
立
法
以
来
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、

「
売
買
」
の
語
に
比
す
れ
ば
一
般
化
し
な
か
っ
た
事
は
明
か
で
あ
ろ

脳
つ
。

　
然
ら
ば
賃
租
は
何
故
一
般
的
に
「
売
買
」
の
語
で
表
現
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
既
に
序
論
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

中
田
博
士
は
賃
租
を
以
て
中
世
の
年
季
売
・
作
毛
売
等
と
同
じ
く
一

定
期
間
内
田
地
の
使
用
収
益
権
を
売
却
す
る
事
と
さ
れ
、
こ
の
権
利

は
賃
貸
人
に
対
す
る
賃
借
人
の
債
権
と
解
す
る
よ
り
は
土
地
に
対
す

る
物
権
と
見
た
方
が
穏
当
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

　
博
士
の
こ
の
見
解
は
賃
租
が
「
売
買
」
の
語
で
蓑
現
さ
れ
た
理
由

の
説
明
と
し
て
は
明
快
と
云
う
べ
き
で
あ
る
が
、
他
面
何
故
「
賃

租
」
の
語
が
使
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
か
、
而
も
前
述
の
賃
租
条
の
条

文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
永
売
と
区
別
し
て
使
用
さ
れ
た
の
は
何
故
か

と
云
う
点
に
つ
い
て
は
充
分
な
説
明
と
は
云
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。　

周
知
の
如
く
賃
租
が
賃
貸
借
を
意
味
す
る
語
と
理
解
さ
れ
て
い
る

の
は
、
毎
年
秋
の
堰
営
為
に
耕
作
者
が
田
主
に
穫
稲
の
一
部
を
納
め

る
貢
納
方
式
が
後
世
の
小
作
慣
行
の
そ
れ
と
周
じ
で
あ
る
所
か
ら
来

て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
「
に
も
賃
貸
借
と
解
す
べ
き
点
が
色
々
あ
る
。

　
　
　
　
④

例
え
ば
別
稿
に
も
詳
述
し
た
よ
う
に
、
賃
租
の
貢
納
稲
は
唐
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

「
価
直
」
、
又
は
「
地
子
・
地
利
」
等
と
称
さ
れ
た
が
、
後
者
は
土

地
賃
借
の
利
息
を
意
味
す
る
語
か
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
用
語
例
は
現

存
史
料
に
関
す
る
限
り
価
直
よ
り
も
豊
富
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
子
が

元
来
公
田
・
官
衙
公
論
料
田
等
の
場
合
に
主
と
し
て
使
用
さ
れ
た
語

で
あ
り
、
私
文
書
に
比
す
れ
ば
官
衙
の
公
文
書
の
方
が
残
存
率
が
遙

か
に
高
か
っ
た
と
云
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に

し
て
も
「
地
子
」
　
「
地
利
」
等
の
語
が
当
時
極
め
て
広
く
使
わ
れ
て

い
た
と
云
う
事
実
は
、
当
時
賃
租
が
土
地
の
賃
貸
借
を
意
味
す
る
語

と
観
念
さ
れ
て
い
た
事
を
示
す
有
力
な
証
拠
で
あ
ろ
う
。

　
又
用
語
の
普
及
度
が
低
か
っ
た
と
は
云
え
、
賃
租
の
語
自
体
に
も
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賃
貸
借
の
意
味
が
あ
っ
た
事
は
、
こ
の
語
の
源
流
と
思
わ
れ
る
唐
の

租
田
の
語
義
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
詩
評
公
翰
苑
集
奏
議
巻
筆
に
「
，
言

以
公
田
仮
人
、
而
収
其
租
入
、
故
謂
之
租
」
と
の
一
文
が
あ
る
。
別

⑥稿
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
文
は
田
租
の
語
義
を
釈
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
雲
脚
の
租
は
小
作
を
意
味
す
る
用
語
法
と
解
す
べ
き
で
、

租
税
の
意
と
解
し
て
は
全
体
の
文
意
が
通
じ
難
い
。
而
も
公
田
を
仮

（
貸
）
し
て
そ
の
租
入
を
収
納
す
る
と
記
し
て
い
る
所
か
ら
見
る
と
、

唐
に
於
い
て
も
租
田
が
田
の
賃
貸
借
を
意
味
し
た
事
は
明
か
で
あ
り
、

こ
の
語
法
を
継
受
し
た
我
国
の
賃
租
の
語
も
亦
同
様
の
意
味
を
有
し

た
事
は
疑
い
な
い
所
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
表
現
用
語
上
か
ら
見
れ
ば
、
賃
租
は
賃
貸
借
と
も
売

買
と
も
一
義
的
に
決
定
し
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
賃
租
と
永

売
の
差
異
が
一
応
認
識
さ
れ
て
い
た
事
は
前
述
の
欄
令
賃
租
条
の
記

載
か
ら
見
て
も
明
か
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
ら
ば
永
売
の
場
合

に
は
従
来
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
現
今
の
売
買
と
全
く
同

義
と
し
て
差
支
え
な
い
か
と
云
う
と
、
藤
壷
賃
租
の
場
合
と
同
様
容

易
に
断
定
し
難
い
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
動
産
質
と
の
関
係
で
あ
る
。

中
田
博
士
は
「
日
本
中
世
の
不
動
産
質
」
の
中
で
、
ド
イ
ツ
・
フ
ラ

ン
ス
等
諸
国
の
中
世
不
動
産
質
に
は
、
質
入
。
請
戻
の
事
を
売
買
の

語
で
表
わ
し
、
わ
が
中
世
の
例
で
も
流
抵
当
を
売
渡
と
呼
ん
だ
例
の

　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

多
い
事
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
か
か
る
事
例
は
古
代
に
湖
っ
て

も
考
え
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
後
考
第
二
表
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
、
古
代
の
土
地
売
券
に
は
売

主
が
正
税
そ
の
他
の
債
務
弁
済
を
目
的
と
し
て
売
却
す
る
旨
を
明
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
た
例
の
多
い
事
は
早
く
竹
内
博
士
の
指
摘
さ
れ
た
所
で
、
直
木
孝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

次
郎
氏
も
正
税
出
挙
と
の
関
連
で
右
の
事
実
に
注
意
さ
れ
た
。
し
か

し
な
が
ら
従
来
の
研
究
に
於
て
は
、
こ
の
種
の
売
買
も
亦
単
純
な
売

買
と
考
え
ら
れ
、
何
故
売
券
に
負
債
文
言
が
わ
ざ
わ
ざ
明
記
さ
れ
た

か
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
論
及
さ
れ
た
研
究
を
見
な
い
の
で
あ
る
が
、

卑
見
で
は
こ
の
聞
捨
こ
そ
古
代
の
売
買
と
不
動
産
質
と
の
関
連
を
考

え
し
め
る
最
も
重
要
な
点
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
今
か
か
る
土
地
売
券
の
負
債
文
言
の
意
味
を
明
か
に
す
る
た
め
に
、

先
ず
寛
平
八
年
四
月
二
日
官
符
（
霊
代
格
）
の
左
の
文
を
考
察
し
た
い
。

　
右
如
欄
、
権
貴
之
家
乗
勢
挾
誠
、
称
庄
家
之
側
近
、
則
妨
平
民
之
田
地
、

　
或
士
弼
買
不
和
・
、
占
…
額
鶯
二
四
【
十
町
、
或
寄
事
負
累
、
責
｝
収
五
六
糞
腸
（
下
略
）

こ
の
官
符
は
正
五
位
以
上
の
貴
族
層
の
私
営
田
を
禁
じ
た
も
の
で
、

右
引
用
箇
所
は
彼
等
が
農
民
所
有
地
を
兼
併
し
、
自
己
の
量
地
を
拡

大
し
て
行
く
際
の
方
法
を
叙
述
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
傍
線
箇
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古代の土地売買について（巾）　（菊地）

所
は
農
民
の
債
務
不
履
行
（
負
累
）
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
前
述

の
負
債
文
言
付
売
券
の
意
味
を
考
え
る
上
に
重
要
な
文
と
思
う
。

　
内
田
博
士
は
「
五
六
載
券
」
の
意
味
を
天
平
宝
字
三
年
大
和
国
城

下
郡
売
券
（
古
四
～
三
六
八
）
の
例
と
同
様
賃
租
作
得
権
を
五
六
年
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

先
買
い
す
る
事
と
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
滝
川
博
士
は
五
六
年
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
賃
租
作
得
権
を
質
と
す
る
と
解
し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
当
時
の

用
語
上
で
は
一
年
限
り
の
売
買
を
賃
租
と
称
し
て
い
る
か
ら
、
両
博

士
の
如
く
五
六
載
券
を
賃
租
作
得
権
五
六
年
分
と
解
す
る
の
も
理
由

の
あ
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
次
の
例
か
ら
類
推
す
る
と
五
六
曲
芸
は

土
地
売
券
を
意
味
す
る
と
解
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
覇
京
宮
城
之
内
、
百
姓
地
研
四
町
、
給
三
年
価
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
略
延
鷹
十
二
年
臨
月
廿
七
日
条
）

こ
れ
は
平
安
京
建
設
の
際
に
宮
城
予
定
地
域
内
の
百
姓
私
宅
の
買
上

を
命
じ
た
も
の
で
、
類
似
例
と
し
て
長
岡
京
建
設
の
際
次
の
如
き
史

料
が
見
え
る
。

　
百
姓
私
宅
、
入
新
京
宮
内
五
十
七
町
、
以
三
国
正
税
四
万
三
千
余
束
、
賜

　
　
⑫

　
甘
パ
主
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
籍
延
暦
｝
ご
儒
十
六
月
廿
八
円
【
条
）

　
勅
、
長
岡
京
百
姓
宅
地
価
直
、
不
可
蟻
掛
云
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
紀
略
延
暦
十
二
年
十
二
月
十
八
臼
条
）

右
の
史
料
は
後
に
も
触
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
宮
殿
建
設
敷
地
と
し
て

買
上
げ
ら
れ
た
百
姓
地
は
返
還
は
あ
り
得
な
い
か
ら
永
売
と
解
せ
ざ

る
を
得
な
い
事
を
指
摘
し
て
置
き
た
い
。

　
同
様
に
平
安
京
の
場
合
も
永
売
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
「
三
年
価
直
」

は
永
売
価
格
と
解
す
べ
き
で
、
賃
租
作
得
権
三
年
分
の
価
格
と
解
し

て
は
意
味
が
解
し
難
く
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
三
年
価
直
」
と

記
し
た
の
は
、
永
売
価
格
の
決
定
に
当
り
、
当
該
地
の
賃
租
本
直
三

年
分
を
以
て
永
売
価
格
と
し
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
様
に
前

述
の
「
五
六
載
券
」
も

　
訟
灘
趨
翻
陶
脹
鯨
葭
嘗
属
×
㎝
～
①
醤
x
涛
議
田
藤

と
図
式
化
し
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
に
当
時
の
土
地
永
売
価
格
が
賃
租
価
直
の
ほ
ぼ
数
年
分

詞
の
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
多
く
の
売
券
記
載
の
価
格
の
例
に
徴
し

　
　
　
　
　
　
　
⑬

て
も
明
か
で
あ
る
。
参
考
の
た
め
に
平
安
中
期
頃
ま
で
の
売
券
に
つ

い
て
反
当
り
平
均
価
格
を
第
二
表
に
示
し
て
み
た
。
銭
価
の
売
券
は

妾
断
銭
の
価
格
の
変
動
が
甚
し
く
、
又
家
屋
・
野
等
二
種
以
上
の
異

な
る
売
買
物
件
を
含
む
売
券
は
、
物
件
の
種
別
の
単
位
価
格
の
箕
出

が
困
難
で
、
共
に
価
格
の
比
較
が
出
来
な
い
の
で
便
宜
割
愛
し
、
稲

を
売
価
と
す
る
例
の
み
を
掲
げ
た
。
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今
本
表
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
る
な
ら
ば
、
墾
田
は
平
安
初
頭
の

大
同
頃
ま
で
は
反
別
平
均
価
格
は
最
高
三
〇
束
で
あ
る
が
、
以
後
次

第
に
高
騰
し
て
天
長
～
貞
観
の
交
に
は
倍
の
六
〇
i
七
〇
束
に
達
し
、

後
再
び
反
落
し
て
い
る
。
前
述
の
如
く
延
暦
十
二
年
紀
略
に
三
年
価

値
と
し
寛
平
八
年
官
符
に
五
六
載
券
と
記
し
て
い
る
事
は
、
上
下
の

価
薩
を
基
準
に
し
て
考
え
れ
ば
ほ
ぼ
右
の
地
価
変
動
に
対
応
し
て
い

る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
紀
伊
国
の
㈹
㈱
㈲
の
三
例
は
他
地

域
に
比
較
し
て
顕
著
に
高
値
で
、
殊
に
㈹
で
み
る
と
上
中
下
の
一
二
種

の
出
品
毎
に
反
別
馬
脚
の
倍
額
で
あ
る
。
逆
に
又
㈹
以
降
に
頻
出
す

る
安
芸
圏
の
例
で
は
一
般
に
賃
租
価
直
二
年
分
程
の
安
値
を
示
し
て

い
る
。
こ
れ
等
の
例
か
ら
す
れ
ば
地
価
の
地
域
差
と
云
う
問
題
も
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
少
く
と
も
上
述
の
如
き
永

売
価
格
の
実
情
か
ら
み
て
、
寛
平
八
年
官
符
の
「
五
六
馬
券
」
と
は

田
地
売
券
を
指
し
て
云
っ
た
も
の
と
解
し
て
差
支
え
な
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
推
論
が
幸
に
し
て
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
寛
平
八
年
宮
符
の

五
六
載
券
は
土
地
売
券
と
解
し
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
同
時
に
こ

の
官
符
の
語
る
所
か
ら
す
れ
ば
、
轟
時
貴
族
が
庄
園
を
営
む
場
合
、

彼
等
に
負
債
を
負
う
て
い
る
農
民
か
ら
そ
の
灘
地
を
奪
取
っ
て
庄
田

と
し
た
が
、
そ
の
方
法
と
し
て
負
債
棒
引
き
の
代
り
に
土
地
を
強
引
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に
買
取
っ
た
と
解
す
る
事
が
出
来
、
前
述
の
如
く
負
贋
文
言
の
記
載

さ
れ
た
土
地
売
券
の
多
い
理
由
を
一
応
説
明
す
る
事
が
出
来
る
。
し

か
し
な
が
ら
若
し
官
符
が
右
の
通
り
の
実
清
を
物
語
っ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
沽
券
を
責
取
る
と
で
も
記
せ
ば
事
足
り
る
筈
で
、
わ
ざ
わ
ざ

五
六
些
些
等
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
表
現
を
と
る
必
要
は
な
い
筈
で
あ
る
。

而
も
内
田
・
滝
川
両
博
士
の
指
摘
の
如
く
、
当
時
の
用
語
例
に
従
え

ば
五
六
載
券
・
三
年
価
鷹
等
の
語
は
五
六
年
又
は
三
年
の
賃
租
を
示

す
と
し
か
解
し
よ
う
が
な
い
。
従
っ
て
負
債
の
代
り
に
一
定
期
間
の

賃
租
作
得
権
を
奪
取
っ
た
事
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う

に
解
し
て
は
、
所
謂
永
代
売
買
の
意
味
が
説
明
し
得
な
く
な
る
。
三

年
価
値
の
語
が
宮
殿
建
設
用
地
翼
上
げ
の
際
に
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、

買
上
げ
の
性
質
上
永
代
売
買
と
し
か
解
し
得
な
い
事
は
前
述
し
た
。

五
六
載
券
を
土
地
永
覚
言
文
と
解
し
う
る
と
云
う
前
述
の
見
地
か
ら

し
て
も
同
断
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
五
六
載
券
と
は
、
五
六
年
の
賃
租
収
入
が
負
債
額
に
相
嶺

す
る
程
の
面
積
の
田
地
を
質
と
し
て
と
る
と
云
う
事
で
あ
り
、
こ
の

事
が
当
時
の
土
地
三
三
の
実
質
的
意
味
だ
っ
允
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。
つ
ま
り
三
年
・
五
六
年
と
は
負
債
の
返
済
期
限
で
あ
り
、
そ

の
間
債
務
者
は
右
田
地
を
債
権
老
に
質
入
す
る
と
共
に
、
こ
の
田
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
賃
租
人
と
な
っ
て
賃
租
料
を
毎
年
債
権
者
に
収
め
る
。
そ
れ
は
負

債
の
利
息
の
役
割
を
果
す
訳
で
あ
る
。
而
し
て
負
債
が
返
済
さ
れ
な

い
限
り
こ
の
契
約
は
更
改
さ
れ
る
か
ら
、
外
見
上
売
買
と
酷
似
し
て

く
る
。
そ
れ
が
売
券
に
記
さ
れ
る
永
代
の
意
味
で
あ
る
。

　
以
上
寛
平
八
年
宮
符
が
土
地
売
券
の
不
動
産
質
的
性
格
を
示
す
と

考
え
ら
れ
る
所
以
を
述
べ
た
が
、
こ
の
事
は
な
お
売
券
自
体
か
ら
も

推
測
し
う
る
点
が
あ
る
の
で
、
次
章
で
更
に
詳
述
し
た
い
。

①
大
系
本
は
底
本
「
沽
」
の
字
を
類
史
・
内
藤
広
前
校
尾
州
家
本
等
に
よ
り
「
治
」

　
の
掌
に
改
め
た
。
大
饗
亮
玩
「
賃
租
と
講
作
」
　
（
『
乱
淫
大
学
法
経
学
会
雑
誌
』

　
一
繭
）
は
官
人
を
派
遣
し
て
官
田
を
経
営
す
る
場
合
治
の
語
が
用
い
ら
れ
る
例
が

　
な
い
と
云
う
理
由
で
沽
の
字
を
採
る
べ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
氏
の
指
摘
の
如

　
く
こ
の
史
料
は
畿
内
官
田
の
経
営
に
関
わ
る
も
の
で
、
元
慶
五
年
二
月
八
日
官
符

　
（
三
代
格
）
で
は
佃
と
賃
租
で
経
営
す
る
毒
を
命
じ
て
い
る
か
ら
、
大
嚢
氏
の
見

　
解
に
従
い
賃
租
を
意
味
す
る
沽
の
字
の
用
例
と
す
べ
き
と
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
拙
稿
「
地
子
と
価
値
」
下
『
日
本
歴
史
』
一
九
七
号
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

③
大
系
本
九
六
頁
伊
勢
大
神
富
式
神
田
条
。
同
一
二
七
頁
斎
富
寮
式
正
税
条
。
岡

　
潮
溜
五
頁
陰
陽
寮
式
勧
学
田
条
。
嗣
五
二
六
頁
大
学
寮
式
諸
国
田
条
。
同
九
八
～

　
頁
左
右
馬
寮
式
飼
戸
条
。

④
註
②
参
照
。

⑤
寛
弘
二
年
八
旦
工
日
東
大
寺
符
案
（
平
遺
二
～
五
九
二
頁
）
は
、
地
子
と
地
利

　
が
同
義
語
で
あ
る
事
を
明
示
し
て
い
る
。
但
し
前
掲
拙
稿
で
は
地
利
の
用
語
例
を

　
挙
げ
な
か
っ
た
。
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古代の土地売買について（中）　（菊地）

⑥
註
②
参
照
。

⑦
中
田
薫
蕃
土
問
法
制
史
論
集
』
◎
三
二
六
・
三
三
六
・
三
五
一
頁
。

⑧
竹
内
理
三
博
土
『
爲
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
』
三
六
五
頁
。

⑨
直
木
孝
次
郎
氏
「
正
税
と
土
地
の
売
買
」
『
人
文
研
究
隠
五
ノ
一
〇
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩
内
田
銀
蔵
描
阿
士
『
霞
本
経
済
史
の
研
究
』
上
一
五
〇
頁
。

⑪
　
滝
絹
政
次
郎
博
士
『
奈
良
朝
時
代
の
農
民
生
活
』
一
七
〇
頁
。

⑫
　
三
白
酉
万
三
チ
余
束
の
「
四
」
の
字
は
類
史
で
は
二
」
に
作
る
。
町
鋼
．
平
均

　
値
を
算
磁
す
る
と
、
四
万
ゴ
一
千
束
は
町
励
七
五
四
束
強
と
な
り
、
　
一
万
一
二
千
束
で

　
は
二
二
八
束
強
で
あ
る
。
延
楼
十
工
年
三
月
紀
略
の
三
年
価
薩
の
例
か
ら
考
え
て
、

　
賃
稚
価
葭
三
年
分
に
相
応
し
い
の
は
一
万
三
チ
束
の
方
で
あ
る
。
従
っ
て
類
史
に

　
従
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

・
⑱
　
次
章
の
売
券
特
に
転
売
期
閥
の
例
で
も
、
三
～
六
・
七
年
の
例
が
多
い
。

⑭
三
年
甑
直
・
五
六
載
券
の
三
年
・
五
六
年
と
云
う
年
限
は
、
次
章
の
買
戻
又
は

　
転
売
期
限
の
実
例
に
も
縷
々
見
出
さ
れ
る
程
の
年
限
で
あ
る
事
に
注
意
さ
れ
た
い
。

五
土
地
売
券
に
於
け
る
不
動
塵
質
の
諸
徴
候

　
第
一
に
考
う
べ
き
は
永
代
の
意
味
で
あ
る
。
通
常
永
売
を
以
て
現

今
の
売
買
と
同
義
と
解
す
る
理
由
は
、
永
売
券
文
の
常
用
最
た
る
永

代
・
常
地
学
の
語
が
、
今
日
の
私
有
権
観
念
に
於
け
る
と
同
様
に
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

期
限
を
意
味
す
る
と
解
す
る
点
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
次
の
宝
亀

十
一
年
六
月
五
巳
勅
（
続
紀
）
は
そ
の
必
ず
し
も
然
ら
ざ
る
事
を
証
す

　
　
　
　
　
　
⑮

る
好
例
で
あ
る
。

勅
、
封
一
百
戸
永
施
秋
篠
寿
、
其
権
入
食
封
限
立
令
条
、
比
年
所
行
甚
違

先
典
、
天
長
地
久
三
者
代
襲
、
物
天
下
物
非
｛
人
望
、
然
縁
有
所
念
永
入

　
件
封
、
今
謂
三
者
是
一
代
耳
、
自
今
以
後
立
為
恒
例
、
前
後
所
施
一
三
於
此

こ
の
勅
文
は
光
仁
帝
が
秋
篠
寺
に
封
戸
百
戸
を
施
下
し
た
折
の
も
の

で
あ
る
が
、
併
せ
て
禄
紀
寺
不
在
食
封
油
類
の
電
鍵
五
年
制
を
天
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

一
代
糊
に
改
め
る
事
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
令
制
で
は
一

封
は
与
え
ら
れ
な
い
の
が
原
則
で
、
別
勅
で
特
別
に
施
入
さ
れ
た
場

合
も
五
年
以
下
の
期
間
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
秋
篠
寺
へ
の
施
入
は

こ
の
制
限
期
間
に
拘
束
さ
れ
な
い
と
云
う
意
味
で
「
永
」
と
記
さ
れ

た
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
天
皇
一
代
問
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
例
が
天
平
勝
宝
二
年
の
東
大
寺
に
対
す
る
寺
封
五
干
戸
勅

施
入
に
も
見
ら
れ
る
。
天
平
宝
字
四
年
七
月
廿
三
隔
勅
（
続
紀
・
三
代

格
）
に
、
そ
の
経
緯
を
記
し
て
、
天
平
勝
宝
二
年
二
月
廿
三
日
聖
武
太

上
天
皇
・
孝
謙
天
皇
・
光
明
皇
太
后
が
同
寺
に
参
向
し
「
永
用
件
封

入
寺
家
詑
」
と
述
べ
て
い
る
。
勅
文
に
よ
れ
ば
こ
の
寺
封
は
天
平
勝

宝
二
年
以
来
天
平
宝
字
四
年
ま
で
十
ヶ
年
間
造
寺
料
と
し
て
施
入
さ

れ
た
も
の
で
、
以
後
造
寺
終
了
に
伴
い
、
修
理
料
一
節
戸
・
王
宝
及

び
常
住
僧
供
養
料
・
仏
事
料
各
二
千
芦
と
し
て
引
続
き
施
入
さ
れ
た
。

従
っ
て
こ
れ
亦
寺
封
五
年
綱
に
拘
束
さ
れ
な
か
っ
た
例
で
あ
り
、
そ
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の
よ
う
な
意
味
で
右
隠
文
に
「
永
」
の
語
が
使
用
さ
れ
た
と
解
す
る

事
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
介
意
の
語
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
天
平
勝
宝
七
年
三
月
廿
八
日
紀
に
有
名
な
宇
佐
八
幡

神
の
託
宣
を
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
同
社
の
禰
宜
大
神
杜

女
等
が
天
平
勝
宝
二
年
二
月
に
矯
っ
て
神
命
と
称
し
て
請
受
け
た
神

慮
一
四
〇
〇
戸
・
位
田
一
四
〇
町
を
朝
廷
に
返
却
し
、
　
「
常
神
田
」

だ
け
を
残
し
て
欲
し
い
と
云
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
託
宣
が
実
は

東
大
寺
大
仏
の
建
立
に
ま
つ
わ
る
大
神
苗
穂
等
の
政
治
的
策
動
の
失

敗
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
事
は
、
早
く
宮
地
薩
一
博
士
の
指
摘
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

れ
た
所
で
あ
る
が
、
問
題
は
常
神
田
の
意
味
で
あ
る
。

　
新
京
格
納
符
抄
の
蟹
頭
に
は
有
名
な
全
国
諸
社
の
神
封
に
関
す
る

　
　
　
　
　
⑲

記
載
が
あ
る
が
、
八
幡
神
に
つ
い
て
は
合
計
一
四
六
町
九
反
二
四
四

歩
を
神
田
六
町
九
反
二
四
四
歩
と
位
田
一
四
〇
町
に
書
分
け
て
記
し

て
い
る
。
右
の
常
神
田
と
は
こ
の
神
田
六
町
九
反
余
を
指
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
神
田
は
寺
田
に
比
す
れ
ば
極
め
て
田
積
が
少

な
く
、
皇
太
神
宮
儀
式
帳
に
見
え
る
神
宮
の
神
田
で
さ
え
六
町
九
反

に
過
ぎ
な
い
。
又
天
平
二
年
大
倭
国
正
陪
堂
に
は
大
神
神
社
の
神
田

一
町
八
反
を
記
し
て
い
る
し
、
続
日
本
後
生
に
は
天
平
勝
宝
二
年
十

二
月
十
四
碍
に
賀
茂
御
祖
社
に
御
戸
代
田
一
町
が
充
て
ら
れ
た
が
、

少
な
き
に
過
ぎ
る
と
云
う
の
で
、
承
和
十
五
年
二
月
廿
一
日
に
別
雷

社
に
准
じ
て
一
町
の
加
増
を
請
う
て
許
さ
れ
て
い
る
，
し
、
同
年
三
月

十
三
日
条
に
は
山
城
国
乙
訓
郡
山
崎
明
神
に
御
戸
代
田
二
町
が
充
て

ら
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
神
田
に
つ
い
て
は
又
別
の
機
会
に
詳
論
し
て
み
た
い
が
、
前
述
の

如
く
寺
田
に
比
較
し
て
地
積
が
格
段
に
狭
小
で
あ
っ
た
理
由
の
一
は
、

神
田
が
元
来
神
難
料
鐵
・
神
の
供
御
照
と
云
う
意
味
を
有
し
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
述
の
伊
勢
神
宮
の
神
田
六
町
九
段
も
そ
の
内

訳
は
二
町
四
反
が
神
南
、
・
輿
…
画
料
で
、
他
の
一
町
一
反
は
板
立
畑
鼠

秣
地
田
、
三
町
四
反
は
御
馬
飼
禰
宜
内
人
等
の
給
田
と
あ
る
。
こ
の

神
醍
料
鰺
二
町
四
反
は
ま
た
「
朝
大
御
饅
夕
大
御
膿
御
田
」
と
も
記

さ
れ
、
郡
司
が
専
当
耕
算
し
て
禰
宜
が
倉
に
収
納
し
御
膳
に
供
す
る

事
と
な
っ
て
い
た
。
故
に
神
社
の
最
も
基
本
的
財
産
と
し
て
神
聖
視

さ
れ
、
律
令
田
制
の
諸
々
の
統
制
的
施
策
の
下
で
も
こ
の
種
の
神
田

だ
け
は
例
外
的
に
扱
わ
れ
て
い
た
。
養
老
田
令
六
年
一
班
条
に
も

「
神
田
寺
田
不
在
此
限
」
　
と
規
定
さ
れ
、
同
条
集
解
古
書
注
に
も

「
神
田
条
、
不
在
収
授
之
限
、
謂
淫
薬
不
授
百
姓
也
〕
と
大
宝
令
逸

文
を
伝
え
て
い
る
か
ら
、
神
田
が
大
宝
令
以
来
班
田
法
の
適
用
外
に
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古代の土地売買について（中）　（菊地）

澱
か
れ
て
い
た
事
は
明
か
で
あ
る
。

　
前
述
の
如
く
宇
佐
八
幡
宮
の
神
田
が
常
神
田
と
位
田
に
区
分
さ
れ

て
い
る
の
は
、
位
田
が
八
幡
神
の
位
階
授
与
に
伴
い
授
け
ら
れ
た
田

、
　
　
噂

　
　
　
　
そ
れ
賀
田
令
位
田
条
の
規
定
に
従
い
又
班
田
法
の
適
用
を

で
あ
り

受
け
る
べ
き
も
の
と
観
念
さ
れ
た
の
に
対
し
、
常
神
田
は
前
述
の
如

き
本
来
の
神
田
で
、
班
田
法
の
式
外
に
あ
る
も
の
と
観
念
さ
れ
て
い

た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
常
で
あ
る
と
云
う

事
は
現
代
に
お
け
る
観
念
的
な
時
間
的
無
限
性
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
く
、
位
田
条
そ
の
他
の
律
令
舗
の
制
限
的
規
定
と
対
羅
さ
れ
た

時
に
始
め
て
常
…
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
点
前
述
の
永
の
語
が
禄

令
息
不
在
食
封
例
条
の
寺
封
の
五
年
門
限
令
に
対
置
さ
れ
て
意
味
が

生
ず
る
事
と
全
く
同
じ
用
語
法
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

　
⑫

あ
る
。

　
か
か
る
観
点
か
ら
永
世
私
有
令
を
考
え
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

「
任
為
私
財
、
無
論
三
世
一
身
、
成
悉
永
年
莫
撮
し
と
の
註
文
の
個

所
が
問
題
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
も
三
世
一
身
を
限
度
と
し
て

収
蔵
す
る
と
云
う
三
世
一
身
法
の
収
公
規
定
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う

な
収
公
規
定
を
設
け
な
い
と
云
う
事
が
永
年
莫
取
の
意
味
す
る
所
で

あ
り
、
近
代
法
の
所
有
権
概
念
に
於
け
る
無
期
限
性
と
同
義
と
解
す

べ
き
で
は
な
い
と
思
う
。
勿
論
所
有
形
態
上
永
世
私
有
令
以
後
の
墾

田
が
近
代
の
私
有
地
に
近
似
し
て
来
る
で
あ
ろ
う
事
は
従
来
指
摘
さ

れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
結
果
論
或
は
現
象
形

態
と
し
て
で
あ
り
、
用
語
の
意
味
す
る
所
は
上
述
の
如
く
明
瞭
な
相

違
を
赤
し
て
い
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
然
ら
ば
土
地
売
券
に
於
け
る
永
・
常
地
塁
の
語
の
意
味
は
如

何
に
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
中
田
博
士
は
「
律
令
時
代
の
土
地
私

有
権
し
の
中
で
墾
田
永
世
私
有
令
の
用
語
法
と
同
義
と
解
し
て
お
ら

　
⑳

れ
る
。
現
存
の
土
地
売
買
に
関
す
る
こ
れ
等
の
語
の
初
見
史
料
は
、

画
地
に
つ
い
て
は
天
平
勝
宝
元
年
十
一
月
番
一
日
号
伊
賀
国
附
拝
読

魚
影
郷
墾
田
売
買
券
が
あ
り
、
永
に
つ
い
て
は
天
平
神
護
元
年
四
月

廿
八
日
付
因
幡
国
潤
牒
所
載
の
同
年
三
月
頃
の
国
造
難
業
の
妻
子
の

解
状
に
「
上
件
墾
田
、
永
売
寺
家
、
欲
足
損
物
者
」
と
あ
る
も
の
で

あ
る
。
更
に
天
平
三
年
十
一
月
十
九
日
付
落
賀
国
乱
蕩
蕩
柘
配
置
墾

田
売
買
券
に
は
「
購
売
し
の
語
が
あ
り
、
田
町
官
人
百
姓
条
古
記
に

売
易
の
注
と
し
て
「
謂
勲
労
言
説
、
限
一
年
売
買
非
也
」
と
あ
る
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

語
法
と
同
義
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
永
売
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
現
存
史
料
に
見
え
る
永
・
常
地
等
の
用
語
例
は
、
い
ず
れ
も

天
平
十
五
年
の
私
有
令
以
降
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
若
し
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私
有
令
以
前
に
は
こ
の
用
語
が
存
し
な
か
っ
た
と
云
い
う
る
な
ら
ば
、

私
有
令
の
用
語
法
と
同
義
と
さ
れ
る
中
田
博
士
の
見
解
も
有
力
な
論

拠
を
得
る
事
と
な
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
第
三
章
に
も
詳
述
し
た
よ
う
に
、
私
有
令
以
前
概

に
園
宅
地
の
み
な
ら
ず
墾
田
の
永
売
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

霊
亀
三
年
格
で
は
寄
文
の
作
成
さ
へ
命
じ
ら
れ
て
い
た
。
而
も
前
述

の
如
く
永
・
常
習
等
の
語
自
体
の
用
例
で
は
な
い
が
、
神
田
に
つ
い
て

は
大
宝
令
で
既
に
「
不
在
収
授
之
限
」
と
し
て
実
質
上
常
地
の
観
念

を
明
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
永
・

常
地
等
の
語
が
律
令
制
の
班
田
収
授
法
そ
の
他
の
土
地
制
度
の
施
行

に
伴
い
法
制
的
に
成
立
し
た
事
も
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
律
令
綱

成
立
蝉
吟
に
は
永
・
黒
地
等
の
観
念
が
な
か
っ
た
と
は
断
言
し
難
い
。

却
っ
て
神
田
の
場
合
は
令
鋼
以
前
か
ら
神
墾
な
る
御
戸
代
田
と
し
て

他
の
一
般
の
田
地
と
、
区
別
さ
れ
て
い
た
と
云
う
伝
統
が
あ
っ
た
か
ら

こ
そ
、
令
制
以
後
も
例
外
的
に
常
地
と
し
て
班
田
の
対
象
か
ら
除
外

さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
土
地
売
券
に
み
え
る
永
・
常
地
’

等
の
意
味
を
律
令
田
制
に
於
け
る
上
述
の
用
語
法
と
は
別
個
の
視
角

で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
は
明
か
で
あ
ろ
う
。
然
ら
ば
そ
れ
は

如
何
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
考
う
べ
き
は
賃
租
と
永
売
の
関
係
で
あ
る
。
前
述
の
如
く

賃
租
は
最
初
売
・
買
等
の
語
で
も
表
現
さ
れ
、
用
語
上
永
売
と
の
区

別
が
な
か
っ
た
。
従
っ
て
土
地
売
券
に
撃
て
永
・
常
地
黒
の
語
が
用

い
ら
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
賃
租
で
は
な
い
－
売
買
年
限
を
一
年
に
限

定
し
な
い
と
云
う
意
味
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
去
う
問
題
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
賃
租
条
の
規
定
は
早
く
と
も
大
宝
令
以
前
に
は
存
し
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
前
述
の
如
く
大
宝
令
以
前
か
ら
存
し
た

と
思
わ
れ
る
土
地
永
売
の
意
味
を
賃
租
条
の
規
定
と
関
連
付
け
て
解

釈
す
る
事
の
不
合
理
な
事
は
明
か
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
考
う
べ
き
は
不
動
産
質
と
の
関
係
で
あ
る
。
前
章
に
詳
述

し
た
よ
う
に
古
代
の
土
地
売
券
に
は
不
動
産
の
質
入
若
く
は
流
抵
当

証
書
と
云
う
意
味
が
あ
っ
た
。
而
し
て
第
二
表
か
ら
も
明
か
な
よ
う

に
、
負
債
文
言
付
の
売
券
に
は
殆
ん
ど
永
・
常
上
等
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
こ
れ
等
の
語
が
不
動
産
質
の
期
限
を
示
す
事

を
物
語
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
債
務
者
が
特
定
の
期
限

を
切
る
事
な
く
質
地
の
受
戻
若
く
は
流
抵
当
地
の
買
戻
権
を
留
保
す

る
と
云
う
の
が
永
・
常
地
黒
の
意
味
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

後
述
の
如
く
古
代
に
於
て
も
貸
借
契
約
に
は
償
還
期
限
を
定
め
る
の
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が
一
般
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
永
・
常
並
と
は
一
般
貸
借
契
約
の
如
く

質
地
の
受
戻
期
限
u
債
務
弁
済
期
限
を
限
定
し
な
い
と
の
意
味
だ
っ

た
と
云
い
換
え
る
事
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
推
論
を
裏
付
け
る

に
は
買
戻
・
受
戻
等
の
史
料
に
即
し
て
考
察
す
る
事
が
必
要
で
あ
る

か
ら
、
次
に
そ
れ
等
の
史
料
を
逐
｝
検
討
し
て
行
く
事
と
し
よ
う
。

　
先
ず
買
戻
の
史
料
を
挙
げ
よ
う
。

ω
仁
山
四
年
十
二
月
十
｛
日
付
近
江
蟹
大
国
郷
墾
田
売
券
（
平
遺
一
i
九
八
頁
）

　
秦
忌
寸
五
月
万
吊
が
構
米
二
石
を
収
め
る
為
に
依
知
秦
公
益
継
の
戸
口
同

　
平
刀
霞
女
の
墾
田
一
段
を
常
土
を
切
り
東
大
寺
に
売
進
め
た
も
の
で
、
斉

　
衡
三
年
十
一
月
十
九
臼
付
五
月
万
暑
の
追
記
に
よ
れ
ば
、
同
年
に
至
り
棄

　
大
寺
よ
り
返
却
さ
れ
、
改
め
て
同
寿
の
僧
至
宝
に
選
り
進
め
た
と
あ
る
。

　
返
却
と
云
う
語
は
当
蒔
質
物
・
質
券
等
の
受
戻
の
意
味
に
も
使
わ
れ
て
い

　
る
が
、
こ
こ
で
は
売
却
地
の
返
却
で
あ
る
か
ら
買
簾
と
解
し
た
方
が
良
い

　
と
慰
う
。

②
貞
観
十
八
年
三
月
七
鴨
付
左
京
土
師
部
雄
田
地
売
券
の
追
記
（
平
遺
一
…
一

　
八
○
頁
）

　
件
地
、
以
西
貞
観
十
八
年
三
月
七
日
買
得
配
了
、
而
今
七
言
本
主
所
由
、

　
皇
太
后
窟
舎
人
中
臣
弥
春
井
珍
継
雄
等
買
返
、
憶
説
造
券
文
、
而
彼
吉
男

　
買
券
返
与
亦
了

　
　
　
仁
和
二
年
三
月
十
一
日
　
　
　
　
　
蔭
子
善
禁
篭
塔

右
の
転
売
・
買
塵
の
経
過
を
蓑
示
す
る
と
次
の
如
く
な
乃
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貞
観
一
八
　
　
　
仁
和
二

本
　
主
　
l
p
↓
土
師
吉
雄
一
↓
善
淵
弘
寄
…
・
↓
本
主
（
中
臣
玄
翁
・
珍

継
雄
）

本
主
の
所
由
と
は
、
本
主
自
身
と
も
解
し
う
る
が
、
ま
た
本
主
の
親
族
で

右
売
却
地
の
相
続
権
を
有
し
た
者
、
或
は
本
主
に
対
す
る
債
権
を
・
有
し
た

者
、
更
に
は
連
帯
保
証
人
等
色
々
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
実
は
こ
の
買

戻
人
の
権
利
の
性
格
を
明
か
に
す
る
事
が
当
面
の
課
題
な
の
で
あ
る
が
、

右
の
史
料
か
ら
は
こ
れ
以
上
の
事
は
引
出
し
難
い
の
で
、
こ
こ
で
は
問
題

の
指
摘
に
留
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
本
虫
と
土
師
吉
雄
の
間
に
他
の
転
仁
者
が
入
っ
て
い
た
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
右
の
追
記
に
吉
男
翼
券
を
返
与
え
た
と
だ
け
記
し
て
い
る

所
か
ら
考
え
る
と
、
入
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ

る
。
周
知
の
如
く
土
地
の
売
買
に
は
轟
該
売
錦
地
の
以
前
の
転
売
券
文
を

悉
く
買
主
に
醐
え
渡
す
の
が
原
則
で
（
手
継
券
文
）
、
案
券
に
類
地
が
あ
り

売
却
地
の
分
だ
け
切
放
す
事
の
出
来
な
い
時
は
、
売
却
地
の
新
券
を
作
っ

て
買
主
に
渡
し
、
本
券
颪
に
売
劫
の
由
を
注
記
す
る
（
本
券
を
鍛
っ
）
の

が
慣
例
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
は
買
戻
の
場
合
に
も
同
様
だ
っ
た
と
思
う
の

で
、
右
追
記
に
吉
雄
以
外
の
転
買
春
名
が
見
え
な
い
事
は
前
述
の
推
測
を

支
え
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な
お
門
更
不
造
券
文
」
と
は
、
買

戻
だ
か
ら
転
売
の
如
く
殊
更
新
券
を
作
ら
ず
追
記
で
間
に
合
わ
せ
た
と
の
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意
味
で
あ
ろ
う
。

㈲
延
喜
五
年
七
月
十
一
日
付
佐
伯
院
附
属
状
（
平
遺
一
…
二
四
工
頁
〉

　
佐
伯
血
糊
等
一
族
が
藤
里
の
氏
寺
香
積
寺
（
俗
称
佐
伯
院
）
と
料
獺
島
町
六

　
段
余
を
策
大
寿
の
聖
宝
・
自
立
の
両
僧
に
託
し
、
そ
の
経
営
供
養
を
依
嘱

　
し
た
も
の
で
、
延
喜
七
年
置
月
十
三
日
付
僧
正
聖
直
言
置
文
（
平
遺
九
～
三

　
四
七
二
）
に
よ
り
、
こ
れ
が
東
大
専
葉
評
言
で
墾
宝
は
初
代
院
主
と
な
つ

　
た
事
が
知
ら
れ
る
。

　
　
附
属
状
の
主
旨
は
、
宝
鳩
七
年
曾
祖
佐
伯
麻
毛
利
・
同
轍
毛
人
兄
弟
が

　
奉
勅
官
符
を
賜
わ
っ
て
東
大
・
大
安
両
寺
領
の
田
地
を
買
得
し
、
こ
こ
に

　
氏
寺
香
積
寺
を
建
立
し
た
。
両
人
の
残
後
女
子
佐
伯
氏
子
が
伝
領
し
た
が
、

　
経
営
宜
し
か
ら
ず
、
右
田
地
を
黒
熊
院
大
臣
藤
原
冬
嗣
に
売
却
し
て
し
ま

　
つ
た
。
冬
嗣
は
こ
れ
を
量
感
碧
南
円
堂
法
華
会
慣
熟
と
し
、
岡
氏
に
二
二

　
し
た
。
所
が
佐
伯
の
氏
人
等
が
氏
寺
の
退
転
を
悲
し
み
、
氏
大
師
莫
濫
僧

　
正
の
仲
介
で
藤
原
良
欝
か
ら
田
地
の
返
還
を
受
け
氏
専
を
再
興
し
た
。
そ

　
の
後
愚
泰
三
年
に
東
大
等
別
当
道
義
律
師
が
旧
寺
領
返
還
の
訴
訟
を
起
し

　
て
官
許
を
得
、
延
喜
四
年
に
堂
舎
仏
像
を
悉
く
東
大
寺
南
大
門
東
傍
に
移

　
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
止
む
な
く
前
述
の
附
属
状
を
出
し
た
と
云
う
も
の

　
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
事
は
、
良
書
が
返
却
す
る
に
際
し
、
氏
人
等
の
悲

　
願
に
感
じ
、
門
不
返
納
ホ
蔵
、
徒
事
与
本
主
㎏
と
記
し
て
い
る
事
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
本
来
な
ら
買
戻
す
べ
き
研
だ
が
、
右
の
特
殊
事
情
に
よ
り
無
償
で

　
返
還
す
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
こ
の
記
載
か
ら
し
て
次
の
こ
点
を
現
か
に

　
し
得
よ
う
。
第
一
に
富
農
は
本
直
（
佐
伯
氏
子
の
売
価
）
に
よ
り
行
う
べ
き

　
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
本
主
と
は
売
却
人
自
身
だ
け
で
な
く
そ
の
子
孫
も

　
本
主
と
称
し
得
る
と
云
う
事
で
あ
る
。
更
に
文
中
に
「
但
本
新
券
等
自
薦

　
院
未
返
得
也
」
と
浅
記
が
あ
る
。
本
券
と
は
佐
伯
麻
毛
利
等
の
買
券
、
新

　
券
と
は
氏
子
の
売
券
の
事
で
あ
ろ
う
。
売
買
に
限
ら
ず
無
償
譲
与
の
際
に

　
も
証
券
を
副
え
る
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
未
だ
良
房
か
ら
返
却
さ
れ
な
か

　
つ
た
の
で
、
唄
券
を
附
属
状
に
副
え
る
專
が
出
来
な
い
と
云
う
意
味
で
注

　
記
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω
・
氷
久
二
年
十
一
月
朴
回
唐
門
口
付
僧
門
某
作
手
坐
鑑
由
券
（
平
遺
五
－
一
六
紫
一
九
百
ハ
）

　
こ
の
売
券
は
大
和
国
平
群
郡
申
の
田
畠
三
段
大
を
平
群
姉
子
が
特
長
邉
に

　
売
却
し
た
も
の
で
、
そ
の
経
緯
は
僧
元
亀
が
（
平
群
～
）
末
羅
か
ら
薩
五

　
哲
疋
の
鎧
一
領
を
借
用
し
た
が
弁
済
せ
ず
し
て
死
去
し
た
の
で
、
故
末
経

　
の
母
平
群
姉
子
が
訴
え
て
右
の
田
畠
を
差
押
え
た
（
当
時
御
目
滞
留
田
鵬
等

　
　
　
　
　
　
⑳

　
立
札
被
加
制
止
）
。
そ
こ
で
元
厳
の
弟
長
邊
が
本
直
と
同
じ
く
価
格
五
百
疋

　
の
鎧
｝
領
を
返
類
し
て
亡
兄
賦
活
の
田
畠
を
買
戻
し
た
（
特
認
平
群
姉
子
以

　
彼
元
厳
作
手
田
畠
、
為
件
鎧
価
窺
、
永
所
売
渡
長
邊
也
）
。
文
中
に
買
…
炭
の
語
は

　
な
い
が
本
直
同
価
の
鎧
を
返
済
（
以
本
菰
之
定
五
菅
疋
之
鎧
挙
隅
幽
玄
畢
）
し
、

　
こ
の
鎧
を
売
衝
と
し
て
田
畠
を
売
渡
す
と
記
し
て
い
る
か
ら
、
買
戻
の
例
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と
云
い
得
よ
う
。
然
し
内
容
的
に
は
債
務
不
履
行
に
よ
る
差
押
物
件
の
解

　
除
と
も
解
し
得
る
事
右
に
見
る
通
り
で
あ
る
。

次
に
弁
償
文
言
付
売
券
の
例
を
列
挙
し
て
み
よ
う
。

㈲
貞
観
十
六
年
四
月
十
九
日
付
広
津
福
童
田
直
銭
請
文
（
平
遺
一
！
｝
八
○
買
）

　
謹
解
　
申
諮
押
韻
銭
纂

　
　
合
田
受
継
　
在
京
南
m
目
］
里
滑
坪
西

　
　
趨
貞
観
銭
壱
貫
事
忌
文

　
右
藁
葺
開
田
直
骨
壷
件
者
、
後
日
誤
老
、
被
当
勘
澄
清
、
加
利
息
将
進
言
、

　
伽
注
事
状
、
以
解

　
　
貞
郷
…
十
六
年
四
月
十
九
口
H
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
広
津
「
馬
主
賦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
黒
髭
池
田
「
美
喜
」

　
　
上
件
断
開
田
直
請
、
見
刀
禰
伊
福
潔
豊
成

　
こ
の
文
書
は
寛
平
三
年
四
月
十
九
日
付
の
大
神
郷
長
解
写
と
伊
勢
轍
茂
田

　
蔵
米
請
文
写
（
平
台
　
～
一
二
四
・
二
一
五
）
・
延
蕎
九
年
七
月
十
七
環
付
の

　
左
京
職
場
吉
事
売
券
写
と
聴
講
畠
藏
稲
文
華
（
平
遺
一
－
一
二
〇
六
百
ハ
）
・
天

　
麿
五
年
五
月
十
一
碍
付
の
平
忠
信
家
地
売
券
と
謹
直
稲
納
状
（
単
遣
｝
～
三

　
八
五
頁
）
・
永
延
二
年
四
月
十
九
日
付
大
法
師
熱
泉
家
地
売
券
と
正
潜
元
年

　
十
一
月
廿
八
日
子
鼠
請
家
地
｛
睡
稲
状
（
平
遺
二
～
四
六
七
・
四
八
九
頁
）
等
の

　
例
に
み
る
如
く
、
売
券
と
一
対
を
な
す
文
書
で
、
凄
く
簡
単
な
文
例
で
は

　
売
却
代
価
の
受
領
譲
若
く
は
請
求
書
の
体
裁
を
な
し
て
い
る
。
登
記
の
例

　
は
こ
の
請
文
に
土
地
売
買
の
弁
償
文
言
が
附
潴
さ
れ
た
佛
と
云
え
よ
う
。

　
　
何
故
か
か
る
請
文
が
売
券
に
副
え
て
出
さ
れ
た
か
と
云
う
と
、
中
世
以

　
降
売
券
と
借
用
証
が
一
対
で
出
さ
れ
る
例
の
多
い
事
、
天
永
二
年
二
月
廿

　
八
手
付
上
座
某
田
直
請
文
（
平
遺
篇
～
　
五
七
八
頁
）
に
　
「
以
来
秋
霜
蒔
可

　
弁
進
」
、
　
一
兀
暦
一
　
年
六
月
六
臼
門
付
山
部
則
光
白
欄
｛
鼠
捻
胴
取
臨
杁
（
平
遣
八
～
一
工
　

　
七
八
貰
）
に
「
但
直
米
秋
可
下
行
之
由
堂
司
有
請
文
、
米
飯
之
後
置
返
奉

　
之
状
如
件
」
等
と
返
弁
期
を
明
示
し
た
例
の
み
え
る
事
等
の
点
か
ら
、
か

　
か
る
請
文
を
伴
う
売
券
は
不
動
産
質
入
証
書
で
、
請
文
は
摺
用
証
書
と
云

　
う
意
味
を
有
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

⑥
天
永
四
年
二
月
廿
五
臼
付
大
中
駆
某
封
戸
売
券
案
（
日
劇
四
i
一
六
一
六
頁
）

　
大
中
臣
朝
匿
某
が
宮
司
在
任
中
没
宮
検
領
し
た
多
気
郡
の
敢
石
部
常
吉
の

　
戸
一
姻
を
要
用
に
よ
り
外
富
権
禰
宜
度
会
神
主
季
晴
に
浩
却
し
た
も
の
で
、

　
末
に
右
封
戸
が
後
日
所
課
納
入
を
怠
っ
た
な
ら
ば
、
他
の
財
物
を
入
替
え

　
る
（
蓉
件
戸
後
日
有
牢
籠
春
、
以
他
財
物
可
入
替
之
状
如
件
）
と
の
弁
償
文
言
を

　
附
し
て
い
る
。
中
田
博
士
は
平
安
時
代
の
弁
償
乱
悪
附
売
券
と
し
て
こ
の

　
一
例
を
挙
げ
、
こ
れ
は
本
直
弁
償
の
一
変
体
で
、
こ
の
例
に
よ
り
平
安
末

　
期
よ
り
本
直
弁
償
の
行
わ
れ
た
事
を
推
知
し
得
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。

⑦
久
安
五
年
八
月
十
四
日
付
託
祐
善
田
地
売
券
（
…
離
婁
六
…
一
一
二
五
六
頁
）

　
こ
の
売
券
は
僧
御
三
が
先
祖
相
債
の
水
田
三
段
一
一
〇
歩
を
要
用
に
よ
り

　
僧
印
矩
院
に
沽
却
し
た
も
の
で
、
末
に
「
若
万
之
一
令
竃
違
庶
事
出
来
者
、
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以
本
直
米
可
買
返
者
也
」
と
の
弁
償
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑧
承
安
四
年
二
月
二
日
付
下
道
延
貞
子
戸
主
売
券
”
（
平
遺
七
一
二
八
三
四
頁
）

　
こ
の
売
券
は
下
道
延
貞
子
が
八
条
朱
雀
の
地
算
二
半
を
藤
太
に
売
却
し
た

　
も
の
で
、
末
に
「
三
年
間
不
可
有
相
違
、
有
若
相
違
半
、
穿
下
者
也
」
と

　
三
年
問
の
期
限
付
き
の
弁
償
文
言
が
あ
る
。
弁
と
記
し
て
い
る
が
、
売
却

　
地
の
弁
償
だ
か
ら
買
戻
の
意
味
と
解
し
得
よ
う
。

⑨
治
承
四
年
二
・
月
十
五
β
僧
林
祐
田
地
売
券
（
平
遣
八
⊥
一
九
九
〇
頁
）

　
僧
林
縮
が
要
用
に
よ
り
直
米
七
石
で
田
地
一
段
小
を
紀
姉
子
に
売
却
し
た

　
も
の
で
、
末
に
「
若
異
論
嵐
来
、
背
約
諾
之
蒔
、
可
返
本
回
米
」
と
の
弁

　
償
文
言
が
あ
る
。
返
と
あ
る
が
例
㈹
同
様
買
戻
の
意
と
解
す
る
。

鱒
養
和
二
年
三
月
十
二
日
付
平
全
判
田
地
売
券
（
平
遺
八
…
憲
〇
五
七
頁
）

　
平
姉
子
が
要
用
に
よ
り
田
地
二
段
を
直
筆
十
石
で
僧
永
儒
院
に
売
却
し
た

　
も
の
で
、
末
に
「
然
而
畳
付
書
本
券
有
後
日
相
論
出
来
巻
、
売
主
諸
共
可

　
致
其
沙
汰
、
尚
為
他
人
及
被
収
公
考
、
可
上
進
本
直
米
之
由
、
成
契
状
之

　
処
也
、
更
不
可
有
後
代
之
異
論
」
と
の
明
沙
汰
並
に
弁
償
文
言
が
あ
る
。

　
こ
の
返
進
も
莇
述
の
理
由
で
買
戻
の
意
と
解
す
る
。

　
以
上
平
安
末
期
迄
の
買
戻
の
史
料
を
挙
げ
て
来
た
が
、
こ
こ
で
そ

れ
等
の
史
料
に
基
き
買
戻
の
意
味
を
検
討
す
る
事
と
し
た
い
。
先
ず

買
戻
の
諸
要
件
を
列
挙
す
れ
ば

ω
買
戻
は
本
主
の
権
利
又
は
責
任
に
よ
り
行
わ
れ
る
。

史
料
0
0
一
⑩
を
通
じ
て
買
戻
人
が
当
該
田
地
の
本
主
た
る
事
は
明

か
で
あ
る
。
尤
も
こ
の
場
合
の
本
主
と
は
単
純
な
旧
所
有
者
と
の

み
解
し
得
な
い
蕩
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
例
O
D
で
は
売
主
と

墾
田
所
商
学
は
戸
を
異
に
す
る
。
売
券
面
か
ら
は
何
故
他
人
の
土

地
を
売
却
し
得
た
か
明
か
で
な
い
が
、
売
主
と
田
主
と
は
夫
婦
関

係
又
は
債
務
関
係
が
あ
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
例
②
の
本
主
所

由
の
意
味
に
つ
い
て
は
既
述
し
た
。
例
③
は
買
戻
入
が
氏
人
で
あ

り
、
例
㈹
は
旧
主
の
弟
で
あ
る
。
一
般
に
土
地
売
券
に
は
親
族
の

連
署
し
た
例
が
多
く
、
例
え
ば
芦
主
（
大
同
元
・
＋
二
．
＋
大
瀦
圏
添
下

郡
二
重
・
平
遺
　
～
二
一
頁
）
こ
弟
（
弘
仁
九
・
三
・
十
近
江
圏
大
国
郷
墾
田
売
券

・
平
遺
一
～
二
九
頁
）
・
母
（
承
和
三
・
二
・
五
出
城
国
二
二
郷
長
考
案
．
平
遺
一

～
五
四
頁
）
・
暴
く
（
延
長
六
・
十
一
一
・
十
五
｛
女
部
乙
町
峯
・
家
地
世
嗣
券
・
三
管
一
～
三

三
四
頁
）
等
が
網
売
人
と
し
て
売
券
に
連
製
し
て
い
る
が
、
こ
れ
等

の
相
売
人
は
妾
該
売
買
の
保
証
の
責
任
を
有
し
た
も
の
と
推
測
さ

　
⑳

れ
る
。
従
っ
て
本
主
と
は
売
主
の
親
族
係
累
を
も
含
む
広
義
に
解

す
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
本
主
に
は
売
翼
保
証
の
責
任
と
共
に
買
戻
の
権
利
が

留
保
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
資
任
に
つ
い
て
は
例
⑤
1

㈲
の
弁
償
文
書
と
例
㈱
が
そ
れ
を
示
す
が
、
権
利
に
つ
い
て
は
例
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ω
1
③
の
如
く
売
買
保
証
の
責
任
に
基
い
て
行
わ
れ
た
形
迩
の
な

　
い
買
戻
の
例
が
そ
れ
を
示
す
と
思
う
。
特
に
例
③
で
は
東
大
寺
別

　
当
道
義
律
師
が
旧
寺
領
返
還
の
訴
訟
を
起
し
て
勝
訴
し
て
い
る
が
、

　
こ
の
瀬
踏
本
主
の
請
求
権
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
又
久
安
三
年

　
四
月
日
付
紀
伊
国
官
省
符
荘
住
人
等
解
案
（
平
遺
墨
⊥
三
〇
～
頁
）

　
に
、
行
嚢
の
子
僧
園
勝
が
所
司
良
快
を
殺
害
し
た
廉
で
、
庄
の
旧

　
例
に
基
き
行
年
等
の
田
畠
を
没
宮
さ
れ
た
が
、
孫
僧
良
寛
が
「
依

　
為
本
面
隠
返
給
」
と
再
三
訴
え
て
庄
の
住
人
等
と
争
っ
た
事
が
記

　
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
が
最
終
的
に
良
寛
の
請
求
権
を
認
め
た

　
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
良
寛
が
本
主
の
請
求
権
を
楯
に
と
つ

　
て
争
訟
し
た
事
だ
け
は
認
め
得
る
。
一
般
に
所
領
の
係
争
に
は
本

　
主
の
請
求
権
が
屡
々
訴
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す

　
る
必
要
が
あ
る
。

②
買
戻
は
原
則
と
し
て
本
直
を
代
価
と
す
る
。

　
例
③
㈱
⑦
⑨
⑩
に
本
直
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
例
⑥
も
前
述
の
如

　
く
本
薩
弁
償
の
変
形
と
解
し
得
る
。
例
⑤
は
本
銭
の
外
に
利
息
を

　
加
え
る
と
明
記
し
て
い
る
。
し
か
し
後
章
に
述
べ
る
如
く
古
代
に

　
は
法
定
の
出
挙
以
外
の
出
鼻
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
例

　
は
違
法
契
約
だ
っ
た
と
解
す
べ
き
と
思
う
。
令
制
の
弛
緩
期
に
は

　
か
か
る
例
は
屡
々
見
受
け
る
の
で
あ
る
が
。

③
買
戻
の
期
限
は
⑧
の
如
く
特
約
し
た
例
も
あ
る
が
、
一
般
に
は
何

　
等
書
及
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
尤
も
例
⑤
所
掲
の
遡
源
期
限

　
を
明
示
し
た
請
文
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
売
券
に
は
買
戻
期
限
を
明

　
示
し
な
く
と
も
、
請
文
で
明
記
し
た
場
合
も
あ
っ
た
か
も
知
れ
な

　
い
。
し
か
し
講
文
で
も
期
限
を
明
示
し
た
例
は
稀
で
あ
る
か
ら
、

　
買
戻
期
限
は
明
示
し
な
い
の
が
一
般
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
所
で
中
田
博
士
は
「
日
本
古
法
に
於
け
る
追
奪
担
保
の
沿
革
」

（『

C
嵩
史
論
集
』
三
…
九
一
～
一
〇
〇
頁
）
に
於
い
て
、
我
国
中
世
の
売
券
の

弁
償
文
言
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
た
が
、
そ
の
大
要
を
摘
記
す
る
と
次

の
通
り
で
あ
る
。

OD

ﾙ
償
責
任
は
売
主
（
本
主
）
の
外
、
子
孫
（
纈
続
人
）
或
い
は
売
主

　
の
指
定
す
る
保
証
人
等
に
も
移
転
す
る
。

図
最
も
古
く
且
基
本
的
な
弁
償
方
法
は
代
価
（
本
銭
・
本
号
・
本
物
）

　
の
返
還
で
、
の
ち
次
第
に
本
銭
一
倍
、
稀
に
三
倍
、
或
は
利
子
の

　
附
加
、
又
は
適
宜
な
増
額
を
し
て
返
還
す
る
事
も
行
わ
れ
る
よ
う

　
に
な
っ
た
。

③
こ
れ
等
の
弁
償
責
任
に
は
、
当
事
者
問
の
特
約
で
定
め
る
場
合
の

　
他
は
法
定
の
存
続
期
閥
も
な
く
、
嘉
元
元
年
十
月
十
二
塩
付
寺
主
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大
法
細
心
田
清
茎
状
（
東
寺
菖
含
文
書
）
の
弁
償
文
言
に
「
不
可
生
年

　
記
之
近
遠
、
可
返
本
直
也
」
と
あ
る
の
が
一
般
的
原
則
と
思
わ
れ

　
る
。

　
以
上
の
中
世
の
弁
償
責
任
の
要
件
は
、
前
述
の
古
代
の
買
戻
の
要

件
と
誠
に
よ
く
符
合
す
る
事
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
買
戻
が
以
上
の
如
き
性
格
を
も
つ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
以
て

単
純
な
売
買
と
解
す
る
事
は
大
い
に
疑
問
で
あ
る
と
云
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
先
ず
弁
償
責
任
に
つ
い
て
云
え
ば
、
売
買
完

了
後
も
長
く
売
主
が
弁
償
責
任
を
負
う
と
云
う
事
は
今
日
の
法
理
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

か
ら
は
誠
に
理
解
し
難
い
事
で
あ
る
。
今
臼
売
買
に
於
け
る
弁
償
責

任
と
云
え
ば
担
保
責
任
が
該
墨
す
る
が
、
物
自
体
の
暇
疵
担
保
責
任

及
び
権
利
の
暇
疵
に
対
す
る
追
奪
担
保
責
任
の
何
れ
の
場
合
に
も
、

暇
疵
の
発
露
後
一
年
以
内
に
契
約
解
除
又
は
損
害
賠
償
そ
の
他
の
方

法
に
よ
り
蝦
疵
の
除
去
是
正
を
計
る
べ
き
纂
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

要
す
る
に
売
買
は
目
約
物
と
対
価
の
公
正
な
交
換
を
以
て
完
結
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
担
保
責
任
と
は
交
換
の
実
質
的
不
等
価
を
是
正
し
、

速
か
に
公
平
関
係
を
恢
復
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
然
る
に

前
述
の
如
く
古
代
の
売
券
の
弁
償
文
言
の
例
で
は
責
任
の
存
続
期
間

を
明
示
し
な
い
の
が
一
般
で
あ
り
、
例
⑧
の
如
く
明
示
し
た
例
で
は

三
年
の
長
期
に
及
ぶ
。
中
世
の
例
で
も
三
年
・
五
年
等
の
例
が
知
ら

　
　
　
⑳

れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
古
代
の
担
保
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
先
ず
、
雑
律

童
心
送
馬
牛
条
の
売
主
の
暇
疵
担
保
責
任
に
関
す
る
規
定
を
挙
げ
る

纂
が
出
来
る
。

　
凡
買
奴
碑
馬
湿
糠
過
価
、
不
立
素
魚
過
三
田
、
答
三
十
、
売
者
減
一
等
、

　
立
券
此
後
有
暇
病
者
、
三
日
内
聴
悔
、
無
癖
欺
者
市
如
法
、
違
者
答
三
十

　
（
大
系
ホ
律
一
一
ハ
一
牌
貝
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
右
文
中
の
「
梅
し
の
字
は
裁
判
至
要
墓
所
引
の
同
逸
文
で
は
「
悔

返
」
と
す
る
が
、
大
系
本
の
依
拠
し
た
法
曹
至
要
抄
断
引
の
逸
文
と
、

嘉
承
元
年
・
五
月
廿
九
臼
付
宮
宣
旨
案
（
平
遺
髪
～
一
五
；
頁
）
導
引
の

同
逸
文
で
は
「
悔
」
字
の
み
を
記
し
て
い
る
の
で
、
大
系
本
の
復
原

が
正
し
い
と
思
う
。
然
し
そ
の
意
味
は
両
至
要
抄
の
解
釈
の
如
く

「
悔
返
」
と
同
義
で
、
売
買
の
藏
的
物
に
善
事
あ
る
場
合
に
売
主
が

代
価
を
返
還
し
て
当
該
倒
約
物
を
引
取
る
事
で
あ
ろ
う
。
元
来
悔
返

の
意
味
は
名
識
逆
撫
詐
取
人
財
物
条
に
「
（
凡
）
盗
許
取
人
財
物
、
面

於
財
主
首
魚
老
、
与
経
官
司
鵠
首
同
、
其
於
鯨
購
応
坐
薬
属
、
悔
過

還
濡
者
、
聴
減
本
貫
三
等
坐
之
（
下
略
ご
と
あ
る
如
く
、
犯
罪
者
が

己
の
罪
過
を
悔
い
る
事
か
ら
鵬
た
語
と
思
わ
れ
る
が
、
前
述
の
如
く
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契
約
解
除
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
古
代
に
於
て
は
人

と
人
と
の
問
に
発
生
す
る
ト
ラ
ブ
ル
が
宗
教
上
及
び
法
制
上
、
更
に

法
制
上
で
も
民
法
上
と
刑
法
上
と
云
う
よ
う
に
、
今
日
み
る
如
き
観

念
的
分
化
を
遂
げ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
う
。
前
述

の
延
暦
十
二
年
十
二
月
十
八
日
紀
略
に
見
え
る
悔
返
の
例
も
売
買
契

約
の
解
除
の
意
と
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
・
法
曹
両
至
要
抄
に

は
前
記
の
他
に
も
財
産
贈
与
に
関
し
て
和
与
の
物
は
悔
返
さ
ず
と
の

見
解
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
贈
与
契
約
の
解
除
の
意
と
解
し
得

る
。　

所
で
右
律
文
に
無
主
の
解
約
請
求
を
三
日
間
の
期
限
内
に
限
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
古
代
に
於
て
も
売
買
の
三
島
担

保
責
任
の
期
限
は
遠
く
短
時
臼
に
制
限
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
売

買
は
原
則
と
し
て
図
的
物
と
対
鱗
の
交
換
を
以
て
完
結
す
べ
き
も
の

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
両
釜
要
証
が
こ
の
律
文
に
つ
い
て
、
こ
の
律
条

に
規
定
す
る
帆
柱
の
外
は
「
売
買
約
諾
鋳
物
、
全
無
改
易
立
法
、
遂

可
依
前
約
也
」
と
注
し
て
い
る
の
は
こ
の
意
味
で
妥
当
な
見
解
と
云

い
得
よ
う
。

　
次
に
追
奪
担
保
責
任
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
中
田
博
士
も
指
摘

さ
れ
た
よ
う
に
、
我
律
令
法
に
は
こ
れ
に
関
す
る
規
．
定
が
見
ら
れ
な

　
　
　
　
　
⑰

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
如
く
暇
疵
担
保
責
任
に
関

す
る
三
条
が
存
し
た
位
で
あ
る
か
ら
、
土
地
売
買
上
で
も
こ
の
妾
時

追
奪
担
保
の
必
要
が
存
し
な
か
っ
た
と
は
考
え
難
い
し
、
何
よ
り
も

先
ず
前
掲
例
⑤
～
⑩
の
如
く
世
知
券
に
後
日
の
違
約
・
第
三
老
の
妨
害

等
に
対
す
る
売
主
の
担
保
責
任
を
明
示
し
て
い
る
事
が
嶺
時
の
追
奪

担
保
の
現
実
性
を
雄
弁
に
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
ら
ず
、

そ
の
規
定
が
な
か
っ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
問
題
の
詳
論
は
他
臼
を
期
す
る
事
と
し
て
、
こ
こ
で
は
次
の

事
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
古
代
法
が
現
行
法
に
比
し
法
的
分
化
の

遙
か
に
未
発
達
で
あ
っ
た
事
は
前
に
も
悔
返
の
語
義
に
関
し
て
触
れ

た
が
、
こ
の
裏
は
種
女
の
契
約
に
関
し
て
も
云
い
得
る
。
例
え
ば
雑

題
公
私
以
財
物
条
に
は
質
権
者
が
出
挙
の
質
物
を
物
主
に
対
す
る
こ

と
な
く
第
三
者
に
売
却
す
る
事
を
禁
じ
て
い
る
。
対
す
る
と
は
立

会
・
承
諾
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
所
が
雑
面
違
令
条
に
は
「
凡
違

令
者
答
五
十
謂
、
令
有
事
側
、
律
無
罪
名
潜
別
式
減
　
等
」
と
あ
る
か
ら
、

右
の
質
物
の
無
断
売
却
が
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
た
事
は
明
か
で
あ
る
。

又
雑
令
同
条
に
「
若
違
法
責
利
、
契
外
鰹
奪
、
及
非
腐
息
之
債
者
、

官
為
理
」
と
あ
る
。
違
法
営
利
と
は
、
0
ゆ
満
六
十
日
毎
に
元
本
の
％

以
下
の
歯
冠
を
取
る
事
、
図
利
息
総
額
が
元
本
額
を
超
過
し
な
い
事
、
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、
③
利
息
の
元
本
繰
入
を
禁
ず
る
事
と
云
う
隅
条
規
定
の
利
息
翻
限
法

に
違
反
し
た
利
息
微
収
を
意
味
し
、
こ
れ
亦
違
令
罪
を
構
成
す
る
。

契
野
蚕
奪
と
は
同
条
義
解
に
契
約
書
記
載
の
も
の
と
異
な
る
質
物
を

要
求
し
た
り
（
廻
易
物
色
）
、
弁
済
期
限
前
に
流
質
を
強
要
す
る
（
盈
縮

程
期
）
等
の
例
を
挙
げ
、
「
皆
於
契
状
外
牽
擾
強
奪
之
類
也
」
と
云
い
、

　
　
　
　
　
　
　
　
鐙
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●
　
．

雑
律
負
債
強
牽
財
物
条
に
貰
凡
）
負
債
不
告
官
司
、
而
強
牽
財
物
、

過
酷
契
老
、
坐
愚
論
」
と
あ
る
か
ら
熱
闘
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
更
に
点
出
怠
之
債
に
つ
い
て
は
、
義
解
は
「
交
関
懸
違
、

受
寄
器
用
之
類
蒼
し
と
注
し
、
雑
律
負
債
違
契
不
前
条
の
注
に
、
「
負

債
者
、
謂
非
愚
挙
鋳
物
、
依
令
合
理
者
、
或
欠
負
公
私
財
物
、
乃
違

約
乖
期
不
言
者
、
若
延
日
及
経
恩
不
償
者
、
葛
藤
判
断
及
恩
後
言
日
、

科
罪
懸
隔
し
と
記
し
て
い
る
。
，
而
し
て
交
臨
懸
違
と
は
法
曹
至
要
抄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
負
債
条
の
負
債
不
知
事
の
項
に
右
外
文
と
注
を
引
い
て
、
　
「
負
債

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

者
、
仮
令
交
易
喪
密
画
償
之
類
也
」
と
案
を
附
し
て
い
る
所
か
ら
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

え
て
、
購
入
代
金
の
支
払
遅
滞
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

な
契
約
違
反
行
為
が
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
た
事
は
、
右
万
骨
に
「
（
凡
）

負
債
違
契
不
況
、
一
端
以
上
違
二
十
β
、
答
二
十
、
二
十
日
加
一
等
、

罪
止
杖
六
十
、
三
十
端
加
二
等
、
南
端
又
加
三
等
、
各
令
要
償
」
と

あ
る
事
か
ら
明
か
で
あ
る
。
受
寄
下
用
と
は
法
曹
至
要
抄
中
預
物
条

　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鱒

の
預
物
費
事
の
項
に
雑
律
受
寄
財
物
費
用
条
の
「
（
凡
）
受
寄
財
物
、

荊
藪
費
用
者
、
坐
隙
論
、
減
一
等
、
詐
言
死
失
者
、
以
詐
欺
取
財
物

論
、
減
奪
轡
の
満
文
を
引
く
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
寄
託
物

の
無
断
費
用
を
意
味
し
、
解
物
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
現
行
法
に
於
て
は
以
上
の
如
き
契
約
上
の
違
法
或
は
違
反
行
為
は

民
訴
法
上
の
処
理
に
委
ね
ら
れ
、
詐
欺
そ
の
他
の
要
件
を
具
備
し
た

場
合
に
初
め
て
刑
法
上
の
問
題
と
な
る
が
、
古
代
法
に
於
て
は
前
述

の
如
く
直
ち
に
刑
罰
の
対
象
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
古
代
法
に
於
け
る

公
法
・
私
法
の
未
分
化
に
依
る
も
の
で
、
前
述
の
追
奪
担
保
の
間
題

等
も
売
主
の
鞭
盗
・
詐
欺
或
は
質
物
の
無
断
売
却
等
の
罪
と
し
て
処

理
さ
れ
た
事
が
想
像
さ
れ
、
こ
れ
が
追
奪
担
保
に
関
す
る
法
令
を
見

出
し
得
な
か
っ
た
理
由
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
。
単
純
な
物
的
蝦

疵
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
き
立
法
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
売
人
の
権

利
の
蝦
疲
に
関
す
る
よ
う
な
複
雑
な
契
約
関
係
に
つ
い
て
は
、
当
時

は
未
だ
按
術
的
に
立
法
不
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
嘉
承
元
年
五

月
置
九
日
付
置
宣
旨
案
（
平
遺
閥
…
一
五
一
三
～
一
五
一
七
頁
〉
所
引
の
康

和
四
年
十
二
月
十
五
日
付
明
法
博
士
中
原
範
政
の
三
文
に
、
故
皇
太

后
宮
職
と
加
茂
社
司
と
の
摂
津
国
長
洲
庄
の
相
博
（
交
換
）
契
約
の

効
力
を
め
ぐ
る
訴
訟
に
つ
い
て
、
雑
律
管
奴
碑
馬
牛
条
の
添
文
を
引
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古代の：1：iui売買について（中）　（菊地）

い
て
「
拠
雷
文
、
無
籍
牛
者
、
売
買
之
後
蚊
旧
病
垂
日
、
難
有
梅
法
、

於
他
物
者
、
無
有
海
」
と
適
い
、
　
「
売
買
之
後
糠
不
可
改
正
着
也
」

と
も
意
見
を
述
べ
て
い
る
。
又
裁
判
至
要
抄
の
田
畠
宅
地
売
買
事
の

条
に
田
令
宅
地
条
の
令
文
を
引
き
、
　
「
案
之
、
田
畠
宅
地
売
買
之
時
、

須
経
官
司
絶
後
論
、
又
売
買
畢
之
後
不
可
変
改
」
と
注
し
て
い
る
。

こ
れ
等
の
例
か
ら
し
て
も
、
律
令
に
追
奪
担
保
の
規
定
の
存
し
な
か

っ
た
事
に
関
す
る
如
上
の
推
測
の
誤
り
な
い
事
が
知
ら
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
と
嗣
時
に
不
動
産
の
場
合
も
売
買
完
了
後
は
容
易
に

契
約
の
変
改
を
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
事
が
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
古
代
に
も
追
奪
担
保
責
任
が
認
め

ら
れ
て
い
た
事
は
誤
り
な
い
と
思
う
が
、
問
題
は
そ
の
存
続
期
間
が

三
年
・
五
年
等
の
長
期
に
及
ぶ
事
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
中
細
博

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

士
は
相
対
的
所
有
権
説
と
契
約
解
除
説
の
工
説
を
挙
げ
ら
れ
た
。
前

者
は
古
代
の
土
地
売
買
が
売
買
両
当
事
者
に
の
み
有
効
な
所
有
権
の

移
転
契
約
で
あ
っ
て
、
買
人
は
第
三
者
の
追
奪
に
対
し
常
に
売
人
の

防
禦
を
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
と
の
見
解
で
あ
り
、
後
面
は
古
代
に

は
売
却
地
が
第
三
者
の
追
奪
を
受
け
た
場
合
、
売
主
は
一
方
的
に
罰

金
を
支
払
っ
て
売
買
契
約
を
解
除
す
る
自
由
を
有
し
て
い
た
．
と
の
見

解
で
あ
る
。
こ
れ
ら
両
説
は
い
ず
れ
も
追
奪
担
保
責
任
の
存
続
期
間

の
長
期
に
及
ぶ
理
由
を
説
明
す
る
の
に
有
効
で
は
あ
る
が
、
担
保
の

目
的
を
売
却
地
と
し
て
疑
わ
な
い
点
に
考
究
の
余
地
が
あ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
屡
々
述
べ
て
来
た
よ
う
に
古
代
の
土
地
売
買
に
は
不

動
産
質
の
意
味
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば

土
地
売
買
に
於
け
る
追
奪
担
保
責
任
は
入
質
地
を
厨
的
と
す
る
と
云

い
得
よ
袖
従
・
て
そ
の
存
続
期
間
は
入
質
期
限
豊
厨
歯
す
る
事
と

な
り
、
三
年
・
五
年
の
長
期
に
及
ぶ
事
も
何
等
異
と
す
る
必
要
が
な

く
な
る
訳
で
あ
る
。

　
さ
て
然
ら
ば
買
戻
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
得
る
で
あ
ろ
う

か
。
こ
れ
を
以
て
単
純
な
売
買
と
解
し
難
い
理
由
は
本
直
を
代
価
と

す
る
点
で
あ
る
。
而
も
そ
の
売
却
後
の
期
問
を
み
る
と
、
例
㈲
で
は

本
主
の
売
却
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
土
師
吉
雄
の
売
却
以
後
だ
け

で
も
十
年
を
経
過
し
て
い
る
。
又
例
⑧
で
は
佐
伯
氏
子
の
売
却
か
ら

氏
人
等
に
返
却
さ
れ
た
時
迄
は
少
く
と
も
三
十
年
の
歳
月
が
た
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

い
た
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
又
例
⑧
で
は
買
戻
の
契
約
期
限
が

三
年
間
で
あ
っ
た
。
今
日
の
売
買
常
識
か
ら
す
れ
ば
か
か
る
長
年
月

を
距
て
て
も
売
価
が
全
く
変
ら
な
い
と
云
う
事
は
理
解
し
難
い
事
で

あ
る
。
別
稿
に
も
述
べ
た
よ
う
に
古
代
に
も
秋
の
収
穫
後
と
夏
の
端
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境
期
で
は
稲
の
価
格
に
大
き
な
変
動
が
定
期
的
に
生
じ
た
の
で
あ
り
、

又
第
二
表
か
ら
も
明
か
な
よ
う
に
時
代
に
よ
っ
て
土
地
の
価
格
も
一

様
で
は
な
か
っ
た
し
、
地
域
に
よ
っ
て
も
網
違
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
従
っ
て
古
代
に
於
て
も
、
買
戻
が
本
直
に
よ
る
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
と
云
う
事
は
、
こ
れ
を
単
な
る
売
買
と
解
し
難
い
所
以
な
の
で

あ
る
。

　
そ
こ
で
こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
為
に
、
追
奪
担
保
の
説
明
の
場
合

の
よ
う
に
売
買
を
不
動
産
質
の
語
に
嚴
換
え
る
な
ら
ば
、
買
戻
は
質

地
の
請
戻
の
意
味
に
な
り
、
買
戻
期
限
は
請
戻
期
限
蛙
債
務
償
還
期

限
、
本
謹
と
は
債
務
元
本
を
意
味
す
る
事
と
な
っ
て
、
長
年
月
後
に

も
売
価
と
買
戻
価
格
の
変
化
し
な
い
理
由
が
無
理
な
く
説
明
し
得
る

で
あ
ろ
う
。
同
時
に
前
述
し
た
本
主
の
買
戻
権
も
質
羅
人
の
請
戻
請

求
権
と
解
し
得
る
訳
で
、
本
主
又
は
相
続
人
た
る
子
孫
が
長
年
月
後

に
買
戻
を
な
し
得
る
尊
の
疑
問
を
氷
解
し
得
る
も
の
と
思
う
の
で
あ

る
。
現
行
民
法
第
五
七
九
～
五
八
五
条
に
も
不
動
産
の
買
戻
の
条
項

が
あ
る
。
こ
れ
は
現
民
法
施
行
以
前
に
一
般
に
行
わ
れ
た
買
戻
条
件

附
売
買
の
遺
制
で
あ
り
、
債
権
担
保
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
方
法
は
売
主
が
法
定
期
限
内
に
任
意
に
代
金
と
契
約
費
用
を
買

主
に
提
供
し
て
行
い
得
る
と
云
う
も
の
で
、
代
金
の
利
息
は
不
動
産

の
果
実
と
見
卜
し
て
徴
し
得
な
い
事
と
な
っ
て
い
る
。
期
限
は
妾
寮

高
間
の
特
約
あ
る
場
合
も
十
年
を
限
度
と
し
、
な
い
場
合
は
最
長
五

年
と
す
る
。
こ
れ
等
の
要
件
は
古
代
の
買
戻
と
も
よ
く
一
致
し
、
買

贋
慣
行
の
起
源
が
遠
く
古
代
に
盛
る
事
を
証
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
序
に
例
⑤
に
つ
い
て
一
言
す
る
と
、
こ
の
例
で
は
本
心
以
外
に
そ

の
利
息
を
も
微
す
る
事
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
醐
貝
戻
条
件
附

売
買
と
共
に
現
行
民
法
施
行
以
前
広
く
行
わ
れ
た
売
渡
担
保
（
譲
渡

担
保
）
の
初
見
史
料
と
云
い
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
売
渡
担
保
と

は
債
務
者
が
債
権
者
に
担
保
物
件
を
売
渡
す
事
で
、
買
炭
条
件
附
売

買
と
の
相
違
は
元
本
の
他
に
利
息
が
微
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
現
行
民

法
で
は
買
戻
の
猫
く
法
文
中
に
採
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
現
に
慣
行

　
　
　
　
　
　
　
⑳

的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
等
買
戻
条
件
附
売
色
・
売
渡
担
保
等
は

い
わ
ば
売
買
と
債
権
担
保
契
約
と
の
中
閥
的
性
格
を
も
つ
と
云
い
得

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
等
が
前
述
の
売
券
の
弁
償
臨
界
中
に
見
ら
れ

る
事
は
、
こ
の
文
言
が
買
戻
・
売
渡
担
保
の
慣
行
と
売
買
の
追
奪
担
保

責
任
と
を
複
合
し
た
性
格
を
も
つ
と
解
す
る
事
を
可
能
な
ら
し
め
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
解
す
る
事
に
よ
っ
て
も
前
述
し
た
追
奪
担
保

責
任
の
存
続
期
閲
に
関
す
る
疑
問
を
説
明
し
得
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
買
戻
の
性
格
を
縷
々
述
べ
て
来
た
が
、
古
代
の
土
地
売
買
の
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秦
阿
禰
子

　
　
　
　
　
↑

葺
一
心
鋼
砂
士
袴
糊

　
　
　
　
　
↑

　
　
息
　
　
2

三
〇
一
　
菓
．
仲
為
仁

　
　
　
　
　
↑

讐
ン
丸
部
時
忠

債
権
性
を
考
え
る
も
う
一
つ
の
手
掛
り
と
し
て
、
転
売
に
つ
い
て
述

べ
て
お
き
た
い
。
買
戻
が
一
般
に
本
薩
を
価
格
と
し
た
事
は
既
に
述

べ
た
が
、
転
売
に
つ
い
て
も
こ
れ
に
類
似
し
た
問
題
が
あ
る
の
で
あ

る
。
先
ず
そ
の
史
料
を
挙
げ
よ
う
。

ω
　
関
戸
守
彦
氏
所
蔵
の
古
文
書
の
内
に
大
和
国
添
上
郡
楢
中
郷

（
京
南
五
条
五
里
一
坪
）
の
家
地
三
〇
〇
歩
と
附
属
田
地
九
反
三
〇
〇

歩
に
関
す
る
一
連
の
転
売
券
文
が
あ
る
。
今
平
安
遺
文
に
よ
っ
て
そ

の
転
売
・
譲
渡
の
経
過
を
表
示
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

二
三
地
主
名
移
蓬
分
　
価
格
　
年
次

三
必
ン
多
安
子
相
続
　
　
　
　
－

　
　
　
　
　
↑

　
　
娘

　
！
　
　
　
　
　
　
　
士
冗
　
却
　
一
五
〇
束
　
天
暦
八
・
五
・
八

三
続
力

う
～

世
究
　
却
　
　
　
？
・
　
　
、
天
禄
四
・
五
・
一
三

相
続

ハ
ノ
．

　
　
　
　
　
↑

妻
．
ン
自
証
丸
四
囲

　
　
　
　
　
」
「

売
却
二
〇
〇
東
天
元
三
・
二
・
七

四

七
弟

子
僧

一某炎…一師・一
　寺
　都
　維
＝i＝那

ク．1

却

R

四

七

　蕉

曝
　儀

　ナ
芸齢

譲

与

五五　　蓋
鴇　六i｛
賢盛く一一一法奪

　痢
　禦
信鷲　　　　　　春
　　寛溝←贈
売朝i・三

却　　　　第露

　　　　　瀞

R　　欝

　　嶽　　西　三三
　　　　ブく　　　　

　　　蠕　　肇　高
師＿．　＿某劉＿橋
　　　　　　　痴　経
　　　泉

売

却

一儀

ぴA

譲

一与

売

却

蒸び毛

A

却
非
♂
○
三
途
嘉
洗
券
）
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爽
大
寺
知
事
・
大
法
師

　
　
　
　
明
　
　
　
円

　
右
の
例
で
み
る
と
、
天
元
三
年
i
（
七
年
）
一
寛
和
三
年
i
（
｛
年
）

一
永
延
二
年
～
（
七
年
）
－
長
徳
元
年
1
（
七
年
）
一
長
保
四
年
の
間

隔
を
お
い
て
四
十
二
年
闇
に
五
三
同
一
価
格
で
転
売
さ
れ
た
事
が
明

か
で
あ
る
。
殊
に
三
一
八
・
三
二
六
両
号
売
券
で
は
零
墨
を
売
価
と

し
た
事
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
は
前
述
の
買
戻
の
場
合
と
同

様
転
売
も
亦
本
直
に
よ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
こ
の
種
の
売
買
は
売

買
と
解
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
不
動
産
質
権
又
は
籔
権
の
売
却
・
譲
渡

と
解
し
得
る
事
を
示
す
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
右
の
例
は
極
め
て
顕
著
な
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
同
一
価

格
（
本
蔽
）
に
よ
る
転
売
の
例
は
平
安
時
代
の
数
多
く
の
岡
種
の
手

継
券
文
に
於
て
断
片
的
な
が
ら
屡
た
見
串
さ
れ
る
。
次
に
そ
の
例
を

挙
げ
て
み
よ
う
。

②
左
京
七
条
一
坊
十
五
町
繭
一
行
北
四
～
七
二
　
家
地
四
戸
主
の
手
継
券
文

　
（
平
脇
凪
二
〇
七
・
一
一
一
六
・
二
瓢
ご
一
・
二
五
一
　
・
一
二
〇
九
・
一
二
五
一
　
七
飯
一
文
壁
旧
）

　
延
喜
1
2
・
7
・
1
7
、
「
凄
背
忌
寸
大
海
墨
画
一
（
延
喜
銭
6
G
貫
〉
↓
延
喜
1
9
．

　
4
・
2
1
、
源
理
…
壷
延
長
7
．
6
．
2
9
、
男
源
市
童
子
一
（
延
喜
銭
1
0
貫
γ
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
炎
暦
3
・
4
・
9
、
安
倍
良
子
i
（
延
葛
銭
1
0
貫
）
一
↓
槍
前
阿
公
子
1
…
壷

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
天
元
2
・
1
0
・
2
、
男
力
穴
猛
雨
…
一
（
乾
元
銭
9
貫
）
i
↓
吉
志
安
濁
；
↓

　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　

　
正
暦
4
6
・
2
0
、
男
吉
志
忠
兼
…
（
米
1
2
石
）
↓
紀
滋
忠

　
　
　
　
　
　
（

　
こ
の
頃
は
貨
幣
緬
格
の
変
動
下
落
が
甚
し
く
、
新
銭
発
行
の
度
に

旧
銭
十
に
対
し
新
銭
一
を
交
換
し
て
銭
価
の
下
落
を
抑
止
し
た
。
東

南
院
文
書
四
櫃
の
第
八
巻
（
大
日
本
古
文
書
昇
東
南
院
文
書
三
1
1
3
～
2
2
頁
）

に
摂
津
国
家
地
売
買
公
験
案
（
六
遍
）
を
収
め
る
が
、
そ
の
内
神
護

景
雲
二
年
（
一
通
）
・
同
三
年
（
二
通
）
の
新
薬
師
寺
ヨ
綱
牒
三
通
は

何
れ
も
東
生
芋
酒
人
郷
御
墾
殿
村
の
地
三
町
二
段
四
七
歩
に
関
す
る

も
の
で
、
而
も
三
年
牒
で
は
一
は
価
格
を
七
百
貫
と
し
、
他
は
七
十

貫
と
す
る
。
こ
れ
は
大
日
本
古
文
書
の
編
者
注
の
如
く
、
七
百
貫
は

日
銭
、
七
十
貫
は
新
銭
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
よ
り
四
年
前

の
天
平
神
護
元
年
九
月
に
新
銭
神
功
開
宝
が
発
行
さ
れ
、
旧
銭
と
並

用
が
令
せ
ら
れ
た
（
続
紀
）
。
続
紀
は
新
旧
先
銭
の
交
換
率
に
触
れ
て

い
な
い
が
、
後
の
例
に
よ
り
又
右
の
一
二
綱
牒
の
記
載
か
ら
し
て
十
対

一
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
所
で
左
京
七
条
一
坊
の
家
地
手
継
券
文
の
例
で
は
延
喜
十
二
年
に

延
喜
銭
六
〇
貫
文
で
あ
っ
た
が
、
延
長
七
年
、
天
暦
翌
年
に
は
岡
二

一
〇
貫
文
で
あ
っ
た
。
延
喜
銭
の
発
行
は
延
喜
七
年
十
一
月
三
日
詔

（
三
略
）
に
見
え
る
。
故
に
前
述
の
神
功
開
宝
の
例
か
ら
す
れ
ば
，
発

行
年
次
に
近
い
延
喜
十
二
年
の
価
格
の
方
が
延
長
七
年
．
天
暦
王
年
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の
価
格
よ
り
も
安
い
の
が
普
通
と
思
わ
れ
る
が
、
右
の
例
で
は
逆
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、
延
喜
十
二
年
売
券
が

湯
銭
（
寛
平
大
宝
）
を
新
銭
（
延
喜
通
霊
）
と
誤
記
し
た
か
、
又
は
こ

の
頃
屡
々
常
平
所
が
米
価
調
節
を
行
っ
て
い
る
の
で
一
例
え
ば
近
い

頃
で
は
延
喜
九
年
正
月
廿
七
日
扶
桑
略
記
・
承
平
元
年
壬
五
月
十
一

碍
紀
略
等
に
例
が
見
え
る
一
、
そ
の
結
果
貨
幣
価
格
が
高
騰
し
た
も

の
か
、
そ
の
他
色
女
の
推
測
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
兎
も
角
も

延
長
七
年
・
天
暦
三
年
両
度
の
売
価
が
等
し
い
と
云
う
事
は
例
ω
の

推
論
を
裏
付
け
る
一
証
で
は
な
か
ろ
う
か
。

③
大
和
国
平
群
郡
京
爾
八
条
九
里
欝
四
坪
　
母
地
四
段
二
一
〇
歩
（
平
遺
三

　
〇
三
・
三
〇
四
．
三
四
七
吉
国
文
諮
）
天
延
2
・
7
・
3
、
玄
耀
1
…
（
稲
一
三

　
〇
束
）
i
↓
正
暦
2
・
1
0
・
2
3
、
陽
逓
i
（
稲
一
三
Ω
来
）
…
↓
鎮
祐

ω
大
和
薗
幽
｛
果
大
山
守
領
春
絃
乱
雲
内
（
p
郡
七
条
三
里
廿
七
坪
宇
井
規
）
　
田
地
論
分
段

　
（
平
遺
九
九
四
・
一
〇
六
一
一
丁
　
一
〇
六
四
・
成
鷲
舛
堂
文
言
叩
文
書
・
石
崎
帯
下
氏
掃
川
蔵

　
文
書
）

　
康
平
8
・
2
・
1
9
、
慶
寿
i
（
綱
三
〇
疋
）
一
↓
延
久
3
・
7
・
2
7
、
慶
秀
一

　
一
（
綱
三
〇
疋
）
一
↓
津
守
長
童

㈲
左
京
四
条
二
十
九
町
西
三
四
行
北
七
八
門
　
金
地
一
睡
主
　
　
（
平
遣
一
二
四
五

　
・
＝
一
九
四
　
東
寺
文
書
）

　
応
徳
2
・
1
2
、
妙
智
－
（
米
一
五
〇
石
）
↓
寛
治
5
・
4
・
2
6
、
藤
原
清
家

　
…
1
（
米
「
五
〇
顎
）
i
∀
頼
禅
　

⑥
大
和
國
平
群
郡
飽
波
東
郷
七
条
三
盟
廿
一
坪
北
陣
ホ
　
田
地
二
段
　
（
平
遺

　
一
一
一
薫
四
・
二
一
五
五
・
二
八
　
一
一
三
　
百
巻
本
町
大
寺
文
警
・
筒
井
寛
墾
氏
文
書
）

　
大
治
5
・
3
・
7
、
経
実
1
（
米
＝
君
）
、
↓
信
秀
…
…
？
…
↓
久
寿
3
・

　
3
・
3
、
二
三
（
信
秀
ト
隅
一
人
力
）
…
（
米
一
二
石
）
！
↓
大
中
臣
三
子

⑦
左
京
大
宮
ヨ
リ
西
　
塩
小
路
ヨ
リ
北
塩
小
路
薦
　
家
地
一
戸
主
三
三
　
　
（
平
遺

　
二
三
七
二
二
一
ゴ
丁
八
六
・
一
二
〇
二
〇
・
　
二
六
二
四
回
　
｛
果
血
寸
｝
白
A
三
又
澱
霞
）

　
中
原
貞
黍
…
1
（
棺
続
）
…
↓
保
延
3
・
9
・
2
2
、
養
子
平
起
貞
i
（
斗
米

　
一
四
一
五
・
○
論
一
石
）
　
一
↓
保
延
4
・
5
・
η
、
　
源
士
皿
盛
－
　
（
能
米
一
四
五
・
〇

　
六
石
）
一
i
∀
平
払
伯
1
・
8
・
2
0
、
平
臨
懇
正
一
－
1
（
米
一
五
〇
石
）
↓
承
安
3
・
3

　
・
且
、
静
賢
一
（
能
米
一
五
〇
眉
）
i
↓
藤
井
黍
兼

㈲
大
和
国
宙
ハ
大
専
上
司
二
心
二
八
大
菩
薩
北
　
量
地
一
処
　
　
（
平
遺
二
三
八
五
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
二
圏
一
瓢
一
二
一
五
〇
九
・
三
八
七
二
、
山
崎
種
二
氏
所
蔵
文
書
他
）

　
保
延
6
・
4
・
2
、
　
能
属
下
i
（
米
山
ハ
・
七
讃
）
　
↓
康
治
2
・
3
・
1
2
、
隆
源

　
一
（
米
六
・
七
石
）
一
…
1
Y
治
「
承
3
・
3
・
焉
、
識
欺
俊
一
（
負
物
）
↓
山
八
郎

　
房
覚
雄

㈲
大
和
国
高
市
郡
北
郷
磁
歪
四
条
二
里
十
九
坪
粥
隙
本
　
田
地
三
段
　
（
平
遣

　
二
六
〇
五
・
一
二
六
二
五
、
輪
収
野
文
書
）

　
久
安
3
・
3
・
1
6
、
藤
原
仲
子
一
（
米
一
八
・
土
石
）
i
↓
多
武
峯
帥
禅
師

　
…
－
7
：
－
…
乗
安
3
・
3
・
1
5
、
東
大
寺
都
維
那
俊
範
一
（
米
一
八
・
五
石
）

　
一
↓
伴
為
則
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㈱
大
憩
繭
添
上
都
薩
里
菓
大
寺
郷
内
東
大
寺
宮
殿
地
丑
寅
角
　
象
地
鋤
闘
五
尺

　
五
寸
　
（
平
遺
二
六
八
二
・
二
六
八
三
・
三
鞠
六
閥
・
三
六
五
四
、
頁
巻
塞
東
大
寺

　
文
書
、
京
大
本
東
大
欝
文
事
）
　
鎌
延
5
、
威
儀
師
某
1
（
譲
与
）
…
↓
久
安
5
・

　
1
2
．
1
9
、
弟
子
僧
遥
寛
　
　
　
（
米
二
八
石
）
一
v
仁
安
3
・
5
・
2
8
、
源
厳

　
　
（
負
物
之
替
）
一
・
承
安
4
．
2
．
1
9
、
義
仁
　

（
米
二
八
葦
一
・
勝
論

⑳
大
湘
国
東
大
寺
上
司
内
家
地
一
処
　
（
平
遺
峯
西
八
・
三
論
ハ
ニ
七
去
天

　
六
八
、
　
　
野
卑
阿
｛
匿
配
八
氏
所
燕
絨
志
州
漸
目
・
壁
泉
大
太
－
轟
東
大
㌫
守
・
又
“
n
）

　
応
保
3
。
2
・
1
9
，
林
俊
i
…
（
酬
続
）
；
↓
承
安
3
・
4
・
∬
、
附
図
姉
子

　
　
　
（
米
一
〇
石
）
…
↓
絵
笛
3
・
2
・
6
、
玄
仁
　
　
（
米
…
○
署
）
一
↓
永
範

　
以
上
圃
一
土
地
の
　
連
の
転
売
・
譲
与
に
関
す
る
手
継
券
文
の
内

備
格
の
同
一
な
例
を
挙
げ
て
み
た
。
し
か
し
多
く
の
手
継
券
文
の
内

に
は
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
一
一
爾
格
の
例
ば
か
り
で
は
な
く
、
或

は
漸
増
し
又
は
低
落
す
る
例
も
あ
る
。
今
比
較
納
見
易
い
漸
，
増
の
例

を
三
例
挙
げ
て
み
よ
う
。

⑫
　
左
京
八
条
四
坊
七
坪
辰
巳
角
帽
二
二
内
　
畠
地
三
段
　
　
（
平
遺
一
六
八
二
山

　
六
八
一
ご
・
一
一
一
二
六
・
二
一
七
一
丁
二
一
七
幽
∴
瓢
八
一
瓜
二
、
琳
果
大
寺
文
潰
口
）

　
窟
茄
承
2
・
見
・
駕
、
楢
旧
長
ム
筑
　
　
　
（
米
｛
ハ
石
）
一
v
轟
八
治
4
・
2
・
製
、
議
人
宅
櫨
珊
子

　
　
　
（
米
一
五
・
五
型
）
一
v
大
治
5
・
1
2
・
2
2
、
僧
海
運
　
　
　
（
米
一
七
・
菰

　
石
）
一
↓
佐
伯
四
郎
丸
…
…
p
…
↓
舶
玄
延
ー
ー
（
譲
与
γ
…
↓
妻
爾
妙
ー
ー

　
（
譲
与
）
－
…
↓
治
承
2
・
3
・
2
7
、
娘
佐
伯
三
子
　
　
（
米
二
四
石
）
t
v
三
藏

　
二
郎
丸

騨
　
　
大
和
落
魚
下
北
駕
撃
γ
八
条
一
黒
滑
六
坪
勧
膳
一
院
蹴
　
　
田
地
二
段
　
　
（
平
遺

　
　
一
論
ハ
両
ハ
八
・
　
一
七
轟
ハ
八
・
ニ
ハ
リ
山
ハ
購
、
　
内
陥
閤
論
又
庫
蔵
東
み
人
馴
一
帯
需
）

　
ピ
温
承
元
．
1
2
，
2
8
、
国
画
成
弘
　
　
（
丞
…
弱
γ
↓
末
氷
3
・
4
・
1
7
、
僧
帽

　
盤
　
莱
潤
石
）
…
礁
勝
（
縁
）
…
－
・
～
－
↓
大
治
元
・
3
・
7
、
大
原

　
兼
清
　
　
　
　
（
米
六
石
）
一
y
山
崎
紳
郷
エ
」

蝕
大
和
編
添
上
郡
東
大
寺
郷
今
小
路
爾
頗
家
地
一
処
　
へ
大
日
塞
嘗
文
霊
爽
大

　
ゐ
人
寺
図
書
館
一
瞬
繭
銃
評
点
ハ
薫
・
嵐
七
一
　
・
論
ハ
烈
四
…
・
二
〇
罎
・
六
九
七
）

　
　
本
例
は
爾
北
朝
期
ま
で
の
も
の
も
屈
む
が
、
論
策
の
漸
増
が
明
白
な
の

　
　
で
挙
げ
て
み
た
。

　
久
安
6
・
8
・
2
5
、
橘
行
長
，
　
（
二
七
貫
〉
一
↓
藤
舞
鶴
寿
女
…
…
P
…
↓

　
建
保
2
・
4
・
9
、
金
寿
女
　
　
　
（
二
八
貫
）
↓
覚
凹
｝
鐸
覚
玄
…
：
う
噸
…
↓

　
文
永
8
・
1
1
・
8
、
繕
良
禅
一
1
人
二
九
貫
）
i
v
兵
部
公
…
…
2
…
↓
蕉
慶

　
2
．
1
0
二
b
、
僧
快
実
ー
ー
（
譲
与
）
…
↓
力
松
丸
…
…
P
・
－
↓
織
濡
5
・
1
2
・

　
U
、
　
僧
実
舜
　
　
　
　
（
二
ゐ
八
・
山
ハ
帯
貝
）
　
…
1
↓
佑
褥
有
女

　
私
が
平
安
遺
文
に
よ
っ
て
調
査
し
た
所
で
は
、
連
券
五
五
例
中
価

格
の
比
較
の
可
能
な
例
は
二
八
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
同
一
価
格
の
例

が
荊
掲
の
知
く
一
一
例
、
繊
格
の
異
な
る
例
が
一
九
例
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
点
か
ら
見
て
も
手
継
券
文
に
於
け
る
価
格
の
岡
一
は
単
な
る

偶
然
で
は
な
く
、
本
直
売
買
と
云
う
事
が
古
代
に
於
け
る
土
地
売
買
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（菊地）古代の土地売買について（中）

上
の
一
原
則
で
あ
っ
た
事
、
そ
の
事
は
陞
々
指
摘
し
た
よ
う
に
古
代

の
土
地
売
買
に
不
動
産
質
と
云
う
意
味
が
あ
っ
た
事
を
示
す
も
の
で

は
な
い
か
と
云
う
点
を
明
か
に
し
得
た
と
思
う
。

　
然
ら
ば
古
代
に
は
土
地
の
売
買
と
質
入
と
が
全
く
区
別
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
か
と
云
う
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
次
に
こ
の
点
を

明
か
に
す
る
た
め
に
当
時
の
土
地
を
抵
当
又
は
質
入
し
て
の
貸
借
に

つ
い
て
考
察
を
進
め
る
事
と
し
よ
う
。

⑮
中
田
博
士
「
律
令
時
代
の
土
地
泓
有
続
」
簾
四
章
参
照
（
糊
法
捌
史
論
集
臨
二

　
一
一
一
～
一
難
頁
）
。

⑯
　
こ
の
勅
文
は
、
扶
桑
略
記
は
宝
亀
十
か
年
九
月
十
六
羅
宮
符
と
す
る
。
三
代
格
一
は

　
鼻
糞
十
　
年
六
月
十
六
幾
多
符
と
し
、
文
は
略
寵
と
便
じ
で
続
紀
と
や
や
異
な
る
。

⑰
竹
内
博
士
『
奈
良
朝
時
代
に
於
け
る
寺
院
経
済
の
美
的
』
一
二
九
買
。

⑱
　
宮
地
醒
一
博
士
『
神
道
史
』
一
一
烈
～
一
出
獄
買
。
な
お
延
暦
十
七
年
十
二
月

　
韮
一
日
宮
符
（
新
抄
格
勅
符
抄
所
収
）
に
八
緬
託
宣
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
が
、
常

　
神
田
は
「
常
に
給
う
堺
の
神
餌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

⑲
新
違
格
勅
符
抄
巻
十
冒
頭
に
収
め
ら
れ
た
神
封
四
八
七
六
戸
の
愁
事
は
、
そ
れ

　
懲
体
に
は
文
勲
団
の
懸
｝
類
も
年
紀
も
一
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
内
題
下
・
に
7
天
田
元
年

　
牒
」
と
あ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
お

　
M
凱
田
瑞
紬
偲
氏
「
新
抄
格
殉
難
抄
に
…
閃
み
9
ρ
9
考
廠
軍
篇
　
（
燭
．
牡
照
臨
』
十
一
山
ハ
）
　
参
照
…
。

⑳
　
大
宝
今
で
は
養
老
繊
奄
六
年
一
班
条
の
本
注
で
あ
る
「
神
意
寺
購
不
在
此
隈
」

　
を
溺
立
て
し
て
神
田
条
の
一
条
を
寛
て
㌧
い
た
事
諸
説
一
致
し
て
認
め
て
い
る
。

　
仁
井
田
陞
博
士
「
中
置
∵
臼
本
古
代
の
土
地
私
有
翻
」
（
『
巾
・
陶
臨
汰
儲
…
更
研
究
苗
一

　
二
二
頁
及
び
註
製
）
は
「
凡
神
田
寺
田
不
寝
収
授
器
楽
稀
と
漸
滅
さ
れ
、
虎
尾
俊

　
齢
…
氏
『
班
田
収
授
法
の
僻
究
』
一
一
蠕
一
・
闘
九
八
頁
も
仁
弁
醗
博
士
讃
に
従
っ
て
お

　
ら
れ
る
。
融
純
川
博
士
『
律
令
の
研
究
』
照
七
翻
買
は
事
書
交
餓
条
の
次
に
神
轟
守
田

　
条
が
あ
っ
た
が
、
内
容
は
不
明
と
さ
れ
る
。

⑳
｝
｝
犬
平
勝
宝
二
年
二
月
山
九
臼
紀
に
、
そ
れ
以
晶
剛
紳
封
闘
二
〇
戸
、
閣
三
〇
町
だ

　
つ
た
の
を
増
撫
し
て
八
瞬
…
神
に
一
品
の
位
舞
絹
轟
の
八
百
戸
、
位
阻
八
十
町
を
充

　
て
、
比
売
神
に
は
二
品
耀
轍
の
六
百
戸
・
六
ナ
町
を
充
て
た
と
あ
る
。
倒
令
位
田

　
条
・
禄
全
食
封
条
の
規
定
に
一
致
す
る
。
但
し
勝
宝
二
年
以
前
の
神
封
・
田
の
数

　
は
右
規
定
の
何
位
の
含
ハ
封
・
土
野
と
も
一
致
せ
ず
、
望
蜀
・
位
田
の
蝿
定
に
蕪
い

　
た
数
か
否
か
明
確
で
な
い
。

一
⑫
　
　
常
地
斤
｛
つ
い
て
は
（
怯
臥
鵜
弘
仁
十
年
幸
一
月
灘
臼
窟
符
・
罵
八
長
四
年
塩
几
月
骨
“
ハ
臼

　
宮
符
（
…
鵬
薮
格
四
八
薦
・
六
貫
、
三
代
実
録
撰
収
貞
観
八
年
鷺
月
下
一
日
勅
）
の
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
も
欝
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
本
稿
上
の
注
⑳
弛
論
及
し
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

　
殿
中
の
白
魔
地
の
耕
営
の
申
詰
有
効
期
聞
を
一
年
開
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
同

　
睡
．
に
開
…
銀
出
者
を
「
”
曲
尺
帯
鋼
地
酒
「
・
氷
卓
彼
地
主
」
と
記
し
て
い
る
。
爾
じ
電
響
を
か

　
く
二
様
に
表
現
し
た
の
で
あ
る
。
閑
嬉
野
と
は
空
閑
地
・
荒
廃
罵
を
指
す
。
木
稿

　
　

　
土
に
述
べ
た
レ
で
り
睡
野
畑
尻
廃
m
岡
肺
門
廻
ム
p
麓
耳
門
に
繭
収
公
規
定
戸
か
覗
の
h
ワ
、
　
空
期
…
切
地
氏
ほ
同

　
（

　
条
及
奪
ド
、
の
古
筆
に
よ
り
進
入
騙
墾
の
場
合
は
輝
輝
と
共
に
、
百
姓
麟
躍
は
最
初

　
終
身
悩
（
欝
娃
墾
沓
待
白
身
亡
即
紅
筆
）
で
あ
（
．
た
の
が
、
三
世
…
身
法
こ
氷
糠

　
泓
有
縁
と
収
公
期
繰
が
拡
大
さ
れ
た
事
が
知
ら
れ
る
。
荒
廃
蟹
も
天
長
元
年
八
廻

　
廿
日
格
で
終
身
間
の
常
荒
田
鋼
が
成
立
し
た
事
既
述
の
通
り
で
あ
る
。
此
等
の
立

　
法
経
緯
で
明
か
な
よ
う
に
前
述
の
常
地
と
は
欝
令
荒
廃
灸
の
荒
廃
撫
の
収
公
規
定

　
の
㎞
要
用
を
溜
父
け
ぬ
地
と
の
瞥
幽
門
で
、
恐
ら
く
甲
兵
荒
越
罰
鎌
終
身
側
で
は
な
い
か
と

　
相
心
像
さ
れ
る
。
　
な
鳶
脚
師
莞
照
の
中
～
市
制
は
元
雨
風
七
年
嘉
月
廿
九
難
波
乙
鳥
酒
盛
に
も
撒
兄

　
え
る
9

、
鋤
　
第
一
∴
…
表
所
樹
の
側
か
ら
、
　
切
干
騰
・
常
士
・
常
地
・
當
襖
…
・
常
・
限
永

　
年
・
永
焦
：
永
地
・
永
一
継
の
田
媛
…
…
湖
を
掃
い
う
る
。
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⑳
　
註
⑮
参
照
。

⑳
　
本
稿
第
甲
斐
の
官
人
樹
姓
条
に
関
す
る
考
察
を
参
君
さ
れ
た
い
。

磯
子
九
章
⑩
～
⑫
の
項
を
参
照
さ
れ
た
い
。
賃
租
を
一
年
に
隈
つ
た
本
条
の
規
楚

　
は
纂
実
上
土
地
量
売
の
禁
止
と
同
じ
効
渠
を
も
つ
規
定
で
、
そ
れ
は
律
令
三
士
の

　
諸
規
定
が
叢
備
さ
れ
た
大
宝
令
以
降
に
繊
立
し
得
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

⑳
　
滝
謝
博
士
『
律
令
時
代
の
農
畏
生
活
』
一
七
九
頁
は
、
強
牽
な
る
語
が
泓
的
強

　
制
執
行
を
意
味
す
る
事
、
雑
誌
負
債
強
牽
財
物
条
の
「
凡
素
引
不
告
官
司
、
蒲
強

　
牽
財
物
過
本
契
者
、
坐
賊
論
」
な
る
条
文
は
、
債
権
者
が
太
る
契
約
の
…
慣
務
｝
額
を
超

　
避
せ
ざ
る
範
齪
内
で
は
、
宮
噂
に
瞥
げ
ず
し
て
晦
ら
暴
力
を
振
っ
て
債
務
者
の
財

　
産
を
差
押
え
る
事
が
蹴
来
た
こ
と
を
物
語
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
雑
令
財

　
物
出
挙
条
の
縫
務
不
履
｛
行
の
場
’
曾
の
質
物
繕
％
却
の
規
定
に
官
に
告
げ
て
行
う
べ
き

　
事
を
明
記
し
て
い
る
例
か
ら
見
て
も
、
私
的
強
制
執
行
も
本
来
富
に
申
一
口
す
る
の

　
が
原
剛
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
博
士
の
指
獅
さ
れ
る
如
く
、
当
時
は
有
勢

　
齎
が
貧
し
い
農
民
達
に
対
し
縫
三
二
と
し
て
強
権
を
振
っ
た
の
は
享
実
で
あ
る
が
、

　
次
｛
県
以
下
に
述
べ
る
如
く
政
府
は
そ
の
よ
う
な
債
権
勃
の
強
権
を
二
二
す
る
為
に

　
多
く
の
法
酌
措
概
を
兼
…
じ
て
い
た
。
従
っ
て
例
え
本
契
約
額
内
と
難
も
官
司
が
私

　
酌
強
権
の
実
行
を
看
視
せ
ず
に
放
任
す
る
と
は
考
え
難
い
の
で
あ
る
。
時
代
は
降

　
る
が
本
文
所
…
掲
の
永
久
二
年
坐
銘
券
の
例
は
穫
が
講
え
を
受
け
て
差
押
え
の
綱
札

　
を
立
て
Σ
い
る
。
一
二
執
行
が
一
入
の
手
で
行
わ
れ
た
明
徴
と
し
う
る
の
で
は
な

　
い
で
あ
ろ
う
か
。

⑳
　
遙
か
に
後
世
の
史
料
で
は
あ
る
が
、
近
年
紹
介
さ
れ
た
宮
内
庁
瀞
陵
部
類
蔵
の

　
騨
九
条
家
本
「
旅
引
付
」
　
（
九
条
一
二
記
）
弱
珊
の
文
亀
三
年
五
二
二
二
条
（
図

　
書
寮
叢
刊
『
政
蕪
公
旅
引
付
輪
…
三
〇
買
）
に
右
の
誠
に
顕
著
な
事
憐
が
あ
る
の

　
で
兼
ね
て
紹
介
し
て
丸
き
た
い
。

　
　
売
渡
引
舟
淵
領
家
分
御
年
貢
購

　
　
≧
　
≧
　
≧
　
≧
　
≧
　
ミ
　
〉
「
　
ミ
　
≧
　
≧
　
≧
　
≧

　
（
注
配
）

　
「
此
状
共
以
秋
之
年
賞
返
弁
破
棄
了
、
傍
引
墨
者
也
」
、

　
　
合
券
蕊
総
編
郡

右
件
御
所
領
蒋
、
依
有
要
用
、
竜
華
艶
貫
文
仁
万
揺
籠
江
売
渡
巾
導
流
正
也
、
但

来
秋
中
二
貫
崩
毎
月
雛
拾
文
宛
加
利
平
、
以
其
儀
可
買
返
串
之
寡
黙
含
了
、
峰
然

天
下
一
同
徳
政
行
甲
殻
、
於
此
践
不
可
有
違
乱
候
、
極
楽
膵
臓
支
誕
之
状
如
件

　
　
文
亀
参
年
響
月
意
義
兵
部
少
輔
　
　
定
雄
判

岡
源
三
郎
一
一
返
弁
之
次
鏡
等
一
紙
可
給
之
由
申
之
、
其
趣

船
淵
村
領
家
分
御
年
貢
半
分
質
券
エ
寒
入
概
、
直
銭
黙
貫
文
秘
計
申
条
神
妙
候
、

毎
月
加
貫
騎
蹄
拾
文
宛
之
利
平
、
以
其
儀
来
秋
本
利
雪
嵐
地
下
藏
取
渡
、
件
売
券

之
客
取
返
可
進
上
之
二
三
其
意
者
也
、
其
時
尚
此
｛
紙
可
返
上
之
状
如
件

　
　
文
亀
三
年
五
月
二
田
　
　
　
　
　
　
　
　
共
綿
少
輪
判

こ
の
頃
九
条
政
基
は
二
二
を
辞
し
、
家
領
鼠
州
艮
根
野
芝
に
下
向
し
て
い
た
。
瀦

泉
守
護
の
押
妨
が
激
し
く
、
家
記
の
維
持
が
園
難
と
な
っ
た
の
で
、
直
務
を
行
う

た
め
文
亀
元
年
三
月
よ
り
永
鷺
元
年
ヤ
二
月
ま
で
殴
ケ
年
三
庄
し
、
そ
の
閥
の
自

筆
日
記
が
本
旅
…
噌
引
付
で
あ
る
。
こ
の
伽
覚
券
は
偶
々
在
戚
奉
行
信
乃
小
路
宮
内
少
㎞
輔

長
盛
等
が
上
京
・
甲
で
年
貞
徴
収
が
幽
来
な
い
の
で
、
寺
門
村
番
頭
薗
姓
源
三
郎
省

近
に
当
座
の
金
策
を
贈
付
け
た
折
の
婚
銭
語
文
で
、
在
地
奉
行
の
一
入
竹
原
定
雄

が
借
主
と
し
て
磐
…
判
し
て
い
る
。

同
じ
く
こ
同
の
条
に
こ
の
事
情
が
詳
記
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
当
年
徳
政
が
行
わ
れ

る
と
の
風
聞
が
あ
る
の
で
証
文
を
沽
券
状
の
体
裁
に
作
っ
て
頂
き
た
い
と
て
そ
の

案
文
を
源
三
郎
か
ら
三
殿
し
て
来
た
。

そ
れ
を
見
た
所
、
売
渡
す
と
は
霊
暮
し
て
い
る
が
実
は
階
銭
証
文
の
体
裁
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
差
支
え
な
い
か
ら
案
文
通
り
の
証
文
を
与
え
る
よ
う
に
と
哲
原
定
雄
　

に
命
じ
た
。
な
お
金
主
に
は
源
蓋
郎
嶽
身
の
借
書
を
入
れ
、
前
記
の
僧
銭
註
文
は

源
雀
郎
の
年
許
に
留
め
、
年
賞
蚊
納
に
よ
り
返
済
の
折
返
し
て
貰
う
。
売
券
と
は

駅
に
源
三
郎
か
ら
の
申
掛
に
よ
り
前
掲
の
第
二
文
潜
を
渡
し
た
。
以
上
が
日
記
の

記
す
大
要
で
あ
る
。
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（菊地）賓代の：｛：SUI売買について（中）

　
徳
政
回
避
の
た
め
に
借
銭
証
文
を
売
券
の
体
裁
に
し
、
刷
に
借
銭
証
文
を
添
え
て

　
い
る
。
か
㌧
る
証
文
の
形
式
は
本
文
所
述
の
如
く
起
源
が
古
い
の
で
あ
る
。
日
記

　
で
は
後
返
済
終
了
に
よ
り
捻
文
の
彌
を
墨
で
抹
消
し
て
い
る
。

⑳
〉
中
田
博
士
『
法
制
史
論
集
』
㊧
八
八
買
「
日
本
古
法
に
於
け
る
追
奪
担
保
の
沿

　
革
」
参
照
。

⑳
　
　
面
繋
博
士
『
法
側
山
人
孤
聖
算
紐
㈱
一
四
六
頁
「
我
古
法
に
於
け
る
二
七
及
一
ひ
連
脚
軍

　
債
務
」
及
び
前
掲
諮
八
九
～
＝
○
頁
の
中
震
の
項
に
売
主
と
共
に
直
人
や
売
童

　
の
子
孫
が
追
奪
担
保
南
宜
任
に
任
ず
る
多
く
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

⑪
　
中
田
博
士
『
法
鯛
史
論
集
』
鱒
八
○
頁
「
臼
本
古
法
に
於
け
る
追
奪
康
保
の
沿

　
革
扁
。

鐙
　
中
田
博
士
前
掲
書
九
一
工
頁
。

・
嬢
　
法
曹
緊
要
抄
所
引
の
本
条
逸
文
に
は
「
過
漏
掌
’
に
ワ
タ
ス
と
傍
耳
が
あ
る
。
天

　
三
宝
字
二
年
十
一
月
廿
八
照
付
伊
賀
国
軍
拝
郡
棚
殖
郷
開
賑
売
買
券
に
過
価
銭
と

　
あ
る
の
も
隅
義
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
類
従
本
裁
干
割
照
ハ
抄
垂
垂
財
崇
二
二
買
事
の
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

憩
　
同
本
法
｛
曹
至
要
抄
中
売
買
条
の
齋
％
…
顕
約
諾
後
不
三
二
事
の
条
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

駒
動
魔
売
買
の
蝦
疵
に
よ
り
契
約
を
解
除
し
た
実
例
と
し
て
、
嘉
応
三
年
三
月
贈

　
聖
子
畠
売
券
（
平
身
七
一
二
七
九
二
頁
）
の
裏
書
に
「
父
馬
一
匹
買
事
候
シ
カ
ト
モ

　
馬
ワ
ル
ク
候
シ
カ
バ
、
元
孟
（
返
）
畢
、
若
為
後
日
沙
汰
茎
状
如
件
」
と
あ
る
も

　
の
を
挙
げ
う
る
。
但
し
解
約
日
限
が
三
臼
以
内
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
。

⑳
　
中
田
博
土
前
掲
書
八
鰯
頁
、
滝
州
博
土
『
臼
本
法
制
史
阯
二
〇
一
頁
等
参
照
。

⑯
大
系
本
律
一
六
五
頁
。

磯
　
注
⑳
参
照
。
大
系
本
律
一
五
七
頁
。

⑳
　
　
ゐ
入
系
本
律
一
五
六
百
ハ
。

㊨
群
書
類
従
巻
七
七
。

⑫
類
従
本
は
本
文
を
「
嚢
直
垂
償
」
と
し
、
一
木
に
「
饗
聯
盟
償
」
と
傍
注
す
る

　
が
、
　
一
本
の
方
が
文
意
が
良
い
と
恩
う
ゆ

⑬
関
市
令
除
嘗
斎
買
条
に
「
不
立
憲
脚
違
駄
と
の
句
が
あ
り
、
義
解
注
は
「
縣
心
嚢
物

　
主
相
面
上
、
違
嚢
物
主
不
知
和
也
」
と
あ
る
。
　
「
懸
」
は
岡
令
富
私
交
関
条
に
も

　
見
え
、
滝
川
博
士
『
爲
本
法
捌
史
』
　
（
二
〇
〇
買
）
は
懸
売
買
を
意
味
す
る
語
と

　
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
後
述
の
如
く
四
海
は
矧
隠
売
買
を
基
本
と
し
た
が
、

　
か
玉
る
か
け
売
も
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
か
』
る
債
権
的
売

　
買
は
未
だ
祉
会
慣
行
と
し
て
充
分
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
売
主
の
諒
解
な

　
し
に
代
金
支
払
を
何
時
迄
も
遅
滞
す
る
と
、
契
約
不
履
行
と
し
て
殖
罰
の
対
象
と

　
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑭
　
群
書
類
従
巻
七
七
。

⑯
　
大
系
本
律
一
薫
六
讐
貝
。

⑳
　
中
田
博
士
前
掲
書
八
一
頁
。

⑰
　
現
行
民
法
第
三
瞬
六
条
に
、
質
権
の
担
保
す
る
債
権
の
範
覇
と
し
て
、
元
本
、

　
利
息
等
の
外
に
、
質
権
実
行
の
費
用
・
質
物
保
存
の
費
駕
・
質
物
の
隠
れ
た
る
暇

　
疵
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
の
賠
償
等
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
歎
え

　
ぱ
、
古
代
の
土
地
売
買
の
追
騨
損
保
選
任
は
、
質
物
の
権
利
上
の
環
続
に
よ
り
生

　
じ
た
撮
害
の
賠
償
貴
任
と
も
無
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

㊥
藤
原
冬
嗣
の
死
亡
は
天
長
益
年
。
又
真
筆
僧
正
が
佐
伯
幾
の
氏
の
大
師
と
し
て

　
岡
氏
と
の
関
係
を
生
じ
た
の
は
斉
衡
三
年
頃
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
そ
の

　
闘
の
三
十
年
前
後
が
佐
偽
氏
子
の
所
領
売
却
か
ら
氏
人
等
へ
の
返
却
ま
で
の
大
凡

　
の
期
閲
と
な
ろ
う
。

　
銭
雅
に
つ
い
て
は
、
三
代
実
録
爽
観
三
年
十
一
月
十
一
臼
条
の
伴
善
男
の
痴
言
に
、

　
空
海
の
父
佐
伯
藪
田
公
の
男
十
一
人
へ
の
窃
輔
姓
贈
与
の
指
詰
が
あ
る
が
、
そ
の

　
理
由
と
し
て
、
岡
族
の
真
持
等
が
既
に
実
意
・
道
雄
両
大
法
師
の
推
挙
で
賜
与
に

　
与
っ
た
不
公
平
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
際
「
今
大
僧
都
俵
燈
大
法
師
位
翼
雅
、
幸

　
属
時
来
、
久
倦
鶴
護
、
比
彼
両
師
、
忽
知
高
下
」
と
あ
る
。
加
護
と
は
貞
観
十
六

　
年
・
三
月
甘
三
日
紀
・
絢
七
月
十
一
爾
公
等
に
見
え
る
よ
う
に
、
藤
原
長
房
の
計
い

　
で
清
和
帝
幼
時
の
護
持
僧
と
な
っ
た
事
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
禰
る
に
実
意
等
に
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比
し
猶
位
が
低
い
と
の
不
満
が
佐
抽
宿
…
礪
姓
賜
与
の
串
談
書
中
に
忽
然
と
述
べ
ら

　
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
贋
か
ら
氏
山
八
師
と
し
て
の
…
岡
係
が
生
じ
た
た
め
叫
、
は
な
か

　
ろ
う
か
．
、
真
雅
の
三
三
僧
都
は
斉
衡
一
二
年
十
月
十
八
膜
（
文
徳
実
録
）
で
あ
る
．

紹
｝
拙
稿
「
公
観
賃
租
に
つ
い
て
扁
　
磯
灘
口
駿
郷
紀
要
』
一
顯
）
。
竹
内
博
士
『
a
本

　
上
代
廊
寸
陰
…
経
榑
煤
中
墨
の
研
究
』
祈
鍍
　
の
上
代
物
翻
一
葦
か
ら
・
も
、
、
時
代
』
に
よ
る
物
掘
脚
狡

　
動
を
伺
い
知
る
事
が
繊
来
る
。

〔
⑳
　
規
行
畏
法
施
讐
の
初
期
に
は
、
｛
究
渡
込
録
は
流
質
禁
止
鏡
戸
違
反
蹴
捜
債
権
逡

保
に
関
す
る
詐
欺
行
為
と
晃
倣
さ
れ
た
が
、
現
在
で
推
む
し
ろ
買
．
民
よ
り
も
広
一

　
鴛
わ
れ
、
輝
　
綱
も
薪
次
そ
の
ム
ロ
法
性
を
認
め
つ
つ
あ
る
と
云
わ
れ
婆
　
　
　
　
∵
獄

　
津
学
大
辞
典
撫
売
渡
一
己
保
の
項
）
。

軸
　
…
弱
地
の
所
…
鞍
地
は
売
縣
捗
に
明
目
さ
れ
て
い
な
い
が
、
率
安
遺
文
二
麟
八
器
・
蹴

　
轟
七
山
ハ
山
ハ
尉
写
文
港
目
に
見
・
ん
る
上
㎝
司
々
学
石
井
畠
の
地
多
と
、
　
二
胤
七
一
嵩
写
点
又
盈
ロ
バ
し
山
司

　
家
地
処
分
湘
状
）
に
見
え
る
僧
三
徳
が
二
…
篇
八
五
撒
η
文
登
“
の
価
陀
声
得
と
間
｝
入
で
p
，
蛛
な

　
い
か
と
推
測
し
た
事
に
よ
る
。

六
　
私
　
　
出
　
　
挙

　
古
代
の
債
務
契
約
の
最
も
代
表
的
な
も
の
は
出
挙
で
あ
る
。
周
知

の
如
く
出
挙
と
は
利
患
附
消
費
貸
椴
を
意
味
す
る
語
で
、
無
利
想
の

消
費
貸
借
又
は
使
用
貸
借
一
般
、
そ
の
他
諸
々
の
債
務
と
区
別
し
て

特
に
か
く
呼
ば
れ
た
。
大
別
し
て
財
物
（
酒
・
銭
等
）
と
稲
粟
の
二
種

類
あ
り
、
又
税
制
の
一
種
と
し
て
圏
家
が
農
民
に
貸
付
け
る
公
出
挙

と
純
然
た
る
私
的
債
務
契
約
と
し
て
の
私
患
挙
と
に
も
分
類
出
来
る
。

　
所
で
当
面
の
土
地
売
買
と
の
関
連
上
周
題
と
な
る
の
は
私
出
挙
で

あ
る
が
、
実
は
そ
の
運
営
方
法
が
甚
だ
明
確
で
な
い
。
そ
こ
で
先
ず

こ
の
点
か
ら
考
察
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
第
三
表
は
正
倉
院
文
書

及
び
平
安
遺
文
か
ら
拾
っ
た
貸
借
証
文
の
例
を
表
示
し
た
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

銭
出
挙
以
外
は
い
ず
れ
も
私
出
挙
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
。
今
利

率
・
期
間
等
に
よ
り
分
類
す
る
と
、
囚
1
1
働
綱
⑦
、
新
声
⑧
～
⑳
㈱

～
囎
、
ゆ
一
圃
～
翻
の
三
穣
に
分
類
し
得
る
と
思
う
。

　
先
ず
磯
回
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
銭
出
挙
で
利
率
は
八
ケ
月
に

流
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
岩
窟
の
公
私
以
財
物
条
に
、
ニ
ケ
月
毎
に
％

の
利
息
を
加
算
す
る
と
あ
る
規
定
に
一
致
す
る
。
現
存
の
雑
令
は
養

老
令
文
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
大
窯
命
文
を
伺
い
知
る
事
は
出
来
な

い
が
、
養
老
令
の
施
行
期
た
る
天
平
勝
宝
九
歳
以
前
に
か
か
る
例
が

見
え
る
事
は
、
少
く
と
も
単
讐
勅
令
等
で
養
老
令
文
と
岡
じ
銭
出
挙

の
利
息
法
が
施
行
さ
れ
た
事
を
椎
棄
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
大
宝
令

文
に
も
簡
じ
利
急
規
定
が
あ
っ
た
と
迄
は
断
言
し
難
い
が
。

　
次
に
㈱
類
に
つ
い
て
は
、
総
て
員
借
銭
の
例
で
、
契
約
期
間
が
一

～
ニ
ケ
月
、
実
際
借
絹
紬
聞
も
三
ケ
月
前
後
の
も
の
が
大
部
分
で
あ

り
、
利
率
は
月
別
一
割
三
分
（
鋤
以
降
の
鋼
は
一
割
五
分
）
で
あ
る
。
こ

れ
を
前
述
の
銭
灘
挙
の
法
定
利
率
に
比
べ
る
と
、
一
割
三
分
は
ほ
ぼ

％
に
等
し
い
数
醸
で
、
こ
の
点
で
は
雑
令
の
規
定
に
従
っ
て
い
る
と
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S6

S7

S8

S9

T0

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

@
5
9
6
0

去
い
得
る
が
、
三
三
で
は
ニ
ケ
月
に
％
の
定
め
で
あ
る
か
ら
、
月
借

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

銭
で
は
法
定
利
率
の
二
倍
の
利
率
と
な
る
。
史
料
⑳
以
降
月
一
割
五

分
に
増
煎
し
た
一
㈲
も
一
割
五
分
で
あ
る
一
理
由
は
明
か
で
な
い
が
、

月
借
銭
の
実
例
で
は
何
ヶ
月
と
何
ケ
三
分
と
云
う
よ
う
に
日
歩
計
鐸

を
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
計
算
の
便
宜
上
日
歩
五
厘
且
月
鋼
一
割

五
分
と
し
て
％
に
近
い
便
宜
な
利
率
を
定
め
た
も
の
と
考
え
る
事
も

禺
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
然
ら
ば
月
借
銭
で
は
何
故
法
定
利
率
の
倍
の
息
利
法
が
許
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
如
く
月
借
銭
は
契
約
期
閥
が
ニ
ケ
月
未
満

の
短
期
の
契
約
が
多
い
。
例
㈲
の
如
く
月
借
銭
で
な
い
が
契
約
期
問

が
一
ケ
月
未
満
の
例
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
㈱
㈲
と
同
じ
く
無
利
息
の

借
貸
で
あ
ろ
う
。
天
平
宝
字
五
年
正
月
十
二
日
奉
読
一
切
経
所
解

（
古
四
…
四
八
五
買
）
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
代
銭
と
は
宮
衙
会
計
の
仮

払
金
の
事
と
思
わ
れ
、
従
っ
て
無
利
恩
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
月
借
銭
は
掲
出
例
の
大
部
分
が
写
経
上
等
の
借
銭
証

文
で
あ
る
裏
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
級
官
人
達
が
そ
の
生
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
遣
繰
り
の
た
め
に
官
か
ら
借
金
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て

本
来
極
く
短
期
の
融
資
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
事
が
二
ヶ
月
以

上
の
一
般
金
利
法
と
異
な
る
月
別
息
利
法
を
許
し
た
理
由
で
は
な
か
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古代の土地売買について（中）　（菊地）

ろ
う
か
。
雑
誌
の
公
私
以
財
物
条
の
義
解
に
六
十
日
未
満
の
債
務
に

は
息
利
法
が
な
い
と
云
い
、
六
十
碍
未
満
で
息
利
す
れ
ば
違
法
行
為

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

と
し
て
処
断
す
る
事
と
も
な
っ
て
い
た
。

　
最
後
に
◎
類
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
前
二
者
と
異
な
り
こ
れ

は
稲
の
私
財
挙
で
、
暴
利
法
も
前
二
者
と
異
な
り
契
約
し
た
年
の
秋

に
五
割
の
利
息
を
加
え
て
返
済
す
る
事
が
一
般
で
あ
る
。
こ
れ
は
雑

詠
の
以
紛
糾
条
義
解
に
春
出
挙
し
秋
冬
に
返
済
す
る
事
を
一
年
と
す

る
と
注
し
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
的
に
は
一
年
未
満
で
あ
る
が
、
秋

の
収
穫
時
が
農
民
に
と
り
借
財
返
済
の
可
能
な
唯
一
の
時
期
で
あ
っ

た
所
か
ら
こ
の
よ
う
な
習
慣
が
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

旧
稿
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
古
代
に
は
農
業
生
産
力
の
低
さ
の
故
に
，

春
播
種
用
の
籾
や
夏
端
境
期
の
食
糧
の
不
足
は
毎
年
の
事
で
あ
り
、

貧
農
は
富
裕
農
民
か
ら
毎
年
こ
の
よ
う
な
負
債
を
受
け
て
は
秋
の
収

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

穫
時
に
返
済
す
る
と
云
う
事
を
繰
返
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ

て
稲
馬
簾
出
挙
は
農
業
生
産
・
再
生
産
に
密
着
し
た
根
深
い
慣
行
で

あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
所
で
問
題
は
そ
の
息
利
法
で
あ
る
。
⑥
類
の
史
料
は
い
ず
れ
も
平

安
中
・
末
期
の
例
で
あ
る
か
ら
、
律
令
制
初
期
の
私
稲
田
挙
の
患
利

法
を
直
ち
に
こ
れ
等
の
例
か
ら
潮
及
せ
し
め
る
訳
に
は
行
か
な
い
。

そ
こ
で
初
期
の
史
料
を
探
し
て
み
る
と
次
の
三
例
を
挙
げ
る
事
が
出

来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
第
一
に
史
料
①
で
あ
る
。
こ
の
解
文
は
銭
嵐
挙
で
あ
る
に
も
拘
ら

ず
そ
の
返
済
期
限
を
秋
と
し
、
長
く
見
積
っ
て
も
そ
の
契
約
期
間
は

五
ケ
月
と
な
る
。
前
述
の
如
く
鋤
類
の
銭
出
挙
は
八
ケ
月
五
割
の
利

率
で
あ
る
か
ら
史
料
0
り
の
息
利
法
は
㈹
類
と
異
な
る
。
こ
れ
に
対
し

⑥
類
で
は
秋
（
一
年
）
に
五
割
の
分
利
法
で
あ
る
点
史
料
①
に
一
致

す
る
。
た
だ
出
挙
物
件
が
稲
で
な
く
銭
で
あ
る
点
が
問
題
と
な
る
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
天
平
勝
宝
三
年
九
月
四
日
格
に
、

天
平
九
年
以
来
私
隠
忍
挙
が
禁
ぜ
ら
れ
た
た
め
、
表
向
き
銭
財
と
称

し
て
私
稲
出
挙
が
行
わ
れ
た
弊
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
史
料
G
O
は
そ

の
実
例
だ
つ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
去
り
と
す
れ
ば
天

平
勝
宝
二
年
頃
非
合
法
的
に
行
わ
れ
た
私
稲
嶺
挙
は
年
利
五
割
制
だ

っ
た
事
に
な
る
。

　
第
二
に
は
天
平
宝
字
三
年
四
月
八
日
生
江
臣
息
耳
翼
（
古
四
⊥
二
五

九
頁
）
に
「
借
貸
稲
弐
伯
東
給
鼓
之
利
冨
寒
…
」
と
あ
る
も
の
を
挙
げ
う

　
㊥る

。
借
貸
は
無
利
息
だ
っ
た
か
ら
私
出
挙
禁
止
以
後
も
許
さ
れ
て
い

　
⑭た

。
に
も
拘
ら
ず
右
の
如
く
百
束
の
利
稲
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

こ
れ
亦
表
向
き
借
貸
を
装
っ
て
私
出
挙
を
行
っ
た
例
で
あ
ろ
う
。
而
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し
て
そ
の
利
率
は
五
割
で
あ
る
。

　
第
三
に
天
平
宝
字
五
年
二
月
諸
賢
紀
に
、
越
前
国
加
賀
懸
盤
領
解

公
勝
石
が
私
讐
六
万
束
を
出
挙
し
て
利
稲
三
万
東
を
誉
め
、
違
勅
罪

に
問
わ
れ
て
利
稲
を
没
腹
さ
れ
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
亦
私
稲
出
挙

の
年
利
率
が
五
割
だ
っ
た
事
を
示
す
ご
証
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
機
器
出
挙
は
律
令
制
初
期
以
来
年
利
五
割
制
を
原
則

と
し
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、
な
お
こ
の
点
を
出
挙
諸
規
定
か
ら
確
め

て
み
よ
う
。
私
稲
出
挙
に
関
す
る
最
も
古
い
規
定
は
大
宝
雑
令
の
稲

粟
出
挙
規
定
で
あ
る
。
大
宝
令
に
こ
の
規
定
が
存
し
た
事
は
和
銅
四

年
十
一
月
廿
二
葉
詔
（
続
紀
〉
に

　
詔
購
、
諸
軍
大
税
、
三
年
半
閥
借
貸
給
之
、
勿
収
其
利
…
…
又
出
挙
私
訴

　
者
、
自
今
以
後
不
得
過
半
利
、
余
籍
娘
令

と
あ
る
か
ら
誤
り
な
い
と
思
う
。
そ
の
傘
文
に
つ
い
て
は
、
延
麟
交

替
式
に
「
受
令
、
凡
以
稲
粟
出
挙
者
、
以
一
年
為
断
、
不
得
限
照
本

望
今
生
利
及
廻
利
為
本
」
と
云
う
養
老
令
同
条
と
異
な
る
令
文
を
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

せ
、
こ
れ
が
或
は
大
宝
令
文
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
こ
の

交
替
式
は
事
項
毎
に
先
ず
墓
本
令
文
を
掲
げ
、
．
以
後
関
連
官
符
類
を

配
す
る
と
云
う
編
集
方
針
を
と
っ
て
い
て
、
且
つ
掲
げ
る
藤
の
令
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
、

は
全
般
に
養
老
令
文
ら
し
い
の
で
、
撫
の
雑
誌
の
文
も
養
老
令
文
の

抄
出
と
解
し
て
置
い
た
方
が
無
難
で
あ
ろ
う
。
養
老
令
文
に
比
し
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

要
な
事
項
に
欠
け
る
点
で
か
く
解
す
る
に
も
不
安
は
あ
る
が
。

、
か
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
乱
流
出
挙
関
係
の
法
令
の
う
ち
内

容
の
明
か
な
最
古
の
も
の
は
前
述
の
和
銅
四
年
詔
で
あ
り
、
次
い
で

養
老
四
年
一
二
月
十
ヒ
購
官
奏
（
続
肥
）
ヒ
』
右
和
銅
四
年
勅
を
引
い
た
後
に

　
：
：
－
網
織
出
挙
多
事
汰
法
、
　
　
、
．
一
，
丈
ミ
、
熱
稲
町
償
者
、
令
雨
渓
姪
易

　
名
重
挙
、
依
此
野
計
、
取
利
過
本
、
漬
習
成
浴
、
藻
弗
道
理
、
墾
講
、
其

　
稲
浮
織
多
年
、
紛
不
謄
写
癌

と
あ
る
も
の
を
挙
げ
得
る
。
こ
の
よ
う
に
和
銅
四
年
勅
と
養
老
四
年

窟
奏
が
利
稲
を
元
本
の
五
割
以
上
徴
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る

事
は
、
私
稲
繊
挙
の
年
利
率
が
一
般
に
全
割
で
あ
っ
た
事
の
鋳
証
と

し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
又
公
出
挙
に
は
周
知
の
遜
り
大
利
（
掘
割
）
と
小
利
（
三
割
）
の
二

様
の
利
率
が
あ
っ
た
が
、
養
老
令
が
窟
稲
を
半
倍
と
し
、
又
天
平
年

問
の
蕉
税
帳
・
郡
稲
…
帳
に
晃
え
る
出
挙
利
率
が
総
て
大
利
で
あ
る
点

か
ら
み
て
、
公
出
挙
も
大
利
が
原
則
で
あ
っ
た
と
懇
わ
れ
、
民
情
に
応

じ
て
織
年
の
未
償
稲
の
打
切
り
、
無
利
息
の
借
貸
へ
の
切
換
え
、
又

は
小
利
法
の
施
行
等
の
減
免
措
置
が
行
わ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

小
覇
法
の
施
行
の
毅
も
早
い
例
は
養
老
四
年
三
月
十
七
珊
欝
奏
（
続
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紀
）
で
あ
る
が
、
こ
の
時
一
般
の
大
半
は
弁
済
困
難
な
農
民
が
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
云
う
理
慮
で
数
年
闘
利
息
を
免
除
さ
れ
、
租
税
以
外
の
公
稲
の
み

運
嗣
不
能
に
陥
ら
ぬ
よ
う
特
に
小
利
を
訳
す
る
事
と
し
た
の
で
あ
る
。

更
に
養
老
六
年
壬
四
月
登
狂
爾
官
奏
に
「
公
私
出
挙
取
利
十
分
之
三
」

と
の
一
項
が
あ
る
。
村
尾
次
郎
氏
は
百
万
町
歩
開
墾
令
を
含
む
こ
の

黒
雲
全
体
を
陸
奥
に
関
す
る
特
別
法
と
解
さ
れ
た
が
、
養
老
四
年
三

月
以
来
惇
比
さ
れ
て
い
た
大
鳥
の
嵐
挙
黒
馬
が
こ
の
時
再
び
徴
収
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
解
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
養
老
四
年

に
は
藤
原
公
比
等
の
急
逝
を
含
む
有
名
な
疫
病
の
流
行
と
水
皐
の
災

が
あ
り
、
そ
の
災
厄
か
ら
立
織
っ
た
直
後
だ
っ
た
か
ら
公
私
共
に
小

利
法
を
施
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
天
．
平

勝
宝
六
年
号
帰
十
五
臼
勅
（
二
二
）
に
は
欝
欝
漸
く
労
し
た
と
の
理
由

で
小
利
法
の
施
行
が
命
ぜ
ら
れ
、
延
暦
七
年
九
月
廿
六
撮
詔
へ
続
紀
）

で
は
長
岡
建
都
の
造
密
役
夫
を
進
め
た
濁
の
今
年
の
公
出
挙
利
稲
を

小
利
に
減
ず
る
事
を
特
に
令
し
、
延
麟
十
四
年
壬
七
月
一
溺
詔
（
歴
歴
）

で
は
畏
の
疲
弊
に
よ
り
、
弘
仁
元
年
九
月
廿
三
日
宮
符
（
三
代
蟻
）
で

は
頃
年
の
水
梁
疾
疫
に
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
小
利
法
を
施
行
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
公
心
耳
に
於
て
小
利
法
が
施
行
さ
れ
た
の
は
民
漕
の

都
響
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
恢
復
時
に
は
大
利
法
を
施
行
す
る
の
が

一
般
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
大
同
元
年
正
月
四
九
躊
勅
（
後
紀
）
に
も

半
漁
の
利
は
法
例
の
擁
規
、
不
易
の
典
と
し
て
職
階
十
四
年
忌
小
利

法
を
改
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
公
出
挙
が
大
器
法
を
恒
規
と
し
た

の
は
、
恐
ら
く
公
私
を
問
わ
ず
年
利
五
割
制
が
古
く
か
ら
の
出
挙
の

慣
例
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
所
で
私
稲
出
挙
の
息
利
法
に
つ
い
て
は
、
　
も
う
一
つ
養
老
令
の

「
不
得
過
門
鑑
」
と
云
う
句
の
彫
心
味
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

の
句
は
一
般
に
利
率
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
の
如

く
黒
幕
出
挙
の
年
利
率
が
一
般
に
管
掌
だ
っ
た
と
す
る
と
、
利
率
と

解
し
て
は
具
含
が
悪
い
事
に
な
る
。
こ
の
点
で
参
考
と
な
る
の
は
、

同
財
物
出
挙
の
条
に
「
…
…
毎
六
十
日
取
利
、
不
得
過
八
分
之
一
、

難
過
四
百
八
十
日
、
不
営
養
二
倍
…
…
」
と
あ
る
葬
で
あ
る
。
つ
ま

り
財
物
｛
出
挙
に
レ
め
つ
て
は
利
素
窄
は
｝
一
ケ
断
月
に
μ
旭
で
、
　
一
倍
レ
」
は
警
戒
心

徴
収
の
限
度
額
を
示
し
て
い
る
。
稲
粟
出
挙
の
場
合
も
同
様
に
一
倍

と
は
利
息
徴
叡
の
隈
度
額
を
示
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
述

の
養
老
閣
年
暦
秦
に
、
和
銅
四
年
以
来
私
稲
嶺
挙
の
利
息
は
五
割
以

上
微
す
る
事
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
債
務
考
の
名
義
を
変
え
て
別

人
の
如
く
思
い
度
挙
（
契
約
更
改
）
す
る
と
云
っ
た
脱
法
行
為
に
よ

っ
て
利
息
累
計
が
元
本
額
を
超
え
る
風
習
を
生
じ
た
の
で
、
契
．
約
後
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何
年
経
っ
て
も
五
割
の
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
ぬ
と
戒
め
て
い
る
。

天
平
六
年
五
月
廿
三
購
官
符
（
格
・
続
紀
）
に
も
、
公
私
出
挙
の
返
済

期
に
償
財
が
不
足
す
る
と
、
代
物
と
し
て
斯
々
測
算
が
提
供
さ
れ
、

こ
の
田
宅
を
元
本
と
し
て
毎
年
契
約
が
更
改
さ
れ
る
結
果
、
利
息
累

計
が
元
本
額
を
超
過
す
る
例
が
多
い
と
し
て
、
か
か
る
脱
法
行
為
を

禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
等
の
例
か
ら
し
て
も
元
本
額
一
一
倍
が
利
息
累

計
の
限
度
額
を
示
し
て
い
る
事
は
ほ
ぼ
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
恥

　
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
古
代
の
私
出
挙
の
年
利
率
が
原
則
と
し
て

五
割
で
あ
る
事
を
明
か
に
し
得
た
と
思
う
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い

事
は
右
に
述
べ
た
利
息
累
計
の
舗
限
規
定
に
つ
い
て
で
あ
る
。
年
利

率
五
割
と
云
っ
て
も
累
計
額
を
一
倍
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
は
債

権
者
に
と
り
極
め
て
不
利
な
条
件
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
の

み
な
ら
ず
養
老
令
の
規
定
で
は
財
物
出
挙
は
利
息
を
元
本
に
繰
込
む

（
廻
利
為
本
）
一
複
利
法
1
事
を
禁
じ
ら
れ
、
稲
粟
私
出
挙
に
あ
っ

て
は
右
の
複
利
法
と
共
に
前
年
借
り
て
既
に
利
息
を
附
し
た
元
本
に

翌
年
以
降
利
息
を
附
す
る
事
も
禁
じ
て
い
る
（
不
得
体
旧
本
葺
令
書
利
）
。

こ
れ
は
単
利
法
の
禁
止
と
云
う
寓
が
出
来
よ
う
。
大
宝
令
文
に
つ
い

て
は
前
述
の
如
く
そ
の
復
元
が
園
難
な
現
在
右
の
単
利
・
複
利
法
の

禁
止
条
項
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
言
し
難
い
が
、
前
述
の
如
く
養
老

四
年
官
奏
に
債
務
者
の
名
義
を
変
更
し
て
の
重
挙
を
脱
法
行
為
と
指

摘
し
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
恐
ら
く
大
宝
令
で
も
同
様
の
禁
止
条
項

が
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
単
利
・
複
利
の
い
ず
れ
を
と
る

に
せ
よ
、
旧
年
の
元
本
に
更
に
息
利
す
る
事
が
重
挙
の
意
味
だ
か
ら

で
あ
る
。
宝
亀
十
年
九
月
昔
八
日
勅
（
続
紀
）
に
「
…
…
鎖
車
重
契
、

強
量
質
財
…
…
」
と
あ
る
重
契
の
語
も
同
じ
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
古
代
の
債
権
法
に
あ
っ
て
は
債
権
者
の
漁
利
行
為
を

抑
制
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
著
し
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
当
代
の
社
会

及
び
生
薩
機
構
か
ら
必
然
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

当
時
は
農
業
生
誕
が
祉
会
の
生
産
活
動
の
主
体
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

技
術
が
幼
稚
な
た
め
に
生
産
力
が
低
く
霞
給
肖
足
経
済
の
段
階
を
脱

却
し
得
な
か
っ
た
。
か
か
る
社
会
に
あ
っ
て
は
夏
の
端
境
期
或
は
風

水
害
・
日
照
り
等
に
よ
る
凶
作
の
際
の
食
料
不
足
は
恒
常
的
な
も
の

で
あ
っ
た
か
ら
、
農
民
は
毎
年
の
よ
う
に
富
裕
農
民
か
ら
稲
を
借
り

て
そ
の
不
足
を
補
填
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
稲
粟
私
出
挙
は
こ
の
よ

う
に
古
代
農
業
生
産
上
不
可
欠
の
慣
行
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
公
出
挙

は
こ
の
慣
行
を
国
家
財
政
の
運
用
上
に
利
用
し
た
制
度
で
あ
っ
た
。

神
護
景
雲
元
年
二
月
十
一
日
紀
に
、
淡
路
園
で
皐
害
が
あ
り
種
稲
が

乏
し
か
っ
た
の
で
播
磨
国
の
饗
宴
四
万
束
を
転
じ
て
出
挙
し
た
と
記
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し
、
同
年
月
廿
二
日
紀
に
、
和
泉
国
で
も
凶
作
に
遭
い
学
内
が
不
足

し
た
の
で
讃
岐
国
の
稲
四
万
束
を
転
貸
し
た
と
あ
り
、
同
年
五
月
四

欝
乎
に
は
、
畿
内
の
百
姓
で
種
稲
不
足
に
よ
り
播
種
出
来
な
い
老
に

摂
津
国
の
穀
を
貸
し
た
と
見
え
る
。
こ
の
よ
う
に
公
出
挙
が
種
借
料

と
し
て
春
行
わ
れ
る
例
で
あ
っ
た
事
は
、
延
暦
十
八
年
五
月
十
七
日

官
符
（
延
暦
交
替
式
）
に
、
従
前
正
税
出
挙
は
雄
篇
で
一
旦
収
納
し
て

撹
乱
し
て
穀
と
す
る
例
で
あ
っ
た
が
、
延
暦
十
七
年
九
月
十
七
日
官

符
に
よ
り
最
初
か
ら
穀
で
収
納
す
る
事
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
種
盗

心
の
出
挙
が
嵩
来
な
く
な
る
と
云
う
の
で
本
稲
は
藤
織
で
収
納
し
利

島
の
み
穀
で
収
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
所
か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
雑
令

の
以
雷
電
条
の
義
解
に
令
文
の
「
一
年
」
を
釈
し
て
、
　
「
春
時
挙
受

し
秋
冬
を
以
て
報
い
る
、
こ
れ
を
一
年
と
す
る
」
と
云
っ
て
い
る
の

も
こ
の
よ
う
な
公
出
挙
の
春
樹
稲
を
貸
付
け
る
慣
例
に
基
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
二
番
出
挙
は
古
代
の
農
民
に
と
り
そ
の
再
生
産
上
不

可
欠
の
慣
行
で
あ
っ
た
が
、
他
方
農
民
が
そ
の
債
務
の
弁
済
に
事
欠

く
よ
う
な
場
合
、
利
息
が
累
積
し
て
遂
に
は
田
島
を
手
放
し
て
浮
浪

と
化
し
、
或
は
身
を
債
家
の
家
人
・
奴
碑
に
落
と
す
危
険
性
が
多
分

に
あ
っ
た
。
亡
八
の
財
物
及
び
帯
磁
出
挙
の
条
に
「
家
資
尽
き
な
ば

身
を
役
し
て
溶
き
酬
い
よ
」
と
の
規
定
が
あ
り
、
義
解
に
よ
れ
ば
家

宅
・
資
財
を
尽
し
て
も
な
お
債
務
を
完
済
し
得
ぬ
場
合
、
公
嵐
挙
に

あ
っ
て
は
欠
負
官
物
の
弁
償
規
定
（
獄
令
賦
死
刑
条
）
に
準
じ
一
人
一

樹
の
労
賃
を
布
二
尺
六
寸
の
割
で
計
算
し
て
役
務
を
以
て
弁
済
す
る

事
と
し
、
且
つ
最
長
五
年
を
限
度
と
し
た
。
私
出
挙
に
あ
っ
て
は
当

時
嶺
郷
の
庸
作
の
価
を
以
て
計
算
し
、
旦
つ
期
限
の
重
葬
を
設
け
ず

債
務
皆
済
ま
で
役
務
の
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
点
が
公

出
挙
と
異
な
る
。
こ
の
よ
う
な
無
期
限
の
役
務
弁
済
の
規
程
は
、
詣
時

一
般
に
債
務
奴
隷
が
存
在
し
た
事
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
野
盗
律
の
略
人
畜
・
売
二
等
卑
幼
条
等
に
人
身
売
買
の
禁
令
が

あ
る
。
当
時
の
人
身
売
買
の
内
に
は
生
活
困
窮
や
債
務
弁
済
の
た
め

に
行
わ
れ
る
も
の
の
あ
っ
た
事
は
、
天
武
天
皇
五
年
五
月
甲
多
紀
に
、

下
野
国
司
が
凶
年
飢
饅
の
た
め
所
部
百
姓
の
子
を
売
る
事
を
許
さ
れ

る
よ
う
奏
し
た
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
例
や
、
持
統
天
皇
五
年
三
月
癸

巳
詔
（
書
紀
）
に
「
若
有
百
姓
弟
為
兄
見
偉
者
従
良
、
若
子
為
父
母
見

　
　
　
　
　
　
　
カ
リ
モ
ノ
ヘ
コ
ユ

論
者
従
賎
、
若
盛
貸
倍
没
虚
者
従
良
、
其
子
心
面
上
碑
所
生
富
岳

懲
懲
」
と
あ
る
例
か
ら
伺
わ
れ
る
。
准
貸
馬
没
賎
の
意
味
は
債
務
弁

済
の
た
め
に
奴
碑
に
さ
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
又
天
平
勝
宝
二
年
五
月

十
五
蒲
付
高
屋
連
亡
骸
出
挙
銭
解
（
古
三
…
三
九
滋
頁
）
に
「
若
年
不
過

61　（547）



考
、
稲
女
・
附
波
比
女
二
人
身
入
申
し
と
の
追
記
が
あ
る
。
こ
の
二

人
は
兄
肱
の
娘
で
、
追
記
の
意
味
は
勝
宝
二
年
中
に
返
済
（
過
ワ
タ

ス
）
し
な
け
れ
ば
二
人
の
娘
を
人
質
に
す
る
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
人
質
が
負
債
累
積
の
結
果
奴
卿
に
配
没
さ
れ
る
事
と
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
所
で
延
喜
刑
部
式
に
持
統
鷲
年
報
に
淵
源
す
る
と
思
わ
れ
る
左
の

条
文
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嵐
者
　
　
　
弘
ナ
シ

　
義
父
舞
縁
貧
窮
売
溜
為
賎
、
其
事
在
灘
丑
年
以
前
．
任
依
（
一
じ
而
フ
）
契
、
若

　
　
　
　
　
　
　
　
弘
ナ
シ

　
売
在
庚
寅
年
以
後
、
　
（
及
因
負
債
被
強
充
賎
、
拝
余
親
善
流
者
）
皆
置
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弘
ナ
シ
　
　
　
　
弘
以

　
良
、
不
転
論
罪
、
其
大
宝
二
年
制
（
舞
）
以
後
依
法
科
断

政
事
要
略
（
大
系
本
六
八
四
頁
）
所
収
の
弘
仁
刑
部
式
岡
条
の
文
は
右
町

回
の
如
き
梢
違
が
あ
る
。
右
持
統
五
年
詔
と
刑
部
式
文
と
の
関
連
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

つ
い
て
は
既
に
虎
尾
俊
哉
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
左
の
如
く

対
応
す
る
。

　
　
　
持
統
五
年
詔

ω
兄
が
弟
を
回
っ
た
場
合
　
1
1
良

②
父
母
が
子
を
売
っ
た
場
合
募
賎

㈲
准
貸
倍
没
賎
　
　
　
　
　
琵
良

ω
襯
幾
都
袈
餐
と
藁

　
延
齢
刑
部
三

余
親
旧
売
春
装
良

父
簿
三
児
　
n
賎
（
己
丑
年
以
前
）

　
　
　
　
　
良
．
（
庚
生
年
以
後
）

因
負
債
被
強
充
膿
1
1
良

㈱
に
対
応
す
る
刑
部
式
の
文
は
な
い
が
、
戸
令
良
人
家
人
条
に
「
凡

良
人
及
家
人
被
圧
略
充
賎
、
配
奴
卿
、
弼
生
男
女
者
、
後
画
餅
免
、

所
生
…
男
女
並
従
良
人
及
家
人
」
と
あ
る
も
の
が
や
や
対
応
す
る
で
あ

ろ
う
。
入
身
売
翼
と
駈
略
と
の
相
違
は
あ
る
が
。
儒
し
て
こ
の
条
文

が
大
宝
令
に
も
存
し
た
事
は
古
記
に
よ
り
編
わ
れ
る
。

　
さ
て
書
聖
と
式
文
に
は
重
要
な
枳
違
が
あ
る
。
即
ち
働
で
認
文
が

一
切
賎
と
す
る
の
に
対
し
、
式
文
で
は
己
丑
年
（
持
統
三
年
）
以
前

既
に
契
約
済
の
も
の
は
賎
と
し
、
庚
密
ハ
年
（
持
統
四
年
）
以
降
の
契

約
は
…
騰
へ
の
配
没
を
禁
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。
虎
尾
氏
は
こ
の
華
華

点
の
生
じ
た
理
由
を
次
の
如
く
説
明
さ
れ
た
。
持
統
三
年
末
以
来
庚

三
年
籍
の
作
製
が
始
め
ら
れ
て
い
た
。
所
が
四
年
九
月
に
浄
頓
原
令

の
戸
令
に
よ
り
造
籍
す
べ
き
事
が
令
せ
ら
れ
、
次
い
で
良
・
賎
確
定

の
基
本
法
と
し
て
五
年
詔
が
公
布
さ
れ
た
結
果
、
三
年
末
現
在
の
資

料
に
拠
っ
た
庚
寅
嬢
の
記
載
は
五
年
三
月
の
詔
発
令
の
時
点
で
は
概

に
変
更
の
必
要
が
生
じ
た
筈
で
あ
っ
た
。
然
る
に
後
に
庚
寅
籍
の
良

賎
記
載
は
庚
午
年
籍
同
様
み
だ
り
に
変
．
更
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
の

原
説
が
生
じ
た
結
果
、
五
年
詔
を
式
文
の
如
く
改
正
し
た
と
云
う
の

で
あ
る
。

　
刑
都
式
が
庚
蜜
籍
の
良
賎
記
載
を
基
準
と
し
て
以
降
の
良
賎
身
分
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の
決
定
を
し
ょ
う
と
し
た
と
云
う
虎
尾
氏
の
見
解
は
卑
見
に
於
て
も

全
く
同
感
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
持
統
五
年
詔
並
に
総
懸
式
の
臼
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

は
果
し
て
良
・
賎
の
確
定
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
認
が
親
が
子
を
売
っ

た
場
合
以
外
総
て
良
人
と
せ
よ
と
令
し
た
の
は
、
詔
公
布
以
前
に
は

二
身
売
買
・
債
務
弁
済
に
よ
る
建
碑
へ
の
配
没
が
｛
般
的
だ
っ
た
の

を
、
五
年
詔
で
親
が
子
を
売
っ
た
園
舎
以
外
総
て
禁
止
し
た
事
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
同
じ
人
身
売
買
で
も
親
が
子
を
売
る

場
合
だ
け
は
大
目
に
み
る
の
が
一
般
だ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
事
は
賊

盗
律
売
一
　
等
獄
、
幼
条
に
弟
妹
・
兄
弟
の
子
孫
・
外
孫
を
売
っ
て
奴
碑

と
す
れ
ば
徒
二
年
、
子
孫
の
場
合
は
一
年
半
と
別
扱
い
し
て
い
る
所

か
ら
も
伺
わ
れ
る
。
而
し
て
式
文
が
持
統
四
年
以
降
良
と
す
る
と
し

た
の
は
、
五
年
詔
が
聴
し
た
子
の
売
買
を
も
禁
じ
た
審
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
こ
の
改
正
の
時
点
は
大
宝
律
制
定
以
前
か

遅
く
も
養
老
律
立
案
以
前
で
あ
ろ
う
。
何
故
な
ら
右
賊
貫
属
の
条
文

が
大
宝
律
に
も
あ
っ
た
ら
し
い
事
が
刑
部
式
文
に
大
宝
二
年
律
の
存

在
を
指
摘
し
て
い
る
所
か
ら
叢
測
さ
れ
、
仮
に
子
孫
売
貨
の
罰
則
の

み
養
老
律
で
追
加
さ
れ
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
律
文
が
作
ら
れ

る
の
は
人
身
売
買
が
禁
じ
ら
れ
た
後
の
喜
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

　
然
ら
ば
何
故
こ
の
よ
う
な
禁
令
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
既

に
屡
々
指
摘
し
て
来
た
よ
う
に
、
律
令
鋼
支
配
の
基
本
方
針
は
総
て

の
私
的
隷
属
翼
翼
を
断
ち
切
り
、
一
切
の
人
民
を
公
民
と
し
て
そ
の

直
接
支
配
下
に
響
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
貧
困
に
よ

り
身
を
売
ら
れ
、
或
は
負
債
の
返
済
に
窮
し
て
上
機
に
配
没
さ
れ
る

が
如
き
は
律
令
制
公
民
政
策
に
背
馳
す
る
人
民
私
有
の
傾
向
だ
っ
た

と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事
が
右
の
禁
令
施
行
の
根
本
理

由
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
然
ら
ば
持
統
五
年
詔
と
刑
部
式
は
一
切
の
奴
碑
の
所
有
を
禁
じ
た

も
の
か
と
云
う
に
そ
う
で
は
な
い
。
律
令
で
は
奴
碑
の
所
有
を
認
め

て
い
る
。
従
っ
て
詔
・
式
の
奴
碑
所
有
の
禁
令
に
は
一
定
の
適
用
限

度
が
あ
っ
た
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
限
度
が
即
ち
早
撃

籍
の
良
賎
記
載
だ
っ
た
、
つ
ま
り
庚
寅
籍
に
良
と
さ
れ
た
者
は
以
後

奴
纏
円
へ
の
醍
没
を
禁
じ
、
賎
と
さ
れ
た
者
の
み
以
後
奴
寸
た
る
事
を

認
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
庚
寅
籍
は
こ
の
よ
う
な
留
的
で
使
わ

れ
た
か
ら
、
虎
尾
氏
の
指
摘
の
如
く
後
世
良
賎
決
定
の
原
拠
と
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
刑
部
式
で
は
親
が
子
を
売
る

場
合
に
つ
い
て
の
み
禁
令
の
滴
…
用
期
限
を
示
し
た
が
、
こ
れ
は
他
の

入
身
売
買
・
債
務
奴
碑
の
茎
葉
に
も
該
当
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
子
の
売
翼
に
つ
い
て
の
み
適
用
期
限
を
記
し
た
の
は
、
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詔
文
の
改
正
点
を
明
確
に
す
る
た
め
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
律
令
制
下
の
受
認
は
持
統
三
年
以
前
に
人
身
売
買
・

債
務
返
済
不
能
に
よ
り
配
没
さ
れ
た
者
と
そ
の
子
孫
に
限
ら
れ
た
。

芦
令
当
色
二
黒
条
は
同
じ
身
分
（
当
色
）
の
者
同
志
で
な
け
れ
ば
婚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

姻
を
許
さ
ぬ
事
と
し
、
同
条
集
解
朱
云
に
は
「
又
云
、
私
営
碑
等
根

婚
、
生
子
押
入
官
乎
、
入
私
乎
、
書
芸
論
公
私
従
母
乎
何
、
答
、
然

者
」
と
あ
り
、
結
論
は
明
確
で
な
い
が
奴
碑
同
志
の
子
は
奴
碑
だ
っ

た
事
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
同
属
家
人
所
生
条
で
も
家
人
同
志
の
所

生
は
相
承
け
て
家
人
と
す
る
と
あ
る
。
然
し
実
際
上
こ
の
制
限
は
困

難
で
あ
っ
た
か
ら
異
な
る
身
分
（
災
色
）
の
者
同
志
の
通
婚
の
結
果

生
れ
た
子
の
身
分
決
定
の
規
定
が
必
要
で
あ
っ
た
。
戸
令
為
夫
評
語

・
奴
舞
三
条
と
集
解
諸
注
、
及
び
嶺
色
素
婚
条
集
解
離
籍
が
そ
れ
で

　
⑧

あ
る
。
奴
碑
が
人
身
売
買
及
び
債
務
履
行
不
能
に
よ
る
者
に
限
ら
れ

た
か
否
か
は
猶
検
討
を
要
す
る
。
一
般
に
古
代
の
奴
隷
は
右
の
原
因

に
よ
る
も
の
の
外
、
捕
虜
・
犯
罪
人
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
我
国

の
例
で
も
こ
れ
等
の
老
が
賎
民
と
考
え
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
捕
虜
に

つ
い
て
は
、
蝦
夷
の
俘
囚
が
諸
圏
に
集
団
的
に
配
置
さ
れ
た
例
が
続

紀
等
に
散
見
す
る
。
面
し
て
宝
亀
七
年
十
一
月
寺
九
日
紀
に
よ
れ
ば
、

出
羽
の
俘
囚
三
五
八
人
が
大
宰
管
内
・
讃
絞
等
に
配
さ
れ
た
が
、
内

七
十
八
人
は
詩
序
・
参
議
以
上
に
置
賜
し
て
賎
と
し
た
と
云
う
。
然

し
一
般
的
に
云
え
ば
蝦
夷
の
俘
囚
に
つ
い
て
は
慰
撫
・
公
民
化
の
努

力
に
関
す
る
史
料
が
圧
倒
的
に
多
く
、
西
洋
古
典
古
代
の
如
く
労
働

奴
隷
と
し
て
駆
使
し
た
形
跡
は
見
ら
れ
な
い
。
大
同
五
年
十
二
月
一

日
置
に
、
帰
降
し
た
夷
俘
が
織
地
の
官
民
か
ら
姓
名
を
以
て
呼
ば
れ

ず
夷
俘
と
称
さ
れ
る
の
を
恥
じ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
賜
姓
に
与

り
調
庸
を
負
塗
し
公
民
化
し
て
後
も
な
お
特
別
視
さ
れ
た
様
子
が
伺

わ
れ
る
。
従
っ
て
一
般
に
異
民
感
は
あ
っ
た
が
、
賎
民
視
さ
れ
た
と

は
必
ず
し
も
云
い
難
い
。
犯
罪
人
の
場
合
は
明
か
に
賎
民
濡
し
た
例

が
あ
る
。
賊
照
影
謀
反
条
に
謀
反
・
大
逆
人
の
父
子
は
没
官
す
る
と

あ
る
。
大
宝
律
で
は
謀
叛
老
も
没
官
さ
れ
た
ら
し
い
（
戸
令
官
奴
細
葉

古
記
）
。
又
私
鋳
銭
者
の
従
者
も
没
官
さ
れ
（
和
製
四
よ
○
・
二
三
勅
ま
戸

令
宮
奴
碑
条
古
記
・
続
紀
）
、
家
人
や
奴
が
主
と
そ
の
親
族
を
粁
し
て
生
れ

た
子
も
没
官
さ
れ
た
（
戸
令
奴
粁
主
条
）
。
こ
れ
等
没
官
人
は
官
戸
と
云

い
賎
の
一
種
で
あ
っ
た
が
奴
碑
よ
り
身
分
が
上
と
考
え
ら
れ
た
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
（
戸
令
目
色
為
婚
条
古
記
）
。
又
反
逆
縁
坐
（
反
逆
人
の
父
子
）
の
官
戸
は

一
般
官
戸
の
放
論
従
良
年
令
が
七
十
六
才
だ
っ
た
の
に
対
し
八
十
才

位
さ
れ
た
か
ら
（
戸
令
官
奴
碑
条
）
重
く
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
、
律
令
で
奴
卿
と
云
え
ば
人
身
売
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買
・
債
務
履
行
不
能
に
よ
る
配
没
者
を
指
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
捕

虜
と
犯
罪
人
は
国
家
が
直
接
管
理
把
握
し
得
た
が
、
奴
碑
は
私
契
約

の
結
果
発
生
し
た
か
ら
、
前
述
の
如
く
公
民
政
策
上
そ
の
発
生
を
抑

止
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
良
賎
の
身
分
的
差
別
観
念
は
原

初
的
に
は
原
始
共
同
体
の
内
部
か
ら
階
級
分
化
の
進
展
に
伴
い
自
然

発
生
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
同
時
に
そ
れ
は
源
初
酌
差
別

観
念
に
留
ま
る
事
を
許
さ
れ
ず
、
常
に
そ
の
時
代
の
支
配
権
力
に
よ

り
支
配
目
的
に
沿
う
よ
う
に
規
制
さ
れ
た
。
身
分
に
は
こ
の
よ
う
な

経
済
・
政
治
上
の
二
面
性
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
こ
の
事
は

上
述
の
奴
碑
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
論
述
が
脇
道
に
そ
れ
た
が
、
以
上
で
畠
窒
息
利
法
上
の
規
制
と
良

賎
身
分
法
上
の
規
制
と
が
も
と
同
じ
律
令
制
公
民
政
策
か
ら
発
し
た

事
を
明
か
に
し
得
た
と
思
う
。
出
挙
に
つ
い
て
は
同
じ
厨
的
か
ら
し

て
他
に
も
色
々
の
規
制
が
行
わ
れ
た
。
私
稲
出
挙
の
禁
止
・
田
宅

（
不
動
産
）
質
入
の
禁
止
・
種
々
の
負
債
免
除
等
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
私
稲
出
挙
の
禁
止
令
は
想
う
ま
で
も
な
く
天
平
九
年
九
月
甘
一
算

勅
（
三
代
格
・
続
紀
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
禁
令
は
天
平
勝
宝
三
年
九

月
四
日
官
符
（
岡
上
）
・
寛
平
七
年
ヨ
月
廿
三
日
官
符
（
三
代
格
）
・
延

喜
二
年
三
月
十
三
日
官
符
（
同
上
）
等
で
繰
返
し
令
せ
ら
れ
て
い
る
事

か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
施
行
が
極
め
て
厳
格
だ
っ
た
事
が
推
察
さ
れ

る
。
所
で
前
述
の
如
く
導
燈
出
挙
が
当
時
農
民
の
再
生
産
上
不
可
欠

の
慣
行
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
稲
出
挙
の
禁
止
は
実
際
上
不
可
能
で

は
な
か
つ
だ
か
と
の
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
故
に
私
製
出
挙
に
代
わ

る
も
の
と
し
て
綱
度
上
拡
充
整
備
さ
れ
た
も
の
が
公
出
挙
制
度
だ
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
来
公
出
挙
に
つ
い
て
は
そ
の
財
政
史
上

の
意
義
が
重
視
さ
れ
た
た
め
に
、
私
出
挙
の
禁
止
に
鰐
応
ず
る
も
の

と
し
て
の
意
義
付
け
が
明
確
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
私
出
挙
禁

止
の
閣
的
…
は
上
記
勅
・
官
符
等
に
述
べ
る
如
く
、
王
臣
家
・
富
農
層

の
貧
農
等
に
対
す
る
諌
求
を
阻
止
し
、
班
田
農
民
の
没
落
、
私
的
隷

属
関
係
の
発
生
を
抑
止
し
よ
う
と
す
る
公
民
政
策
に
あ
っ
た
の
で
あ

り
、
財
政
制
度
と
し
て
の
公
出
挙
を
確
立
す
る
た
め
に
禁
じ
ら
れ
た

の
で
は
な
い
。
却
っ
て
私
出
挙
の
果
し
て
い
た
再
生
産
上
の
役
割
を

国
家
の
手
で
行
う
事
に
よ
り
、
公
民
政
策
を
貫
徹
せ
ん
と
し
た
の
が

公
出
挙
の
一
7
5
来
の
羅
的
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
律
令
棚
初
期
に
は
出
挙
に
対
す
る
規
制
は
厳
格
を
極
．

め
た
が
、
平
安
中
期
以
降
に
な
る
と
律
令
欄
の
衰
退
と
共
に
出
挙
に

対
す
る
揚
も
漸
く
弛
緩
し
つ
つ
あ
・
た
よ
う
で
あ
る
・
晶
晶
掲
第
三
働

表
に
黒
々
の
出
挙
契
約
状
の
例
が
見
ら
れ
る
の
も
こ
の
時
期
で
あ
り
、
6
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そ
の
内
容
上
で
も
恩
讐
法
上
の
規
制
が
公
然
と
無
視
さ
れ
、
躍
大
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

利
患
累
積
の
例
が
明
ら
さ
ま
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
二
、
王
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
治
承
四
年
十
一
月
三
日
付
橘
成
近
質

地
去
状
（
平
遺
武
！
三
〇
〇
六
頁
）
に
、
単
襲
が
承
安
三
年
二
月
頃
文
学

房
か
ら
米
｝
・
五
石
の
出
挙
を
受
け
た
が
、
治
承
四
年
秋
に
至
り
元

利
合
計
三
五
・
一
二
石
に
な
り
弁
済
に
窮
し
た
の
で
、
水
田
一
段
を

文
学
房
に
渡
進
め
た
と
あ
る
。
右
の
利
息
を
年
五
割
の
複
利
で
計
算

す
る
と
ほ
ぼ
七
・
八
年
分
の
元
利
合
計
が
三
五
・
一
二
石
に
な
る
。

承
安
三
年
か
ら
治
承
四
年
ま
で
は
八
ケ
年
だ
か
ら
、
恐
ら
く
右
の
計

算
法
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
寛
治
四
年
十
月
黒
八
糊
付
僧
永
能
解
（
平
遺
臨
…
ご
一
六
五
頁
）

と
嘉
保
二
年
六
月
八
日
付
法
隆
寺
上
座
慶
元
解
（
岡
上
一
【
三
〇
八
頁
）

な
る
文
書
が
あ
る
。
前
者
は
選
管
が
慶
元
か
ら
借
り
た
出
挙
米
黒
石

の
質
と
心
て
領
田
五
段
を
渡
進
め
た
質
入
証
文
で
あ
る
。
慶
導
燈
で

は
右
入
質
臓
を
四
段
と
し
、
永
能
解
と
段
積
が
違
う
が
、
理
由
は
明

か
で
な
い
。
所
で
両
状
に
よ
れ
ば
、
右
田
は
元
来
永
仁
の
兄
僧
安
朝

の
領
導
だ
っ
た
が
、
永
保
四
年
頃
安
朝
が
寺
主
首
玉
か
ら
出
挙
籾
九

斗
を
受
け
、
そ
の
質
に
本
公
験
を
渡
し
て
い
た
所
、
利
息
累
積
し
て

（
元
利
力
）
八
石
余
と
な
り
弁
済
に
窮
し
た
。
そ
こ
で
雌
蕊
は
先
祖

相
伝
の
続
か
ざ
る
を
嘆
き
、
兄
に
代
っ
て
本
公
験
を
請
出
し
、
数
年

間
領
掌
の
後
慶
元
に
入
質
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
経
過
か
ら

し
て
安
朝
の
出
挙
米
九
斗
が
元
利
盤
石
余
と
な
っ
た
患
利
法
を
考
え

て
み
る
と
、
年
五
割
の
複
利
で
五
・
四
年
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　
更
に
永
万
二
年
（
仁
安
元
）
七
月
五
日
付
仁
心
祐
出
挙
米
借
用
状

（
平
遺
七
⊥
一
六
七
五
頁
）
は
、
元
本
九
・
四
号
に
対
し
最
初
の
一
ケ
年

間
は
年
五
割
、
翌
仁
安
二
年
七
月
以
降
年
内
五
ヶ
月
間
は
月
別
一
割
、

同
三
年
以
降
年
五
割
の
利
息
を
附
す
る
と
の
契
約
内
容
で
あ
る
。
永

万
二
年
四
月
三
臼
付
犬
女
出
挙
米
借
用
状
（
平
鳥
笛
⊥
エ
ハ
七
二
頁
）
で

は
同
年
八
月
末
ま
で
に
五
割
の
利
息
を
附
す
る
事
と
し
、
こ
の
期
を

過
ぎ
れ
ば
月
別
の
利
を
加
え
る
事
と
し
て
い
る
。
両
状
は
息
利
法
が

異
な
る
よ
う
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
一
致
点
が
あ
る
と

考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
急
撃
の
借
用
状
が
秋
（
八
月
末
）
を
返

済
期
限
と
し
た
の
は
、
秋
の
収
穫
期
に
返
済
す
る
と
云
う
稲
置
出
挙

の
一
般
的
慣
行
に
従
っ
た
も
の
で
、
実
質
借
用
期
間
は
五
ヶ
月
で
も

こ
れ
を
以
て
一
年
と
見
倣
し
年
五
割
の
利
息
を
附
す
る
事
と
し
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
永
祐
の
場
合
は
契
約
期
が
偶
々
収
秋
期
だ
っ
た

か
ら
実
質
借
用
期
間
も
翌
年
秋
ま
で
櫓
門
一
ケ
年
間
と
な
っ
た
。
こ
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の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
両
状
と
も
契
約
後
最
初
の
一
ケ
年
は
年
五
割

の
利
を
附
し
、
一
ケ
年
経
過
後
は
月
一
割
の
利
を
附
す
る
と
云
う
同

じ
息
利
法
だ
っ
た
と
云
う
事
に
な
ろ
う
。

　
然
ら
ば
何
故
一
ケ
年
後
に
月
別
息
利
法
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

犬
女
の
場
合
は
終
期
を
明
記
し
な
い
が
、
永
祐
の
例
で
は
一
年
経
過

後
そ
の
年
内
の
残
余
五
ヶ
月
間
に
限
り
月
別
利
息
を
附
し
、
翌
年
か

ら
は
年
五
割
の
利
を
附
す
る
事
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら

見
て
、
稲
粟
出
挙
は
一
般
に
借
用
し
た
年
の
秋
返
済
さ
れ
る
の
が
例

で
、
こ
の
期
を
過
ぎ
た
場
合
で
も
数
ケ
月
の
短
期
閣
内
に
返
済
さ
れ

る
例
が
多
か
っ
た
か
ら
利
息
の
月
割
計
算
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、

返
済
が
遅
滞
し
て
ニ
ケ
年
以
上
に
及
ぶ
場
合
は
適
宜
月
割
計
算
を
年

利
計
算
に
切
換
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
等
の
例
か
ら
は
複

利
・
単
利
回
れ
の
方
法
が
用
い
ら
れ
た
か
明
か
で
な
い
が
、
前
述
の

諸
例
か
ら
年
五
割
の
複
利
法
が
少
か
ら
ず
行
わ
れ
た
事
は
推
測
し
得

る
。

　
こ
の
よ
う
な
多
年
の
利
息
附
貸
借
は
、
恐
ら
く
律
令
制
施
行
以
前

古
く
か
ら
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
雑
令
の
出
挙
息
利
規
定
の
施

行
に
よ
り
、
律
令
制
初
期
に
は
史
料
と
し
て
残
り
難
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
刃
し
か
し
非
合
法
的
に
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
は
瞬
次
の

禁
制
か
ら
伺
わ
れ
る
。
天
平
六
年
五
月
廿
日
日
計
符
（
三
代
格
・
続
紀
）

に
、
債
務
者
が
出
挙
稲
の
返
済
に
充
て
た
田
鼠
を
毎
年
改
め
て
債
権

者
か
ら
借
受
（
挙
受
）
け
て
利
を
払
う
の
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
稲

粟
出
挙
に
於
て
写
本
に
よ
り
利
を
徴
す
る
事
を
禁
じ
た
令
の
規
定
の

脱
法
行
為
と
闘
い
得
よ
う
。
又
延
暦
二
年
十
二
月
訓
導
官
符
（
三
代

格
・
続
紀
〉
に
、
財
物
出
挙
の
複
利
の
禁
令
（
生
利
為
本
）
を
犯
す
者
を

戒
め
て
い
る
。
弘
仁
十
年
五
月
二
日
官
符
（
三
代
格
）
で
も
、
　
「
一
年

の
内
を
限
っ
て
半
倍
の
利
を
約
し
、
期
を
過
ぐ
る
に
至
れ
ば
利
を
廻

ら
し
て
本
と
な
し
、
首
鼠
に
至
る
毎
に
其
契
を
柾
げ
取
る
。
未
だ
幾

周
を
経
ず
し
て
忽
ち
数
倍
に
及
ぶ
」
と
述
べ
、
複
利
の
銭
美
挙
の
違

法
行
為
を
指
摘
し
て
い
る
。
律
令
制
下
に
於
て
は
、
利
息
新
債
務
契

約
は
そ
の
履
行
上
極
度
の
拘
束
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
事
は
敢
え
て
古
代
に
の
み
限
ら
れ
た
事
で
な
く
、
後
述
の
如
く

鎌
倉
期
以
降
の
中
世
社
会
に
於
て
も
一
般
的
で
あ
っ
た
。
債
務
契
約

の
自
由
が
確
立
し
た
の
は
近
代
社
会
に
な
っ
て
の
事
で
あ
る
。
こ
れ

は
丁
度
土
地
私
有
権
が
法
的
に
確
立
し
た
の
が
同
じ
く
近
代
の
審
で

あ
っ
た
の
と
符
合
す
る
事
象
と
考
え
る
。
嵐
挙
に
つ
い
て
は
以
上
の

考
察
に
留
め
、
次
に
不
動
産
質
の
考
察
に
進
む
事
と
し
よ
う
。

⑫
　
削
与
碑
総
生
の
借
銭
に
つ
い
て
は
相
田
二
郎
氏
「
金
銭
の
融
通
か
ら
見
た
楽
良
曲
棚
の
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ラ

　
経
師
等
の
生
活
扁
上
下
（
『
歴
史
地
理
』
四
一
…
二
・
三
）
な
る
有
名
な
研
究
が

　
　
　
　
　
　
　
く
く

　
あ
る
。
而
し
て
氏
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
第
三
表
⑦
つ
ま
り
天
平
宝
字
五
年
以
前

　
の
も
の
は
経
師
筆
墨
か
否
か
不
明
で
あ
る
が
、
⑧
の
宝
亀
五
年
以
降
働
ま
で
は
総

　
て
写
経
生
の
借
銭
文
書
で
あ
る
。
所
で
⑧
以
降
の
写
経
生
の
借
銭
は
鞍
置
が
官
か

　
私
人
か
の
剛
一
葦
が
あ
る
。
⑧
⑳
等
の
例
に
見
る
如
く
此
等
借
銭
文
書
に
は
鰻
…
々
巌

　
時
奉
写
一
切
経
寄
身
主
で
あ
っ
た
上
馬
養
の
署
名
が
あ
り
、
「
司
」
「
一
切
こ
「
依

　
員
充
」
等
の
記
載
が
あ
る
。
此
等
の
記
載
か
ら
考
え
て
写
経
生
の
借
銭
は
奉
写
一

　
切
経
所
の
公
癖
銭
の
眼
挙
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
す
れ
ば
銭
の
公
出
挙
と
云
い

　
得
よ
う
。

　
公
癬
は
雑
令
公
書
条
の
規
定
に
も
見
る
通
り
本
来
官
衙
経
費
を
意
味
す
る
語
と
思

　
わ
れ
る
が
、
我
鴎
で
は
早
く
芸
人
給
与
を
も
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
よ

　
う
で
あ
る
。
慶
手
元
年
七
月
十
七
日
紀
に
二
二
禄
を
式
部
翁
諸
寮
に
給
し
た
と
あ

　
る
例
は
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
。
岡
絹
公
癬
霞
・
公
癬
稲
等
も
岡
じ
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
天
平
十
六
年
四
月
卦
三
田
紀
に
紫
香
楽
宮
営
造
の
初
め
、
司
翔
に
公
辮
銭

　
を
勢
与
し
、
交
関
し
て
利
息
を
取
り
永
く
公
用
に
充
て
、
且
つ
元
本
の
減
損
な
か

　
ら
し
め
た
と
あ
る
例
は
本
来
の
公
癬
の
絹
語
例
で
あ
る
。
奉
写
一
切
経
所
で
も
或

　
は
同
所
の
経
費
調
達
の
た
め
写
経
生
等
に
出
挙
し
て
、
そ
の
利
銭
を
公
費
に
充
て

　
Σ
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
①
～
③
は
明
確
で
な
い
が
、
㈹
⑤
の
借
貸
銭
は
⑳

　
の
代
二
等
と
同
じ
く
官
衙
用
晶
等
の
購
入
の
た
め
の
経
費
だ
っ
た
か
ら
無
利
思
だ

　
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑳
　
相
田
氏
晶
駒
掲
稿
上
五
六
百
ハ
参
昭
酬
。

　
　
　
　
　
　
　
　
X

⑭
絹
圏
氏
前
掲
稿
上
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（

＄
　
網
田
氏
前
掲
稿
参
照
。
静
振
す
れ
ば
、
月
借
銭
解
に
は
返
済
期
日
を
料
給
日
・

　
布
施
給
聞
等
と
記
し
た
例
が
多
い
が
、
こ
の
料
日
布
施
と
は
写
経
所
で
経
師
・
校

　
生
・
装
濃
等
に
給
し
た
受
賃
の
事
で
、
｝
定
の
茶
準
に
従
い
銭
．
調
布
等
を
以
て

　
給
さ
れ
た
。
約
三
ケ
月
毎
に
給
さ
れ
た
場
合
も
あ
り
、
又
毎
月
給
さ
れ
た
例
も
あ

っ
て
、
緯
度
的
に
は
未
だ
十
分
整
備
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
而
し
て

史
料
の
⑰
～
㈲
迄
の
内
七
月
中
に
返
済
し
た
債
務
者
名
を
宝
竃
四
年
六
月
廿
五
β

の
奉
写
一
切
経
所
解
（
古
六
…
五
二
三
頁
）
の
箱
施
被
論
者
名
と
比
較
す
る
と
、

写
経
生
で
な
い
鋤
の
例
以
外
は
総
て
照
応
し
、
幽
～
㈲
の
人
名
も
同
年
十
月
廿
九

臼
解
（
古
塁
－
五
四
四
｝
貝
）
に
見
え
る
。
こ
れ
は
写
経
生
等
が
六
月
・
十
月
の
布

施
の
給
付
隠
に
借
銭
を
弁
済
し
た
事
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
巧
清
成
の
場
合
は

α
の
で
宝
亀
三
年
四
月
に
借
り
て
ニ
ケ
月
後
に
返
し
、
⑰
で
は
圃
年
十
二
月
に
借
り

て
半
年
後
の
翻
年
七
月
に
返
済
、
鱒
で
は
更
に
返
済
の
翌
日
薦
ち
に
借
り
て
十
一

月
に
返
済
す
る
と
貴
う
具
合
に
殆
ん
ど
継
続
的
に
負
債
を
負
う
て
い
る
。
借
金
に

追
わ
れ
布
施
の
給
付
毎
に
漸
く
返
済
す
る
貧
し
い
写
経
生
の
生
活
の
一
端
が
祠
わ

れ
、
他
に
も
購
部
国
守
等
に
つ
い
て
同
様
の
例
を
見
う
る
。

　
又
⑯
の
「
冬
衣
服
偏
と
㈱
・
3
3
の
「
夏
衣
服
」
は
時
服
の
紛
日
に
返
済
し
た
例

で
あ
り
、
軸
の
「
園
養
」
は
仕
丁
・
籍
士
・
二
七
等
に
給
さ
れ
た
凶
養
物
の
箏
で
、

同
じ
く
給
付
時
に
借
銭
返
済
に
充
て
る
事
を
約
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
養
物
の
寅

進
が
調
庸
と
同
じ
と
す
れ
ば
、
三
三
の
貢
進
期
限
は
十
｛
月
姫
欝
で
あ
る
か
ら

（
賦
役
令
三
口
物
条
）
、
㈱
の
解
文
に
記
す
如
く
十
二
月
上
旬
に
借
銭
を
返
済
し
得

る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
等
暗
服
・
養
物
の
例
の
人
名
は
写
経
生
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。

面
雑
律
違
令
条
。

⑰
拙
稿
「
公
田
賃
租
に
つ
い
て
」
（
『
書
陵
部
紀
要
』
蝋
四
－
一
一
五
頁
）
に
夏
の
端

　
境
期
を
利
用
し
て
の
富
豪
層
の
農
民
生
滋
物
の
牧
奪
償
行
の
存
在
を
指
摘
し
て
灘

　
い
た
。

⑲
　
こ
の
史
料
は
亀
田
隆
之
氏
よ
り
御
教
添
を
受
け
た
。

⑲
例
え
ば
天
平
勝
宝
三
年
十
一
月
磨
臼
紀
に
、
勝
驚
元
年
以
前
の
公
泓
の
未
納
負

　
籔
を
免
除
す
べ
き
事
、
但
し
借
貸
は
除
外
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
　
一
般
に
負
稲
免

　
除
は
元
利
共
に
免
ず
る
場
合
と
利
稲
の
み
免
ず
る
場
合
と
あ
っ
た
が
、
第
四
表
で

　
見
て
も
後
潜
の
方
が
一
般
的
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
負
債
本
陣
や
無
利
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（菊地）古代の土地炎買について（中）

　
息
借
貸
稲
は
容
易
に
免
除
す
べ
き
で
な
い
と
云
う
通
念
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

　
う
か
。

⑳
　
こ
の
史
料
も
亀
田
氏
よ
り
御
教
示
に
与
っ
た
。

⑪
　
延
暦
交
替
式
駈
収
の
田
令
在
外
諸
司
条
の
文
は
、
集
解
古
記
の
引
く
大
宝
令
逸

　
文
と
異
な
り
明
か
に
養
老
令
文
で
あ
る
。
他
の
条
文
に
つ
い
て
は
古
記
逸
文
と
の

　
対
照
が
出
来
な
い
。
養
老
令
文
と
の
少
異
は
あ
る
が
大
体
一
致
す
る
。

⑫
　
大
宝
令
の
稲
粟
私
出
挙
の
規
定
の
内
容
を
推
測
す
る
材
料
は
殆
ん
ど
な
い
が
、

　
養
老
四
年
三
月
十
七
日
官
奏
に
債
務
春
の
名
義
を
子
姪
に
替
え
て
重
聾
す
る
事
に

　
よ
り
利
息
収
取
合
計
額
が
元
本
額
を
超
過
す
る
の
を
違
法
行
為
だ
と
云
っ
て
い
る

　
所
を
見
る
と
、
養
老
出
軍
様
重
挙
即
ち
旧
本
に
因
て
蔓
に
利
を
な
さ
し
め
、
又
は

　
利
を
麺
し
て
本
と
す
る
事
を
禁
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
お
利
率
規
定

　
に
つ
い
て
は
本
文
後
述
参
照
。

⑳
　
村
尾
次
郎
氏
『
律
令
財
政
史
の
研
究
（
増
訂
版
）
駈
（
二
九
七
頁
以
下
）
は
、
養

　
老
眼
軍
官
緬
炎
の
「
除
租
税
外
型
稲
、
擬
充
園
用
、
　
～
概
連
勢
、
恐
精
華
絶
…
…
」

　
の
文
か
ら
、
租
税
外
公
稲
と
は
無
利
息
稲
で
、
本
塁
を
直
接
支
出
し
て
国
用
に
充

　
て
た
も
の
と
解
さ
れ
、
そ
れ
は
郡
稲
又
は
神
亀
元
年
の
圏
儲
胡
馬
と
も
異
な
り
、

　
寛
平
八
年
七
月
五
臼
付
菅
原
道
真
奏
状
（
本
構
文
集
二
八
所
収
）
に
見
え
る
帳
外

　
野
物
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
鋲
わ
れ
る
。

　
　
し
か
し
右
の
文
は
前
段
に
数
年
間
の
大
税
の
図
嚢
免
除
を
令
し
た
の
に
引
続
き

　
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
租
税
外
公
稲
も
本
来
大
利
の
繍
挙
を
し
て
い
た

　
が
、
大
玉
同
様
利
稲
を
免
除
し
て
は
早
稲
が
耗
損
し
て
し
ま
う
か
ら
、
無
利
息
と

　
せ
ず
小
利
を
徴
す
る
鎮
に
よ
り
三
碧
救
済
の
主
旨
を
生
か
す
事
に
し
た
い
と
云
う

　
文
意
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
こ
の
稲
は
本
来
の
無
利
息
稲
と
考
え
る
べ
き
で

　
な
く
、
大
事
以
外
の
郡
稲
等
の
所
謂
雑
色
稲
の
事
を
云
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い

　
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
大
税
は
稲
量
が
莫
大
で
あ
る
か
ら
、
数
年
間
の
無
利
息

　
借
貸
を
行
っ
て
も
本
稲
…
の
滅
一
損
は
そ
れ
程
目
立
た
な
い
が
、
他
の
雑
纂
…
は
稲
厩
風
が

　
少
い
か
ら
、
本
稲
の
減
損
は
直
落
網
用
へ
の
支
購
に
支
障
を
き
た
す
の
で
、
小
利

　
に
せ
よ
利
息
を
取
る
纂
に
し
た
も
の
と
考
え
る
。
村
尾
氏
も
前
掲
書
第
五
章
第
三

　
節
百
万
町
開
墾
計
画
の
節
で
は
郡
稲
等
は
養
老
四
年
格
で
小
利
制
に
な
っ
た
ど
述

　
べ
ら
れ
、
前
述
論
旨
と
の
矛
盾
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

⑳
　
村
尾
氏
前
掲
霞
五
一
五
頁
以
下
参
照
。
こ
玉
で
氏
は
大
税
出
挙
が
和
銅
四
年
に

　
三
ケ
年
の
期
限
付
き
で
無
利
息
と
な
っ
た
後
大
利
に
復
し
た
と
云
っ
て
お
ら
れ
る

　
が
、
前
述
養
老
四
年
官
奏
に
「
…
…
劃
墨
諮
…
、
比
年
之
間
、
令
諸
国
航
年
春
初
出
税
、

　
貸
与
百
姓
、
継
其
産
業
、
至
黄
熟
後
、
依
数
徴
納
、
其
綿
甲
不
息
利
、
令
当
年
納

　
足
、
不
年
延
引
数
有
遡
懸
」
と
あ
る
文
を
着
過
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
文
は
和
銅

　
四
年
の
利
息
免
除
の
事
情
を
説
明
し
た
も
の
で
は
な
く
、
正
し
く
養
老
閥
年
時
点

　
の
描
概
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
墾
諸
ら
く
は
と
云
う
書
出
し
は
そ
の
事
を
証
す

　
る
。
従
っ
て
和
鋼
四
年
か
ら
三
ケ
年
無
利
息
と
な
り
、
翌
年
か
ら
大
利
に
復
し
た

　
か
も
知
れ
な
い
が
、
再
び
養
老
圏
年
に
利
稲
免
除
令
が
幽
さ
れ
た
と
解
さ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
郡
稲
並
み
に
小
利
に
復
し
た
の
が
養
老
六
年
だ
っ
た
と
考

　
え
る
。
六
年
旛
が
嵐
挙
利
率
を
四
年
格
よ
り
も
軽
減
す
る
目
的
を
有
し
た
と
断
定

　
さ
れ
る
の
は
論
拠
薄
弱
で
あ
る
。

⑳
　
例
え
ば
村
尾
氏
前
掲
書
二
九
二
貰
参
照
。

⑭
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
も
本
縫
一
倍
を
利
息
累
計
限
度
額
と
し
、
そ
の
趨
源
が
古

　
代
に
㎞
棚
る
箪
に
つ
い
て
は
、
中
田
博
±
「
日
本
中
世
の
不
動
産
質
」
　
『
法
制
史
論

　
集
』
⇔
蕊
四
八
一
五
〇
頁
参
照
。

　
　
な
お
元
本
一
倍
を
以
て
返
済
期
限
経
過
後
の
利
霞
脚
と
し
た
実
例
は
、
天
平
宝
字

　
五
年
八
月
廿
九
霞
付
丸
子
人
主
措
銭
解
（
古
四
i
五
〇
七
頁
）
・
宝
亀
三
年
二
月

　
廿
五
日
付
丈
部
浜
足
凹
刀
借
銭
解
（
古
六
一
二
曜
七
一
二
百
ハ
）
・
圏
圃
四
【
年
正
無
漏
μ
五
n
R
付
一

　
念
林
宅
薄
月
借
銭
解
（
古
六
－
四
六
八
頁
）
の
三
例
や
、
承
徳
二
年
三
月
廿
八
日

付
橘
頼
時
田
地
売
券
（
心
誤
；
一
九
三
号
）
に
二
倍
稲
為
弁
済
」
と
記
す
例
が

　
あ
る
。
又
延
謄
十
八
年
三
月
九
臼
官
符
所
収
の
問
十
六
年
四
月
廿
日
窟
符
（
三
代

　
格
六
一
一
頁
）
に
、
「
公
私
挙
銭
宜
限
一
年
双
再
編
利
、
難
籔
年
紀
不
得
凝
着
者
」

　
と
韓
い
、
十
八
年
官
符
で
も
重
ね
て
半
倍
の
利
を
超
過
す
れ
ば
科
処
す
る
と
述
べ
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て
い
る
。
こ
れ
は
養
老
雑
命
財
物
出
［
挙
の
条
の
六
十
日
毎
に
渥
の
敬
謙
を
許
し
、

　
四
八
○
日
以
上
に
な
っ
て
も
一
倍
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
云
う
財
物
出
挙
の
利

率
並
に
収
息
限
度
規
定
の
改
訂
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
キ
ウ

　
　
所
で
村
尾
次
郎
氏
は
注
⑳
の
如
く
養
老
令
の
私
稲
出
挙
規
定
の
「
以
一
年
為
断
、

　
不
罪
過
「
倍
」
の
文
意
を
年
利
十
割
擬
を
示
す
と
解
さ
れ
、
大
宝
令
で
も
同
様
だ

　
つ
た
の
が
、
華
美
三
年
勅
で
五
割
舗
に
改
め
ら
れ
た
と
解
さ
れ
た
。
し
か
し
胃
以

　
一
年
聖
断
」
の
意
味
は
、
田
令
賃
租
条
の
「
凡
賃
租
田
蒋
、
彗
芒
一
年
」
と
岡
じ

　
く
毎
年
契
約
を
更
改
す
る
と
云
う
慧
味
で
、
　
一
年
間
だ
け
幽
挙
を
許
す
と
髭
う
事

　
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
文
所
述
の
如
く
私
稲
妻
挙
は
一
般
に
年
利
五

　
割
制
を
慣
例
と
し
た
と
思
う
の
で
、
単
利
法
な
ら
二
年
穣
に
一
倍
の
限
度
額
に
達

　
し
、
そ
れ
以
上
の
収
息
は
抑
え
ら
れ
た
も
の
と
思
う
。
大
宝
令
文
は
養
老
令
文
と

　
或
は
長
じ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
又
利
率
・
収
息
限
度
の
規
定
が
な
く
、

　
利
率
は
和
銅
四
隣
コ
に
、
収
息
眼
度
は
養
老
四
年
官
奏
で
そ
れ
ぞ
れ
定
め
ら
れ
た
と

　
考
え
る
窺
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑳
澆
尾
俊
哉
氏
『
延
喜
式
』
～
七
二
～
七
頁
。

⑳
　
井
上
光
頁
氏
『
臼
本
古
代
羅
家
の
研
究
隔
五
一
九
頁
に
も
良
・
獲
の
確
定
と
云

　
う
解
釈
が
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
理
解
は
後
述
の
如
く
確
定
の
歴
史
的
意

　
義
を
明
か
に
し
得
な
い
と
思
う
。

⑳
　
石
丁
田
正
氏
「
古
代
の
身
分
秩
序
」
（
『
古
代
史
講
座
』
七
，
1
二
五
五
頁
参
照
）
。

⑳
　
こ
の
文
は
公
奴
碑
と
私
奴
等
が
相
討
し
て
生
れ
た
子
が
宮
有
と
な
る
か
私
有
と

　
な
る
か
を
論
じ
た
も
の
で
准
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
「
又
雪
、
（
公
）
私
奴
碑

　
等
…
し
と
公
宇
が
脱
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑳
　
鷹
晃
琉
「
古
代
臼
本
の
身
分
と
階
級
」
二
「
九
頁
、
宮
原
武
夫
現
「
日
本
右
代

　
に
お
け
る
奴
碑
制
の
構
造
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
一
二
＝
～
号
二
四
頁
）
等
の
所
論
の

　
如
く
、
日
本
古
代
に
は
良
賎
通
塞
を
前
提
と
し
て
身
分
規
定
が
な
さ
れ
て
い
た
山
畢

　
を
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
一
方
戸
傘
二
色
為
婚
条
の
規
定
が
当
飽
婚
を
原
鋼
と

　
す
べ
き
事
と
し
て
い
る
菓
も
否
定
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
当
色
婚
の
原
則

　
は
令
舗
身
分
法
の
成
立
に
伴
い
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
理
由
は
持
統
五
年
詔

　
で
賎
畏
身
分
を
庚
寅
籍
記
載
の
老
に
限
定
し
た
結
果
、
そ
し
て
賎
艮
の
増
加
を
抑

　
舗
し
ょ
う
と
し
た
結
果
、
大
化
の
男
女
法
を
そ
の
ま
＼
継
続
し
得
な
く
な
っ
た
た

　
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
な
お
改
め
て
考
察
し
た
い
。

⑫
　
唐
の
官
戸
は
、
唐
令
拾
遣
戸
令
四
一
条
に
、
反
逆
人
縁
坐
人
は
先
ず
没
し
て
官

　
奴
碑
と
し
、
　
一
免
し
て
番
戸
、
一
一
免
欝
に
三
戸
、
夏
季
目
に
良
人
と
し
、
番
戸
の

　
総
号
を
宮
芦
と
云
う
と
あ
る
。
没
官
人
の
称
で
あ
る
点
本
郊
令
も
岡
じ
で
あ
る
。

　
な
お
慶
雲
四
年
・
五
月
廿
六
二
紀
に
、
焔
鋪
都
電
良
等
が
天
智
天
皇
二
年
の
百
済
昼
型
ハ

　
で
唐
の
虜
と
な
り
、
没
し
て
官
戸
と
さ
れ
、
週
十
余
年
後
免
じ
て
良
と
さ
れ
、
遣

　
唐
使
粟
国
真
人
に
従
い
帰
朝
し
た
と
あ
る
。
唐
で
は
捕
炭
も
官
戸
と
さ
れ
た
の
で

　
あ
ろ
う
。

⑬
第
二
表
㈱
・
働
・
㈱
・
駐
◎
・
㈱
・
鱒
・
劔
・
㈱
．
㈱
・
㈹
．
⑳
等
の
例
に
見
え

　
る
異
常
に
高
値
の
例
は
数
年
に
わ
た
る
元
利
累
計
額
を
そ
の
ま
N
土
地
永
艶
麗
価
格

　
と
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
従
っ
て
筑
四
章
に
述
べ
た
賃
親
価
直
五
～
六
年

　
分
を
以
て
価
格
と
す
る
例
と
異
な
る
算
嵐
方
法
で
は
な
い
か
と
思
う
。
　
（
未
完
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
内
庁
欝
陵
部
）
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The　F6rmh．tion　of　th6　Kant∂関東Ommy∂4∂陰陽道

　　　　　　　　　　　　　　the　Kamalettra　Shogunate

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　　　　　　　SYCiichi　Murayama

　0潴”6♂o陰陽道ill．．our　country　was　very　Prosperous　uftde「the

autocracy　of　Kuge公家一nobility　in　the　Heian　6ra　and　its　Japan圭zation

was　almo＄t　accomplished，　by　which’　tiie　lmportaRt　part　of　culture　and

educatloR　of　Kuge　was　also　bui｝t　up；　being　thought　to　be　a　monopoly

of　Kacge，　it　penetrated　into　the　Bufee　class　and　formed　the　so－ca｝led’

Kanto一（）mmソ∂d∂　関東陰陽道　as　£he　Bulee－KOjitsu武象誤女筆｝ミ　．．on　the　esta－

blishment　of　Bntlee　administration　in　the　Kamaleura　era　；　which　can　be

taken’as　a　process　of　its　closer　approach　to　tke　general　public，　Rot

as　the　simple・aristocratizatiOR　of　Shogunate．　On　the　other　hand，　the

sh圭ft　of　Ku9『e　society　to　d6adlock　1れade　Omm：ソ∂sh’i　陰陽師　玉eave　the

Court　as　a　patron　and　many　become　the　Shogunate　Ommy6shi　doxvn

to　Kamafeu｝’a，　with　the∠4be安倍cian　as　the　central　figure；illもhe

very　tinie　there　was　a　primary　cause　why　the　Abe　clan　（Tsuchi7nileado

（土御門））　took，the　leadership　of　Omm：ソ6do　circ｝e　i王ユ　the．釜uture．　In

this　article　these　conditions　are　to　be　examined　arotmd　Axumakaga7・ni

吾妻鏡

Land　Dealing　in　Ancient　Japan　（　ll　）

　　　　　　　　　　　　　　　　by

　　　　　　　　　Yasuaki　Kil〈uchi

　In　our　last　article　（thls　Journal，　vol．　48，　no．　2）　we　pointed　out　some

questions　in　the　duality－lease　ancl　sale－of　the　land　dealing　in

ancient　Japan，　especially　explaining　the　earlier　origin　of　sa！e　than

the　accepted　t：heory　through　the　prol：）1eni　of　Konden墾田．

　　In　succession，　tliis　article，　considering　tlie　duality　of　dealing　as　an

ideal　tmspecialization　between　lease　or　real　e＄tate　pawn　and　dealing，

exanaines　the　function　oi　sale　as　real　estate　pac　wn　through　yepurchase

and　resale，　and　also　inquires． 奄撃撃狽潤@the　function　of　Sz（ileo出挙which　as

a　consumption　loan　with　interest　was　tlie　basis　of　real　estate　pawn；
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this　is　a！so　the　preparation　for　otir　consideration　oB　the　function　of

real　estate　pawn　of　sale　in　the　next　article，　connecting　with　the

ceming　examination　of　lanclholding　by　this　exp！anation　of　the　con－

troling　actio！10f　the　Ritsury6捧令・state　power　to　the　priv就e　debt

contracts．

LaRd　System　in　the　Chozt　」’“’1　Dynasty

espec圭a圭ly　through　the　newly　dlscovered　Si－chou・Dhin・zσ6，z西周金文

by

Shigeki　Kaizuka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　Aquir呈ng　know玉edge　from　Eπ．5罐一ts’6－ming恩賜策命　of　land　and

people　in　the　Si・chozt西周era圭n　the　inscriptions　of　bronzes　discover－

ed　after　the　revolutlon　in　new　China，　we　reconsider　the　accepted　theo

ry　on　the　land　system　in　Si．chou　based　oll　the　class量cs　and　the　illsc－

ription　of　bronze　already　known　befor　1949；in　consequence，　of薮ce　of

the　central　ofRc呈als　and　feud　of　border　and　lords　呈n　Si－chou　proved

to　be　necessary　’ ?ｏｒ　reas　surance　of　the　new　king　at　the　death　of癒e

old　king：this　bears　a　striking　resemblance　to　the　custom　of　Verfah－

ren　in　the　Frankish　feuda1まsm　in　the　western　Europe．　The　idea　of

la貸d　in　ancient　China　was　strengly　affected　byもhe　seasonal　sense　of

the　ancient　religion；the　idea　that馳e　new　order　was　revived　by

the　new　y6ar　or　the　new　king　may　be　the　motlve　power　in　the

fol・mation　of　this　custom．

The　Feudal　System　in　Thessaly　at　the

　　　　End　of　the　BYzantine　Empire

　　　　　　　by

Haruyasu　Yoneda

　The　Latin　conquest　（1204），　and　ehe　emergence　of　the　little　latin

states　in　the　Mediterranean　world　had　the　importance　effects　on　the

byzaqtine　empire：　it　degraded　the　World　Empire　of　Byzantium　into

a　mere　little　state　and　accelerated　the　feudalization　remarkable　since

（649）


